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本資料のうち，枠囲みの内容

は，営業秘密又は防護上の観点

から公開できません。 

Ⅴ-3-別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準

規則」という。）第 7 条及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し，技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定

される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とするため，

Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-2-

3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」（以下「Ⅴ-1-1-2-3-3」という。）に基づき，竜巻の

影響を考慮する施設が，設計竜巻に対して要求される強度を有することを確認するための強

度評価方針について説明するものである。 

強度評価は，Ⅴ-1-1-2「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」の

うちⅤ-1-1-2-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」（以下「Ⅴ-1-1-2-3-1」という。）に示

す適用規格を用いて実施する。 

竜巻飛来物防護対策設備である防護対策施設の設計方針については，Ⅴ-3-別添 1-2「防護

対策施設の強度計算の方針」に示し，屋外重大事故等対処設備の固縛装置の設計方針について

は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に示す。具体的な

計算の方法及び結果は，Ⅴ-3-別添 1-2-1「防護対策施設の強度計算書｣及びⅤ-3-別添 1-3-1

「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。その他の竜巻の影響を考慮する

施設の具体的な計算の方法及び結果は，Ⅴ-3-別添 1-1-1「竜巻より防護すべき施設を内包する

施設の強度計算書」からⅤ-3-別添 1-1-10「波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度計算

書」に示す。 

 

2. 強度評価の基本方針 

強度評価は，「2.1 評価対象施設」に示す評価対象施設を対象として，「4.1 荷重及び荷重

の組合せ」で示す設計竜巻荷重及び組み合わすべきその他の荷重による組合せ荷重により生

じる応力等が「4.2 許容限界」で示す許容限界内にあることを「5. 強度評価方法」に示す計算

方法を使用し，「6. 適用規格」に示す適用規格を用いて確認する。 

 

2.1 評価対象施設 

Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」にて構造強度上の性能目標を設定している

竜巻の影響を考慮する施設を強度評価の対象とする。強度評価を行うにあたり，評価対象施

設を以下のとおり分類することとし，表 2-1 に示す。 

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 

屋内の竜巻より防護すべき施設を防護する外殻となる，竜巻より防護すべき施設を内包

する施設とする。 

(2) 屋外の外部事象防護対象施設 

設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を保持する必要がある屋

外の外部事象防護対象施設とする。 

(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

設計竜巻荷重及びそれと組み合わせる荷重に対し構造強度を保持する必要がある，
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外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設とする。 

(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設とする。 

 

2.2 評価方針 

竜巻の影響を考慮する施設は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」にて設定し

ている構造強度設計上の性能目標を達成するため，「2.1 評価対象施設」で分類した施設ご

とに，竜巻に対する強度評価を実施する。 

強度評価の評価方針は，それぞれ「2.2.1(1) 衝突評価」の方針，「2.2.1(2) 構造強度評

価」の方針及び「2.2.1(3) 動的機能維持評価」の方針に分類でき，評価対象施設はこれらの

評価を実施する。 

外部事象防護対象施設及び波及的影響を及ぼす可能性がある施設の強度評価は，防護措置

として設置する防護対策施設，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の強度評価を踏まえ

たものであるため，防護対策施設，竜巻より防護すべき施設を内包する施設について示した

うえで，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性があ

る施設について示す。 

 

2.2.1 評価の分類 

(1) 衝突評価 

衝突評価は，竜巻による設計飛来物による衝撃荷重に対する直接的な影響の評価とし

て，評価対象施設が，貫通，貫入等の変形が生じた場合においても，当該施設の機能を

保持可能な状態に留めることを確認する評価とする。 

評価対象施設の構造及び当該施設の機能を考慮し，飛来物の衝突により想定される損

傷モードを以下のとおり分類し，それぞれの評価方針を設定する。 

a. 建屋・構造物  

(a) 貫通 

b. 機器・配管系 

(a) 貫入 

 (2) 構造強度評価 

構造強度評価は，竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び設計飛来物による

衝撃荷重により生じる応力等に対し，評価対象施設及びその支持構造物が，当該施設の

機能を保持可能な構造強度を有することを確認する評価とする。構造強度評価は，構造

強度により閉止性及び開閉機能を確保することの評価を含む。 

構造強度評価は，評価対象施設の構造を考慮し，以下の分類ごとに評価方針を設定す

る。 

a. 建屋・構造物 

建屋・構造物の構造強度評価は，鉄筋コンクリート造構造物と鋼製構造物に分類し，

その構造を踏まえた評価項目を抽出する。 

(a) 鉄筋コンクリート造構造物 
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イ. 裏面剥離 

ロ. 脱落 

ハ. 倒壊 

(b) 鋼製構造物 

イ. 脱落  

ロ. 倒壊 

b. 機器・配管系 

(a) 海水ポンプ（評価対象施設は，残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発

電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプとする） 

(b) ディーゼル発電機吸気口（評価対象施設は，非常用ディーゼル発電機吸気口，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口とする） 

(c) 海水ストレーナ（評価対象施設は，残留熱除去系海水系ストレーナ，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナとする） 

(d) 消音器（評価対象施設は，非常用ディーゼル発電機排気消音器，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機排気消音器とする） 
(e) 主排気筒（評価対象施設は，主排気筒とする） 

(f) 配管及び弁（評価対象施設は，中央制御室換気系冷凍機，残留熱除去系海水系ポン

プ及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り，非常用ガス処理系排気筒（配管部を含

む）並びに非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル発電機燃料デイタ

ンクベント管，非常用ディーゼル発電機機関ベント管，非常用ディーゼル発電機潤

滑油サンプタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気配管，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機機関ベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプ

タンクベント管，残留熱除去系海水系配管（放出側），非常用ディーゼル発電機用

海水配管（放出側），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側）

の配管及び弁とする） 

(g) ダクト（評価対象施設は，中央制御室換気系ダクト，非常用ディーゼル発電機室

換気系ダクト及び原子炉建屋換気系ダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）とする） 

(h) 隔離弁（評価対象施設は，中央制御室換気系隔離弁及び原子炉建屋換気系隔離弁

（原子炉建屋原子炉棟貫通部）とする） 

(i) ファン（評価対象施設は，非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン，中央制御室換気系ファン

とする） 

(j) 冷凍機（評価対象施設は，中央制御室換気系冷凍機とする） 

(3) 動的機能維持評価 

動的機能維持評価は，設計竜巻荷重及びその他の荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後

において，評価対象施設のうちポンプ等の動的機器が，当該施設の動的機能を保持可能

なことを確認する評価とする。 

a. 機器・配管系  
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(a) 海水ポンプ 

 

表 2-1 強度評価における施設分類 

強度評価における分類 施設名称 

(1) 竜巻より防護すべき

施設を内包する施設 
・タービン建屋 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・軽油貯蔵タンクタンク室 

(2) 屋外の外部事象防護対

象施設 
・非常用ディーゼル発電機吸気口 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口 

・非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン 

・中央制御室換気系冷凍機 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ 

・主排気筒 

・配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機，残留熱除去系海水系ポンプ

及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り） 

・非常用ガス処理系排気筒（配管部を含む。以下同じ。） 

・原子炉建屋＊ 

(3) 外気と繋がっている屋

内の外部事象防護対象

施設 

・中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダクト含む。），非常用ディ

ーゼル発電機室換気系ダクト及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機室換気系ダクト（以下「非常用換気空調設備」という。）

・原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 
(4) 外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼす

可能性がある施設 

 

a. 機械的影響を与える可

能性がある施設 

 

b. 機能的影響を与える可

能性がある施設 

a. 機械的影響を与える可能性がある施設 

・サービス建屋 

・海水ポンプエリア防護壁 

・鋼製防護壁 

b. 機能的影響を与える可能性がある施設 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器 

・非常用ディーゼル発電機排気配管 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管 

・非常用ディーゼル発電機機関ベント管 

・非常用ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気配管 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機関ベント管 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管

・残留熱除去系海水系配管（放出側） 

・非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水配管（放出側） 

注記 ＊：原子炉建屋は屋外の外部事象防護対象施設だが，竜巻より防護すべき施設を内包する機能も

有することから，強度評価においては「竜巻より防護すべき施設を内包する施設」の分類で

評価する。 
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3. 構造強度設計 

Ⅴ-1-1-2-3-1 で設定している設計竜巻に対し，「2.1 評価対象施設」で設定している施設が，

構造強度設計上の性能目標を達成するよう，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「4. 機能設計」で設定している

各施設が有する機能を踏まえ，構造強度の設計方針を設定する。 

各施設の構造強度の設計方針を設定し，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

各施設の構造強度を保持するよう構造設計と評価方針を設定する。 

 

3.1 構造強度の設計方針 

Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達

成するための設計方針を「2.1 評価対象施設」で設定している評価対象施設分類ごとに示す。 

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び軽油貯蔵タンクタンク室

は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定してい

る構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために，竜巻よ

り防護すべき施設を内包する施設のうち，竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材

を設計飛来物が貫通せず，また，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないため

に，竜巻より防護すべき施設を内包する施設のうち，竜巻より防護すべき施設の外殻を構

成する部材の転倒及び脱落が生じない設計とする。 

(2) 屋外の外部事象防護対象施設 

a. 非常用ディーゼル発電機吸気口，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口 

非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口（以

下「ディーゼル発電機吸気口」という。）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計

竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，脚部をディーゼル発電機室屋上面に

設けたコンクリート基礎に溶接で固定し，主要な構造部材がディーゼル発電機の吸気機

能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

b. 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

室ルーフベントファン 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機ルーフベントファン（以下「ディーゼル発電機室ルーフベントファン」という。）

は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定してい

る構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固

定し，主要な構造部材がディーゼル発電機室内の空気の排出機能を保持可能な構造強度

を有する設計とする。 
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c. 中央制御室換気系冷凍機 

中央制御室換気系冷凍機は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 

性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉建屋付属棟屋上面に取付ボルトで固定し，主要

な構造部材が中央制御室の空調用冷水を冷却する機能を保持可能な構造強度を有する設

計とする。 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻

による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に

本体を基礎ボルトで固定するとともに，ポンプの機能維持に必要な付属品を本体にボル

ト固定し，主要な構造部材が海水の送水機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。

また，海水を送水するための動的機能を保持する設計とする。 

e. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海

水ポンプ（以下「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 

要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能

目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水ポンプ室床

面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固定するとともに，ポンプの機能維持に必

要な付属品を本体にボルト固定し，主要な構造部材が海水の送水機能を保持可能な構造

強度を有する設計とする。また，海水を送水するための動的機能を保持する設計とする。 

f. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻

による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水ポンプ室床面のコンクリート基礎に

本体を基礎ボルトで固定し，主要な構造部材が海水中の固形物を除去する機能を保持可

能な構造強度を有する設計とする。 

g. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海

水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

用海水ストレーナ（以下「ディーゼル発電機用海水ストレーナ」という。）は，Ⅴ-1-1-

2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設

計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水

ポンプ室床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで固定し，主要な構造部材が海水

中の固形物を除去する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

h. 主排気筒 

主排気筒は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で

設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮

10



7 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

すべき荷重に対し，主排気筒の支持架構にサポートで支持し，主要な構造部材が流路を

確保する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

i. 配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル

発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒） 

配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼ

ル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目

標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉付属棟屋上

床面及び海水ポンプ室に設けたコンクリート基礎，支持架構に固定し，主要な構造部材

が流路を確保する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

a. ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））

は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定して

いる構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し，主要な構造部材が流路を確

保する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

b. 隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））

は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定して

いる構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，非常用換気空調設備又は原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫

通部）のダクトに固定し，開閉可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要な構造部材

が構造健全性を維持する設計とする。 

c. ファン（非常用換気空調設備） 

ファン（非常用換気空調設備）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(2)c. 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻の

気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉建屋床面に基礎ボルトで固

定し，主要な構造部材が中央制御室の冷却に必要な風量を送風する機能を保持可能な

構造強度を有する設計とする。 

 

「(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設」の屋内の外部事象防護対象

施設の設計フローを図 3-1 に示す。 
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図 3-1 屋内の外部事象防護対象施設の設計フロー 
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(4)  外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

a. 機械的影響を与える可能性がある施設 

(a) サービス建屋 

サービス建屋は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建屋及びター

ビン建屋に接触による影響を及ぼさない設計とする。 

(b) 海水ポンプエリア防護壁 

海水ポンプエリア防護壁は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻

による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，外部事象

防護対象施設に倒壊による影響を及ぼさない設計とする。 

(c) 鋼製防護壁 

鋼製防護壁は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重，設計飛来

物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，外部事象防護対象施設に倒壊に

よる影響を及ぼさない設計とする。 

b. 機能的影響を与える可能性がある施設 

(a) 非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気

消音器 

非常用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気

消音器（以下「ディーゼル発電機排気消音器」という。）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能

目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，排気機能を保

持するために，ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を取付ボ

ルト又は基礎ボルトで固定し，主要な構造部材が排気機能を保持可能な構造強度を有

する設計とする。 

(b) ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管 

非常用ディーゼル発電機排気配管，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクベント

管，非常用ディーゼル発電機機関ベント管，非常用ディーゼル発電機潤滑油サンプタ

ンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気配管，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料デイタンクベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機

関ベント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベント管（以

下「ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管」という。）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の

「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上

の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，排気機

能を保持するために，サポートによる支持で建屋壁面等に固定し，主要な構造部材が

排気機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 
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残留熱除去系海水系配管（放出側）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計

竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水放出機能を保持するために，

サポート又は架台による支持で固定し，主要な構造部材が海水放出機能を保持可能な

構造強度を有する設計とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水配管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機用海水配管（放出側）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水配管（放出側）（以下「ディーゼル発電機用海水配管（放出側）」とい

う。）は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設

定している構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計竜巻による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，海水放出機能を保持するために，サポート又は架台による支持で

固定し，主要な構造部材が海水放出機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

 

3.2 機能維持の方針 

Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3.要求機能及び性能目標」で設定している構造強度上の性能目標を達成

するために，「3.1 構造強度の設計方針」に示す設計方針を踏まえ，Ⅴ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 

荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を適切に考慮して，各施設の構造設計及び

それを踏まえた評価方針を設定する。 

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の機能維持の方針は，施設の設置状況に応じ，

以下の方針とする。 

a. 建屋（原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

(a) 構造設計 

建屋は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の

「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造と

する。 

建屋に作用する荷重は，外殻を構成する屋根スラブ及び外壁に作用し，建屋内に

配置された耐震壁又は鉄骨架構を介し，直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造

とする。 

建屋の構造計画を表 3-1 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 衝突評価 

建屋の衝突評価については，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成

する部材を貫通しない設計とするために，設計飛来物による衝撃荷重に対し，当該

部材が設計飛来物の貫通を生じない厚さ以上であることを計算及び解析により確認

する。評価方法としては，「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価方法」に

示す強度評価式により算出した厚さもしくはＦＥＭを用いた解析により算出したひ

ずみを基に評価を行う。 
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竜巻より防護すべき施設の外殻となる部材である原子炉建屋大物搬入口扉，原子

炉建屋原子炉棟水密扉については，当該部材の吸収エネルギが設計飛来物による衝

突エネルギ以上であることを計算により確認する。また，原子炉建屋付属棟1階電気

室搬入口水密扉，原子炉建屋原子炉棟水密扉(潜戸)，原子炉建屋付属棟1階東側水密

扉，原子炉建屋付属棟1階南側水密扉，原子炉建屋付属棟2階東側機器搬入口扉，原

子炉建屋付属棟2階サンプルタンク室連絡通路扉，原子炉建屋付属棟3階バルブ室東

側扉，原子炉建屋付属棟3階バルブ室北側扉，原子炉建屋付属棟3階西側非常用階段

連絡口扉，空調機械室搬入口扉，空調機械室搬入口扉（潜戸），原子炉建屋付属棟4

階南東側機器搬入口扉についても，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対

し，設計飛来物が外殻となる扉を貫通しない設計とするために，当該部材が設計飛

来物の貫通を生じない厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法として

は，「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価方法」に示す強度評価式を基に

評価を行う。 

ロ. 構造強度評価 

建屋の構造強度評価については，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えな

い確認として，設計飛来物による衝撃荷重に対し，竜巻より防護すべき施設の外殻

となる部材自体の脱落を生じない設計とするために，外殻となる屋根スラブ及び

壁面のうち，コンクリートの裏面剥離により内包する外部事象防護対象施設への影

響が考えられる箇所については，裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない

最小厚さ以上であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.1.1 鉄筋

コンクリート造構造物(3) 強度評価方法」に示す強度評価式により算出した厚さを

基に評価を行う。外殻となる屋根スラブ及び壁面において裏面剥離によるコンク

リート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることの確認ができない場合は，屋根

スラブについては，デッキプレートが終局状態に至るようなひずみを生じないこと

を解析により確認する。評価方法としては，ＦＥＭを用いた解析により算出したひ

ずみを基に評価を行う。その他の部位については，当該部位若しくは当該部位の裏

面剥離の影響を受ける外部事象防護対象施設に，裏面剥離対策が施されていること

を確認する。 

また，外部事象防護対象施設の外殻となる部材自体の転倒及び脱落を生じない設

計とするために，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，屋根スラブ，屋

根スラブのスタッド及び構造躯体に終局状態に至るようなひずみ又は応力が生じな

いことを計算及び解析により確認する。評価方法としては，ＦＥＭを用いた解析に

より算出したひずみ及び「5.1.2 鋼製構造物(3) 強度評価方法」に示す強度評価式

により算出した応力並びに建屋の地震応答解析モデルを用いて算出したせん断ひ

ずみを基に評価を行う。 

外部事象防護対象施設の外殻となる部材である原子炉建屋大物搬入口扉，原子炉

建屋原子炉棟水密扉，原子炉建屋付属棟 1 階電気室搬入口水密扉，原子炉建屋原子

炉棟水密扉(潜戸)，原子炉建屋付属棟 1階東側水密扉，原子炉建屋付属棟 1 階南側

水密扉，原子炉建屋付属棟 2 階東側機器搬入口扉，原子炉建屋付属棟 2 階サンプル
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タンク室連絡通路扉，原子炉建屋付属棟 3 階バルブ室東側扉，原子炉建屋付属棟 3

階バルブ室北側扉，原子炉建屋付属棟 3階西側非常用階段連絡口扉，空調機械室搬

入口扉，空調機械室搬入口扉（潜戸），原子炉建屋付属棟 4階南東側機器搬入口扉

については，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，扉支

持部材の破断による脱落を生じないことを計算により確認する。 
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表 3-1 建屋の構造計画(1/6) 

施設 

分類 
施設名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

建屋 

【位置】 
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表 3-1 建屋の構造計画(2/6) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

原子炉建屋 

鉄筋コンクリー

ト造の主体構造

及び鉄骨造の陸

屋根で構成す

る。

荷重は建屋の

外殻を構成す

る屋根及び外

壁に作用し，

建屋内に配置

された耐震壁

等を介し，基

礎版へ伝達す

る構造とす

る。 
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表 3-1 建屋の構造計画(3/6) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

原子炉建屋 
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表 3-1 建屋の構造計画(4/6) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

原子炉建屋 
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表 3-1 建屋の構造計画(5/6) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

タービン建屋

鉄筋コンクリ

ート造の主体

構造及び鉄骨

造の陸屋根で

構成する。 

荷重は建屋の

外殻を構成す

る屋根及び外

壁に作用し，

建屋内に配置

された耐震壁

等を介し，基

礎版へ伝達す

る構造とす

る。 
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表 3-1 建屋の構造計画(6/6) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

使用済燃料乾式

貯蔵建屋 

鉄筋コンクリ

ート造（一部

鉄骨鉄筋コン

クリート造及

び鉄骨造）で

構成する。

荷重は建屋の

外殻を構成す

る屋根及び外

壁に作用し，

基礎版へ伝達

する構造とす

る。 
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b. 軽油貯蔵タンクタンク室

(a) 構造設計

軽油貯蔵タンクタンク室は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及

びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま

え，以下の構造とする。 

軽油貯蔵タンクタンク室は，地下に埋設された鉄筋コンクリート造とし，地上部に

露出する開口部は鋼製の蓋を設置する構造とする。 

軽油貯蔵タンクタンク室に作用する荷重は，地上に露出した鋼製蓋に作用し，鉄筋

コンクリート造の躯体を介し，直接岩盤等に支持する基礎版へ伝達する構造とする。

軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画を表 3-2 に示す。

(b) 評価方針

イ. 衝突評価

軽油貯蔵タンクタンク室の衝突評価については，設計飛来物による衝撃荷重に対

し，設計飛来物が施設の外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために，地上

に露出した鋼製蓋が設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であることを計算に

より確認する。評価方法としては，「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物(3)強度評価

方法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。 

ロ. 構造強度評価

軽油貯蔵タンクタンク室の構造強度評価については，設計飛来物による衝撃荷重

に対し，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないよう，軽油貯蔵タンクタ

ンク室の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計とするために，頂版が裏面

剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により

確認する。評価方法としては，「5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 (3)強度評価方

法」に示す強度評価式により算出した厚さを基に評価を行う。 
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表 3-2 軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画(1/2) 

施設 

分類 
施設名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

建屋 

【位置】 
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表 3-2 軽油貯蔵タンクタンク室の構造計画(2/2) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

軽油貯蔵タンク

タンク室

地下に埋設さ

れた外殻の躯

体を鉄筋コン

クリート造と

し，地上部に

露出する開口

部は鋼製の蓋

により構成す

る。

荷重は地上に

露出した鋼製

蓋に作用し，

鉄筋コンクリ

ート造の躯体

を介し，基礎

版へ伝達する

設計とする。 
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(2) 屋外の外部事象防護対象施設

a. ディーゼル発電機吸気口

(a) 構造設計

ディーゼル発電機吸気口は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及

びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま

え，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機吸気口の構造は鋼製の 4 脚たて置円筒形容器構造を主体構造とし，

支持脚はディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎の基礎プレートに溶接

により固定する構造とする。 

また，作用する荷重については，ディーゼル発電機吸気口に作用し，支持脚及び支

持脚基礎溶接部に伝達される構造とする。 

ディーゼル発電機吸気口の構造計画を表 3-3 に示す。 

(b) 評価方針

イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機吸気口の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機吸気口の胴板，支持脚及び支持脚

基礎溶接部に生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価

方法としては，「5.2.2(1） ディーゼル発電機吸気口(3) 強度評価方法」に示すと

おり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-3 ディーゼル発電機吸気口の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ディーゼル発電機吸気口は，ディーゼル発電機室屋上面に設置する設計としている。 

ディーゼル発

電機吸気口 

鋼製の胴板で構

成する 4 脚たて

置円筒形容器 

ディーゼル発電機

室屋上面に設けた

コンクリート基礎

の基礎プレートに

溶接で固定する。

支持脚 

胴板 

支持脚基礎

溶接部
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b. ディーゼル発電機室ルーフベントファン

(a) 構造設計

ディーゼル発電機室ルーフベントファンは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定して

いる設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定して

いる荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機室ルーフベントファンは，鋼製のケーシング及び羽根車を主体構

造とし，ディーゼル発電機室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を基礎ボルトで

固定する構造とする。また，作用する荷重については，吐出フード及びケーシングに

作用し，吐出フード取付ボルト，基礎ボルトに伝達する構造とする。 

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造計画を表 3-4 に示す。 

(b) 評価方針

イ. 構造強度評価

ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造強度評価については，設計竜巻に

よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機室ルーフベントファ

ンを構成する吐出フード取付ボルト及び基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下

であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.4.(3) ファン c. 強

度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-4 ディーゼル発電機室ルーフベントファンの構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ディーゼル発電機室ルーフベントファンは，ディーゼル発電機室屋上面に設置する設計としてい

る。 

ディーゼル発

電機室ルーフ

ベントファン

ケーシング及び

羽根車などの鋼

材で構成する。

ディーゼル発電機室

屋上面に設けたコン

クリート基礎に本体

を基礎ボルトで固定

する。

 

主軸 

羽根車 

基礎ボルト 

ケーシング 

吐出フード 
取付ボルト

吐出フード 
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c. 中央制御室換気系冷凍機

(a) 構造設計

中央制御室換気系冷凍機は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及

びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま

え，以下の構造とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，空調用冷水を冷却する熱交換器，圧縮機等を鋼製のケ

ーシングで覆ったユニット形式とし，原子炉建屋付属棟屋上面に取付ボルトで固定す

る構造とする。また，作用する荷重については，ケーシングに作用し，取付ボルトに

伝達する構造とする。 

中央制御室換気系冷凍機の構造計画を表 3-5 に示す。 

(b) 評価方針

イ. 構造強度評価

中央制御室換気系冷凍機の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，中央制御室換気系冷凍機のケーシングを支持する取付

ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法

としては，「5.2.4.(4) 冷凍機 c. 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出

した応力を基に評価を行う。 
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表 3-5 中央制御室換気系冷凍機の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

中央制御室換気系冷凍機は，原子炉建屋付属棟屋上面に設置する設計としている。 

中央制御室 

換気系冷凍機

空調用冷水を冷

却 す る 熱 交 換

器，圧縮機等を

鋼製のケーシン

グで覆ったユニ

ット形式で構成

する。 

原子炉建屋付属棟屋上面

に取付ボルトで固定す

る。 

取付ボルト

ケーシング

31
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d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

(a) 構造設計 

残留熱除去系海水系ポンプは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針

及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏

まえ，以下の構造とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，鋼製の立形ポンプの上に原動機を取り付け，原動機

によりポンプの軸を回転させる構造とする。 

ポンプはコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，原動機はポンプの上の原動機台

にボルトで結合する構造とする。端子箱等のポンプの機能保持に必要な付属品は，

原動機にボルトで結合する。また，作用する荷重については，各取付ボルトを介し

て接続する構造部材に伝達し，基礎ボルトに伝達する構造とする。 

残留熱除去系海水系ポンプの構造計画を表 3-6 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価については，設計竜巻による荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，残留熱除去系海水系ポンプ及びポンプの機能保持に

必要な付属品を支持する基礎ボルト及び取付ボルト並びにポンプの機能保持に必

要な付属品を支持する原動機フレームに生じる応力が許容応力以下であることを

計算により確認する。評価方法としては，「5.2.1(1) 海水ポンプ c. 強度評価方

法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 

ロ. 動的機能維持評価 

残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価については，設計竜巻による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，軸受部における発生荷重が，動的機能を保持可

能な許容荷重以下であることを計算により確認する。評価方法としては，

「5.2.1(1) 海水ポンプ c. 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した荷

重を基に評価を行う。 
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表 3-6 残留熱除去系海水系ポンプの構造計画 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

残留熱除去系海水系ポンプは，海水ポンプ室に設置する設計としている。 

残留熱除去

系海水系ポ

ンプ 

鋼製の立形

ポンプ 

コンクリート基礎に基

礎ボルトで固定する。 

残留熱除去

系海水系ポ

ンプ原動機 

鋼製の原動機

フレームに付

属品が取り付

けられた構造

ポンプの上にボルト

（原動機取付ボルト）

で結合する。付属品は

取付ボルトで固定す

る。 

原動機取付ボルト

原動機台取付
ボルト 

据付面基礎ボルト 

原動機フレーム 

上部軸受タンク

カバー 

上部軸受ブラケット 

一次側端子箱

原動機台 
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e. ディーゼル発電機用海水ポンプ 

(a) 構造設計 

ディーゼル発電機用海水ポンプは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計

方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重

を踏まえ，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機用海水ポンプは，鋼製の立形ポンプの上に原動機を取り付け，原

動機によりポンプの軸を回転させる構造とする。 

ポンプはコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，原動機はポンプの上の原動機支

え台にボルトで結合する構造とする。端子箱等のポンプの機能保持に必要な付属品

は，原動機にボルトで結合する。また，作用する荷重については，各取付ボルトを

介して接続する構造部材に伝達し，基礎ボルトに伝達する構造とする。 

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画を表 3-7 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価については，設計竜巻による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機用海水ポンプ及びポンプの機

能保持に必要な付属品を支持する基礎ボルト及び取付ボルト並びにポンプの機能

保持に必要な付属品を支持する原動機フレームに生じる応力が許容応力以下であ

ることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.1(1) 海水ポンプ c. 強度

評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 

ロ. 動的機能維持評価 

ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価については，設計竜巻による

荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，軸受部における発生荷重が，動的機能を保

持可能な許容荷重以下であることを計算により確認する。評価方法としては，

「5.2.1(1) 海水ポンプ c. 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した荷

重を基に評価を行う。 
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表 3-7 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造計画 

 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ディーゼル発電機用海水ポンプは，海水ポンプ室に設置する設計としている。 

ディーゼル

発電機用海

水ポンプ 

鋼製の立形

ポンプ 

コンクリート基礎に基礎

ボルトで固定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ディーゼル

発電機用海

水ポンプ原

動機 

鋼製の原動機

フレームに付

属品が取り付

けられた構造

ポンプの上にボルト（原

動機取付ボルト）で結合

する。付属品は取付ボル

トで固定する。 

原動機取付
ボルト 

原動機台取
付ボルト 

原動機フレーム 

エンドカバー 

主回路用端子箱 

スペースヒー
タ用端子箱 

原動機台

据付面基礎
ボルト 
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f. 残留熱除去系海水系ストレーナ  

(a) 構造設計 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計 

方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷

重を踏まえ，以下の構造とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは円筒形の容器と支持脚が鋳物一体構造となった容

器を主体構造とし，支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する構造とする。

また，作用する荷重については，支持脚を介して基礎ボルトに伝達する構造とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナの構造計画を表 3-8 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

残留熱除去系海水系ストレーナの構造強度評価については，設計竜巻による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，残留熱除去系海水系ストレーナを支持する基礎

ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法

としては，「5.2.2(2) 海水ストレーナ c. 強度評価方法」に示すとおり，評価式に

より算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-8 残留熱除去系海水系ストレーナの構造計画 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

残留熱除去系海水系ストレーナは，海水ポンプ室に設置する設計としている。 

残留熱除去系

海水系ストレ

ーナ 

円筒形の容器と支

持脚が鋳物一体構

造となった容器 

支持脚をコンクリート

基礎に基礎ボルトで固

定する。 

 

胴板 支持脚 

基礎ボルト 
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g. ディーゼル発電機用海水ストレーナ  

(a) 構造設計 

ディーゼル発電機用海水ストレーナは，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している

設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定してい

る荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機用海水ストレーナは円筒形の容器と支持脚が鋳物一体構造となっ

た容器を主体構造とし，支持脚をコンクリート基礎に基礎ボルトで固定する構造とす

る。また，作用する荷重については，支持脚を介して基礎ボルトに伝達する構造とす

る。 

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画を表 3-9 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造強度評価については，設計竜巻による

荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機用海水ストレーナを支持

する基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認する。

評価方法としては，「5.2.2(2) 海水ストレーナ c. 強度評価方法」に示すとおり，

評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-9 ディーゼル発電機用海水ストレーナの構造計画 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ディーゼル発電機用海水ストレーナは，海水ポンプ室に設置する設計としている。 

ディーゼル発

電機用海水ス

トレーナ 

円筒形の容器と支

持脚が鋳物一体構

造となった容器 

支持脚をコンクリー

ト基礎に基礎ボルト

で固定する。 

 

胴板 
支持脚 

基礎ボルト 

胴板 
支持脚 
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h.  主排気筒 

(a) 構造設計 

主排気筒は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1

の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造

とする。 

主排気筒の筒身は，鋼管を主体構造とし，筒身を支持する鉄塔にサポート及びダン

パで支持する構造とする。また，作用する荷重については，筒身及び鉄塔を介して基

礎ボルトに伝達する構造とする。 

主排気筒の構造計画を表 3-10 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

主排気筒の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき

荷重に対し，筒身及び鉄塔に生じる応力が許容応力以下であることを計算により

確認する。評価方法としては，「5.2.3 主排気筒(3) 強度評価方法」に示すとおり，

評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-10 主排気筒の構造計画 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

主排気筒は，屋外に設置する設計としている。 

主排気筒 
鋼管で構成す

る。 

筒身を支持する鉄塔

にサポート及びダン

パで支持する。 

 

1
2
7
4
3

φ4500（内径）

11
7
5
4
3

1
4
0
0
0
0

28000(EL.8000)

7

6

5

4

3

5
0
0

1
77
5
7

1
33
3
8

2
2
4
5
7

鉄
塔
補
強
範
囲

鉄
塔

追
加

範
囲

EL.39000

EL.26257

EL.52618

EL.75444

EL.95432

非常用ガス処理系排気
主排気筒

φ428.6（内径）

EL.8000

EL.8500

EL.148000

EL.125543

EL.112205

6-7

2

1
3
6
18

2
2
8
2
6

1
9
9
88

1
6
7
73

 筒身  

鉄塔 

筒 非常用ガス処理系排気筒 
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i. 配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼ

ル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒） 

(a) 構造設計 

中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用

海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒の配管及び弁は，「3.1 構造強度の設

計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び

許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用

海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒の配管及び弁は，鋼製の配管本体及び

弁を主体構造とし，支持構造物により床及び壁等に支持する構造とする。また，作用

する荷重については，配管本体に作用する構造とする。 

中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用

海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒の配管及び弁の構造計画を表 3-11 に示

す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディ

ーゼル発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒）の構造強度評価に

ついては，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，配管本体に生じ

る応力が許容応力以下であることを計算により確認する。評価方法としては，

「5.2.4 配管及び弁(3) 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力

を基に評価を行う。 
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表 3-11 配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル

発電機用海水ポンプ周り並びに非常用ガス処理系排気筒）の構造計画 

 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

配管及び弁は，原子炉建屋付属棟屋上の中央制御室換気系冷凍機エリア及び海水ポンプ室並びに原

子炉建屋壁面及び主排気筒の支持鉄塔で支持する設計としている。 

配管及び弁 

（中央制御室

換気系冷凍機

周り，残留熱

除去系海水系

ポンプ及びデ

ィーゼル発電

機用海水ポン

プ周り並びに

非常用ガス処

理系排気筒）

配管本体及び弁

で構成する。 

配管本体及び弁は，支

持構造物により床及び

壁等から支持する。 
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(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

a. ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

(a) 構造設計 

ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の

「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造と

する。 

ダクトは，鋼製のダクトを主体構造とし，支持構造物により建屋壁，床及び梁等に

支持する構造とする。また，作用する荷重については，ダクト鋼板に作用する構造と

する。 

ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））の構造計画を表 3-12 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））の構造強度評価については，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，ダクトを構成するダクト鋼板に生じる応力が許容応力以下である

ことを計算により確認する。評価方法としては，ダクト形状で評価方法を分類し

「5.2.5(1) ダクト a. 角ダクト(c) 強度評価方法」及び「5.2.5(1) ダクト b. 丸ダ

クト(c) 強度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行

う。 

  

44



41 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

表 3-12 ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））の 

構造計画 

 

 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ダクト（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））は，十分な強

度を有する建屋（原子炉建屋）に設置する設計としている。 

ダクト（非常

用換気空調設

備及び原子炉

建 屋 換 気 系

（原子炉建屋

原子炉棟貫通

部）） 

鋼製のダクトで

構成する。 

ダクトは，支持構造物に

より建屋壁，床及び梁等

から支持する。 

 

ダクト鋼板 

ダクト鋼板 

【角ダクト】 

【丸ダクト】 
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b. 隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

(a) 構造設計 

隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-3-

1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下

の構造とする。 

隔離弁は，弁箱，弁体及び弁棒で構成し，接続ダクトで支持する構造とする。 

内部の弁体，弁棒が回転することにより弁の開閉動作を行う構造とし，閉止

時には，上流と下流の圧力差が気密性を有する弁の耐圧部に作用する構造とす

る。 

隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））の構造計画を表 3-13 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部））の構造強度評価については，開閉可能な機能及び閉止性を考慮して，設計竜

巻の気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，発生する応力が許容応力

以下であることを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.5(2) 隔離弁 c. 強

度評価方法」に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-13 隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））の

構造計画 

 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

隔離弁（非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））は，十分な強

度を有する建屋（原子炉建屋）内に設置する設計としている。 

隔離弁（非常

用換気空調設

備及び原子炉

建屋換気系

（原子炉建屋

原子炉棟貫通

部）） 

弁箱，弁体及び

弁棒で構成す

る。 

接続ダクトで支持

する。 

 ダクト 隔離弁 

弁体 
弁箱 

弁棒 
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c. ファン（非常用換気空調設備） 

(a) 構造設計 

ファン（非常用換気空調設備）は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定してい

る設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定

している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

ファンは流路を形成するケーシング，冷却するための空気を送り込む羽根車及

び原動機からの回転力を伝達する主軸で形成し，床に基礎ボルトで支持する構造と

する。 

ファン（非常用換気空調設備）の構造計画を表 3-14 に示す。 

(b) 評価方針 

イ. 構造強度評価 

ファン（非常用換気空調設備）の構造強度評価については，設計竜巻の気圧差に

よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，発生する応力が許容応力以下であるこ

とを計算により確認する。評価方法としては，「5.2.5(2) ファン c. 強度評価方法」

に示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-14 ファン（非常用換気空調設備）の構造計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

【位置】 

ファン（非常用換気空調設備）は，十分な強度を有する建屋（原子炉建屋）内に設置する設計とし

ている。 

ファン（非常

用換気空調設

備） 

ケーシング及び

羽根車などの鋼

材で構成する。 

床に基礎ボルトで

支持する。 

 

原動機 

ケーシング 

羽根車 

主軸 
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(4) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

a. 機械的影響を与える可能性がある施設 

(a) サービス建屋 

イ. 構造設計 

サービス建屋は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-

1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏ま

え，以下の構造とする。 

サービス建屋は，発電所建設時に設置した部分（以下「既設部」という。）及び，

その後に増設した部分（以下「増設部」という。）で構成され，既設部及び増設部

並びに原子炉建屋及びタービン建屋は，それぞれ構造的に独立した建物である。本

評価では原子炉建屋及びタービン建屋に隣接する既設部を対象とする。（以下，

「サービス建屋」という場合は，既設部を指す。） 

サービス建屋は，鉄筋コンクリート造のラーメン構造とし，荷重は建屋の外殻を

構成する屋根及び外壁に作用し，建屋内に配置された耐震壁等を介し，基礎版へ伝

達する構造とする。 

サービス建屋の構造計画を表 3-15 に示す。 

ロ. 評価方針 

(イ) 構造強度評価 

サービス建屋の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，サービス建屋が原子炉建屋及びタービン建屋に接触する変

形を生じないことを計算により確認する。評価方法としては，建屋の地震応答解

析モデルを用いて算出した変位を基に評価を行う。 
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表 3-15 サービス建屋の構造計画(1/2)

施設分類 施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 基礎構造 

建屋 
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表 3-15 サービス建屋の構造計画(2/2) 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 基礎構造 

サービス

建屋

鉄筋コンク

リート造の

ラーメン構

造で構成す

る。

荷重は建屋の外

殻を構成する屋

根及び外壁に作

用し，建屋内に

配置された耐震

壁等を介し，基

礎版へ伝達する

構造とする。 
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(b) 海水ポンプエリア防護壁

イ. 構造設計

海水ポンプエリア防護壁は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方

針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重

を踏まえ，以下の構造とする。 

海水ポンプエリア防護壁は，鉄筋コンクリート壁及び鉄骨架構並びに鋼板で構成

し，また，竜巻飛来物に対する防護ネット及び防護鋼板を取り付ける架構としての

役割も有する。荷重は防護壁に作用し，基礎へ伝達する構造とする。 

海水ポンプエリア防護壁の構造計画を表 3-16 に示す。 

ロ. 評価方針

(イ) 構造強度評価

海水ポンプエリア防護壁の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，残留熱除去系海水系ポンプ等に接触する変形を生

じないよう，当該防護壁の変形が弾性限界の範囲に留まることを確認する。 

53



50 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

表 3-16 海水ポンプエリア防護壁の構造計画（1/2） 

施設分類 施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 基礎構造 

建屋 
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表 3-16 海水ポンプエリア防護壁の構造計画（2/2） 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造

海水ポンプ

エリア防護

壁 

鉄筋コンクリ

ート壁及び鉄

骨架構並びに

鋼板で構成す

る。 

荷重は防護

壁 に 作 用

し ， 基 礎

へ 伝 達 す

る 構 造 と

する。 

防護ネット（天井）
防護鋼板 

正面図 

立面図 

防護ネット 
防護鋼板 
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(c) 鋼製防護壁 

イ. 構造設計 

鋼製防護壁は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-

2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以

下の構造とする。 

鋼製防護壁は防潮堤の一部であり，鉛直及び水平方向に配置された鋼板で構成

される鋼殻構造で構成し，添接板と高力ボルトを用いた摩擦接合により結合さ

れる，分割したブロックの集合体として全体を構成する。荷重は防護壁に作用し，

基礎へ伝達する構造とする。 

鋼製防護壁の構造計画を表 3-17 に示す。 

ロ. 評価方針 

(イ) 構造強度評価 

鋼製防護壁の構造強度評価については，設計竜巻による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，鋼製防護壁に転倒が生じないことを計算により確認する。評価

方法としては，「5.1.2 鋼製構造物(3) 強度評価方法」に示す評価式により算出

した設計竜巻の風圧力による荷重が，津波による荷重に包絡されることを確認す

る。 
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表 3-17 鋼製防護壁の構造計画（1/2） 

施設分類 施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 基礎構造 

建屋 
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表 3-17 鋼製防護壁の構造計画（2/2） 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

鋼製 

防護壁 

鉛直及び水平方向

に配置された鋼板

で構成される鋼殻

構造であり，添接

板と高力ボルトを

用いた摩擦接合に

より結合される，

分割したブロック

の集合体として全

体を構成する。 

荷重は防護壁

に作用し，基

礎へ伝達する

構造とする。

（鳥瞰図） 

（内部透視図（“ａ”部）） 

ブロックのイメージ ブロック 

鋼製防護壁

拡幅部

“ａ”

根巻
コンクリート

1
6
.
8
m
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b. 機能的影響を与える可能性がある施設 

(a) ディーゼル発電機排気消音器 

イ. 構造設計 

ディーゼル発電機排気消音器は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定しているデ

ィーゼル発電機排気消音器の設計方針及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合

せ及び許容限界」で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機排気消音器は，鋼製の胴板を主体構造とし，ディーゼル発電機

室屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を取付ボルト又は基礎ボルトで固定する

構造とする。また，作用する荷重については，ディーゼル発電機排気消音器を介

し，取付ボルト又は基礎ボルトに伝達する構造とする。 

ディーゼル発電機排気消音器の構造計画を表 3-18 に示す。 

ロ. 評価方針 

(イ) 構造強度評価 

ディーゼル発電機排気消音器の構造強度評価については，設計竜巻による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機排気消音器の取付ボル

ト又は基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算により確認

する。評価方法としては，「5.2.2(3) 消音器 c. 強度評価方法」に示すとお

り，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-18 ディーゼル発電機排気消音器の構造計画 

施設名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

ディーゼル

発電機排気

消音器 

鋼製の胴板

で構成す

る。 

ディーゼル発

電機室屋上面

に設けたコン

クリート基礎

に本体を取付

ボルト又は基

礎ボルトで固

定する。 

 

 

 

 

  

取付 
ボルト 

胴板 

【非常用ディーゼル発電機 2C用）】 

【非常用ディーゼル発電機 2D用）】 

胴板 
（吸収部） 基礎ボルト 

（吸収部） 

フィルタ部 吸収部 

基礎ボルト 
（フィルタ部） 胴板 

（フィルタ部）

【高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用）】 

胴板 
（吸収部） 基礎ボルト 

（吸収部）

フィルタ部 吸収部 

基礎ボルト 
（フィルタ部） 胴板 

（フィルタ部） 
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(b) ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出

側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側） 

イ. 構造設計 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出

側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）は，「3.1 構造強度の設計方

針」で設定しているディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系

海水系配管（放出側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）の設計方針

及びⅤ-1-1-2-3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している荷

重を踏まえ，以下の構造とする。 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出

側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）は，鋼製の配管を主体構造と

し，サポートによる支持で建屋壁面等に固定する構造とする。また，作用する荷重

については，配管本体からサポートを介して建屋壁及び床等に作用する構造とす

る。 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出

側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）の構造計画を表 3-19 に示す。 

ロ. 評価方針 

(イ) 構造強度評価 

ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放

出側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）の構造強度評価について

は，設計竜巻による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，排気配管及びベン

ト管の配管本体及びサポート部に生じる応力が許容応力以下であることを計算

により確認する。評価方法としては，「5.2.4 配管及び弁(3) 強度評価方法」に

示すとおり，評価式により算出した応力を基に評価を行う。 
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表 3-19 ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出側）並

びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）の構造計画 

施設 

名称 

計画の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

ディーゼル発

電機付属排気

配管 

鋼製の配管で

構成する。 

サポートによる

支持で建屋壁面

等に固定する。

 

ディーゼル発

電機付属ベン

ト配管 

 

残留熱除去系

海水系配管

（放出側） 

 

ディーゼル発

電機用海水配

管（放出側） 

 

 

 

 

支持構造物 

建
屋
壁

排気管 

床

ベント管 

支持構造物

建
屋
壁 

基礎コンクリート
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
1
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価

項
目
 

評
価

項
目
 

分
類
 

選
定

理
由
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施 設 を 内 包 す る 施 設 

原
子

炉
建

屋
 

屋
根

ス
ラ

ブ
（

デ
ッ

キ
プ

レ
ー

ト
含

む
）

，
外

壁
，

構
造

躯
体
 

衝
突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻

と
な

る
部

分
へ

の
設

計
飛

来
物

の
衝

突
を

考
慮

し
，

当
該

部
に

貫

通
が

生
じ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻

と
な

る
外

壁
及

び
屋

根

ス
ラ

ブ
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選
定

す
る

。
 

構
造

強
度
 

裏
面

剥
離
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻

と
な

る
部

分
へ

の
設

計
飛

来
物

の
衝

突
を

考
慮

し
，
当

該
部

の
脱

落
に

よ
る

影
響

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
外

殻
と

な
る

外

壁
及

び
屋

根
ス

ラ
ブ

を
評

価
対

象
部
位
と

し
て

選
定
す
る
。

 

転
倒

・
脱

落
 竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
外

殻
と

な
る

部
分

へ
の

竜
巻

に
よ

る
荷

重
の

作
用
を

考
慮

し
，
当

該
部

の
転

倒
及

び
脱

落
が

生
じ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，
構

造
躯

体
及

び
屋

根
ス

ラ
ブ

を
評

価
対

象
部

位
と

し
て

選
定

す
る
。
 

原
子

炉
建

屋
大

物
搬

入
口

扉
（

機
器

搬
入

口
内

側
扉

）
 

衝
突
 

貫
通
 

設
計

飛
来

物
の

衝
突

を
考

慮
し

，
設
計

飛
来

物
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ
が

，
原

子
炉

建
屋
原
子

炉
棟
水

密
扉

及
び

本
扉

に
よ

る
吸

収
可

能
エ

ネ
ル
ギ

以
下

と
す

る
た

め
，

竜
巻
よ

り
防

護
す

べ
き
施
設

の
外
殻

と
な

る
原

子
炉

建
屋

大
物

搬
入

口
扉

（
機
器

搬
入

口
内

側
扉

）
を

評
価
対

象
部

位
と

し
て
選
定

す
る
。
 

原
子

炉
建

屋
大

物
搬

入
口

扉
（

原
子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
水

密

扉
）
 

衝
突
 

貫
通
 

設
計

飛
来

物
の

衝
突

を
考

慮
し

，
設
計

飛
来

物
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ
が

，
原

子
炉

建
屋
機
器

搬
入
口

内
側

扉
及

び
本

扉
に

よ
る

吸
収

可
能

エ
ネ
ル

ギ
以

下
と

す
る

た
め

，
竜
巻

よ
り

防
護

す
べ
き
施

設
の
外

殻
と

な
る

原
子

炉
建

屋
大

物
搬

入
口

扉
（
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

水
密
扉

）
を

評
価

対
象
部
位

と
し
て

選
定

す
る

。
 

構
造

強
度
 
転

倒
・
脱

落
 竜

巻
よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

竜
巻

の
気
圧

差
に

よ
る

荷
重
の
作

用
を
考

慮

し
，

当
該

部
の

転
倒

及
び

脱
落

が
生
じ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た
め

，
竜

巻
よ

り
防
護
す

べ
き
施

設
の

外
殻

と
な

る
原

子
炉

建
屋

大
物

搬
入
口

扉
（

原
子

炉
建

屋
原

子
炉
棟

水
密

扉
）

を
評
価
対

象
部
位

と
し

て
選

定
す

る
。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
2
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価

項
目
 

評
価

項
目
 

分
類
 

選
定

理
由
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施 設 を 内 包 す る 施 設 

原
子

炉
建

屋
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属
棟

1
階
電

気
室
搬

入
口

水
密

扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
1
階
東
側

水
密
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
1
階
南
側

水
密
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
2
階
東
側

機
器
搬

入

口
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
2
階
サ
ン

プ
ル
タ

ン

ク
室

連
絡

通
路

扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
バ
ル

ブ
室
東

側

扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
バ
ル

ブ
室
北

側

扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
西
側

非
常
用

階

段
連

絡
口

扉
 

・
空

調
機

械
室

搬
入

口
扉
 

・
空

調
機

械
室

搬
入

口
扉

（
潜

戸
）
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
4
階
南
東

側
機
器

搬

入
口

扉
 

衝
突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻

と
な

る
部

分
へ

の
設

計
飛

来
物

の
衝

突
を

考
慮

し
，

当
該

部
に

終
局

状
態

に
至

る
よ

う
な

ひ
ず

み
が

生
じ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻

と
な

る
扉

を
評

価
対

象
部

位
と

し
て

選
定

す
る

。
 

構
造

強
度
 
転

倒
・
脱

落
 竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
外

殻
と

な
る

部
分

へ
の

竜
巻

の
気

圧
差

に
よ

る

荷
重

の
作

用
を

考
慮

し
，

当
該

部
の

転
倒

及
び

脱
落

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
竜

巻
よ

り
防

護
す

べ
き

施
設

の
外

殻
と

な
る

扉
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す

る
。
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表

3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮

す
る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
3
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価

項
目
 

評
価

項
目
 

分
類
 

選
定

理
由
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施 設 を 内 包 す る 施 設 

タ
ー

ビ
ン

建
屋
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

が
設

置
さ

れ
て

い
る

区
画

の
建

屋
内

壁
，

構
造

躯
体
 衝

突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

の
衝
突
を

考
慮

し
，

当
該

部
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

外
部
事

象
防
護
対

象
施

設

が
設

置
さ

れ
て

い
る

区
画

の
建

屋
内
壁

を
評

価
対

象
部

位
と

し
て
選

定
す
る
。
 

構
造

強
度
 

転
倒

・
脱

落
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

竜
巻

に
よ
る

荷
重
の
作
用
を
考

慮
し
，
当

該
部
の

転
倒

及
び

脱
落

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
，
構
造

躯
体

を

評
価

対
象
部

位
と

し
て

選
定
す
る

。
 

使
用

済
燃

料
乾

式

貯
蔵

建
屋
 

屋
根

ス
ラ

ブ
，

外
壁
 

衝
突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

等
の
衝
突

を
考

慮

し
，

当
該

部
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

竜
巻
よ

り
防
護
す

べ
き

施

設
の

外
殻

と
な

る
外

壁
及

び
屋

根
ス
ラ

ブ
を

評
価

対
象

部
位

と
し
て

選
定
す
る

。
 

構
造

強
度
 

転
倒

・
脱

落
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

竜
巻

に
よ
る

荷
重
の
作
用
を
考

慮
し
，
当

該
部
の

転
倒

及
び

脱
落

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
，
竜
巻

よ
り

防

護
す

べ
き

施
設

の
外

殻
と

な
る

外
壁
及

び
屋

根
ス

ラ
ブ

を
評

価
対
象

部
位
と
し

て
選

定

す
る

。
 

軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
 

タ
ン

ク
室
 

鋼
製

蓋
 

衝
突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

の
衝
突
を

考
慮

し
，

当
該

部
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

施
設
の

外
殻
と
な

る
鋼

製

蓋
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す
る

。
 

頂
版
 

衝
突
 

貫
通
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

の
衝
突
を

考
慮

し
，

当
該

部
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

竜
巻
よ

り
防
護
す

べ
き

施

設
の

外
殻

と
な

る
頂

版
を

評
価

対
象
部

位
と

し
て

選
定

す
る

。
 

構
造

強
度
 

裏
面

剥
離
 

竜
巻

よ
り

防
護

す
べ

き
施

設
の

外
殻
と

な
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

の
衝
突
を
考
慮
し
，

当
該
部
の
脱
落
に

よ
る

影
響
が
生

じ
な
い

こ
と

を
確

認
す
る
た

め
，
竜
巻
よ
り

防
護

す
べ

き
施
設
の
外
殻

と
な

る
頂

版
を
評

価
対

象
部
位
と
し
て
選
定
す

る
。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
4
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価
対
象
部
位
 

評
価
項
目
 

評
価
項
目
 

分
類
 

選
定
理
由
 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
吸

気
口
 

胴
板
 

支
持

脚
 

支
持

脚
基
礎

溶
接
部

 

構
造

強
度
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気

口
 

設
計

竜
巻
に

よ
る
荷

重
は
，
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電
機

吸
気
口
の

胴
板
に
作

用
し
，

支

持
脚

及
び
支

持
脚
基

礎
溶
接
部

に
伝

達
さ

れ
る
。

  

こ
の

こ
と

か
ら

，
胴

板
，

支
持

脚
及

び
支

持
脚

基
礎

溶
接

部
を

評
価

対
象

部
位

と

し
て

選
定
す

る
。

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
ル

ー
フ

ベ
ン

ト

フ
ァ

ン
 

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
 

衝
突
 

貫
入
 

フ
ァ

ン
の

全
方

向
か

ら
の

飛
来

物
を

考
慮

し
，

外
殻

に
面
す

る
部

材
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
フ

ァ
ン

を
構

成
す

る
部

材
の
う

ち
外

殻
に

面
す

る
部

材
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す

る
。
 

吐
出

フ
ー
ド

取
付
ボ

ル
ト

 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

強
度
 

フ
ァ

ン
 

設
計

竜
巻
に

よ
る
荷

重
は
，
吐

出
フ

ー
ド

及
び
ケ

ー
シ
ン
グ

に
作
用
し

，
吐
出

フ

ー
ド

取
付
ボ

ル
ト
，

基
礎
ボ
ル

ト
に

伝
達

さ
れ
る

が
，
荷
重

を
受
け
る

各
部
位

の

う
ち

，
支
持

断
面
積

の
小
さ
な

部
位

に
大

き
な
応

力
が
生
じ

る
こ
と
に

な
る
。
 

こ
の

こ
と

か
ら

，
吐

出
フ

ー
ド

取
付

ボ
ル

ト
及

び
基

礎
ボ

ル
ト

を
構

造
強

度
評

価

の
評

価
対
象

部
位
と

し
て
選
定

す
る

。
 

中
央

制
御

室
換

気

系
冷

凍
機
 

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
 

衝
突
 

貫
入
 

冷
凍

機
の

全
方

向
か

ら
の

飛
来

物
を

考
慮

し
，

外
殻

に
面
す

る
部

材
に

貫
通

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

，
冷

凍
機

を
構

成
す

る
部

材
の
う

ち
外

殻
に

面
す

る
部

材
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す

る
。
 

取
付

ボ
ル

ト
 

構
造

強
度
 

冷
凍

機
 

設
計

竜
巻
に

よ
る
荷

重
は
，
ケ

ー
シ

ン
グ

を
介
し

，
冷
凍
機

を
固
定
し

て
い
る

取

付
ボ

ル
ト
に

作
用
す

る
。
荷
重

を
受

け
る

各
部
位

の
う
ち
，

支
持
断
面

積
の
小

さ

な
部

位
に
大

き
な
応

力
が
生
じ

る
こ

と
に

な
る
。

  

こ
の

こ
と
か

ら
，
取

付
ボ
ル
ト

を
構

造
強

度
評
価

の
評
価
対

象
部
位
と

し
て
選

定

す
る

。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
5
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価
対
象
部
位
 

評
価
項
目
 

評
価
項
目
 

分
類
 

選
定
理
由
 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

残
留

熱
除

去
系

海

水
系

ポ
ン

プ
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
用

海
水

ポ
ン

プ
 

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
 

衝
突
 

貫
入
 

外
殻

に
面

す
る

部
分

へ
の

設
計

飛
来
物

の
衝

突
を

考
慮

し
，

ポ
ン
プ
据
付

面
よ

り

上
部

の
全

方
向

か
ら

の
飛

来
物

を
考
慮

し
，

外
殻

に
面

す
る

部
材
に
貫
通

が
生

じ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
，

ポ
ン
プ

を
構

成
す

る
部

材
の

う
ち
外
殻
に

面
す

る

部
材

を
評

価
対

象
部

位
と

し
て

選
定
す

る
。
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

取
付

ボ
ル

ト
 

原
動

機
フ

レ
ー

ム
 

構
造

強
度
 

海
水

ポ
ン

プ
 

設
計

竜
巻

に
よ

る
荷

重
の

影
響

を
受
け

る
ポ

ン
プ

据
付

面
よ

り
上
部
の
各

部
位

の

う
ち

，
支

持
断

面
積

の
小

さ
な

部
位
に

大
き

な
応

力
が

生
じ

る
た
め
，
基

礎
ボ

ル

ト
，

本
体

各
部

取
付

け
ボ

ル
ト

及
び
主

要
構

造
部

材
で

あ
る

原
動
機
フ
レ

ー
ム

を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す

る
。
 

軸
受

部
 

機
能

維
持
 

海
水

ポ
ン

プ
 

ポ
ン

プ
据

付
面

よ
り

上
部

に
竜

巻
に
よ

り
荷

重
を

受
け

た
際

に
，
原
動
機

フ
レ

ー

ム
等

が
変

位
す

る
こ

と
に

よ
り

軸
と
軸

受
が

接
触

し
た

場
合

に
動
的
機
能

維
持

が

困
難

と
な

る
た

め
，

動
的

機
能

維
持
に

必
要

な
軸

受
部

を
評

価
対
象
部
位

と
し

て

選
定

す
る

。
 

残
留

熱
除

去
系

海

水
系

ス
ト

レ
ー

ナ
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
用

海
水

ス
ト

レ

ー
ナ
 

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
 

衝
突
 

貫
入
 

ス
ト

レ
ー

ナ
の

全
方

向
か

ら
の

飛
来
物

を
考

慮
し

，
外

殻
に

面
す
る
部
材

に
貫

通

が
生

じ
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
，

ス
ト

レ
ー

ナ
を

構
成

す
る
部
材
の

う
ち

外

殻
に

面
す

る
部

材
を

評
価

対
象

部
位
と

し
て
選
定

す
る

。
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

強
度
 

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
 

設
計

竜
巻

に
よ

る
荷

重
に

よ
り

発
生
す

る
応

力
は

，
支

持
断

面
積
の
小
さ

い
箇

所

が
厳

し
く

な
る

こ
と

か
ら

，
支

持
断
面

積
の

小
さ

い
残

留
熱

除
去
系
海
水

系
ス

ト

レ
ー

ナ
の

基
礎

ボ
ル

ト
を

評
価

対
象
部

位
と

し
て

選
定

す
る

。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
6
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価
対
象
 

部
位
 

評
価
項
目
 

評
価
項
目
 

分
類
 

選
定
理
由
 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

主
排

気
筒
 

筒
身

，
鉄

塔
 

構
造
強
度
 

主
排

気
筒
 

竜
巻

の
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
は

，
筒
身

及
び

鉄
塔

に
作
用
す
る

た
め
，

こ
れ
ら

を
評
価
対
象
部
位
と
し
て

選
定

す
る
。
 

配
管
及
び
弁
 

（
中

央
制

御
室

換
気

系
冷

凍
機

周
り

，
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

ポ
ン

プ
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

海
水

ポ
ン

プ
周

り
並

び
に

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

筒
）
 

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
 

衝
突
 

貫
入
 

配
管

の
全

方
向

か
ら

の
飛

来
物

を
考
慮

し
，

貫
入

に
よ

り
施

設
の
機
能
が

喪
失

す
る

可
能

性
が

あ
る

箇
所

と
し

て
配
管

の
最

小
板

厚
部

を
選

定
す
る
。
  

配
管
本
体
 

構
造
強
度
 

配
管
及
び
弁
 

竜
巻

の
風

圧
力

に
よ

る
荷

重
及

び
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
は

，
配

管
仕

様
と

支
持

間
隔

に
よ

る
受

圧
面

積
に

応
じ

て
配

管
本

体
に

作
用

す
る

た
め

，
配

管
本

体
を

評
価

対
象
部
位
と

し
て

選
定
す

る
。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
7
/
8)
 

分
類
 

施
設

名
称
 

評
価
対
象
部
位
 

評
価
項
目
 

評
価
項
目
 

分
類
 

選
定
理
由
 

外 気 と 繋 が っ て い る 

屋 内 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

ダ
ク

ト
（

非
常

用
換

気

空
調

設
備

及
び

原
子

炉

建
屋

換
気

系
（

原
子

炉

建
屋

原
子

炉
棟

貫
通

部
）

）
 

ダ
ク
ト
鋼
板
 

構
造
強
度
 

ダ
ク
ト
 

換
気

空
調

設
備

の
ダ

ク
ト

は
，

建
屋

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
竜

巻
の

風

圧
力

に
よ

る
荷

重
は

直
接

受
け

な
い

が
，

竜
巻

の
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
が

考
え

ら

れ
る
た
め
，

ダ
ク

ト
本
体

の
鋼

板
部
を
評

価
対

象
部
位

と
し

て
選
定
す

る
。
 

隔
離

弁
（

非
常

用
換

気

空
調

設
備

及
び

原
子

炉

建
屋

換
気

系
（

原
子

炉

建
屋

原
子

炉
棟

貫
通

部
）

）
 

弁
箱
 

弁
体
 

弁
棒
 

構
造
強
度
 

隔
離

弁
 

換
気

空
調

設
備

の
隔

離
弁

は
，

建
屋

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
竜

巻
の

風

圧
力

に
よ

る
荷

重
は

直
接

受
け

な
い

が
，

竜
巻

の
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
が

耐
圧

部

に
作

用
す

る
こ

と
か

ら
，

耐
圧

部
で

あ
る

弁
箱

，
弁

体
，

弁
棒

を
評

価
対

象
部

位

と
し

て
選

定
す
る
。
 

フ
ァ

ン
（

非
常

用
換

気

空
調

設
備

）
 

ケ
ー

シ
ン

グ
 

構
造
強
度
 

フ
ァ

ン
 

換
気

空
調

設
備

の
フ

ァ
ン

は
，

建
屋

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
竜

巻
の

風

圧
力

に
よ

る
荷

重
は

直
接

受
け

な
い

が
，

竜
巻

の
気

圧
差

に
よ

る
荷

重
が

耐
圧

部

に
作

用
す

る
こ

と
か

ら
，

耐
圧

部
で

あ
る

ケ
ー

シ
ン

グ
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て

選
定
す
る
。
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表
3
-
20
 
竜

巻
の

影
響

を
考
慮
す

る
施

設
 

強
度

評
価

対
象

部
位
(
8
/
8)
 

分
類
 

施
設
名
称
 

評
価
対
象
部
位
 

評
価
項
目
 

評
価
項
目
 

分
類
 

選
定
理
由

 

外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 に 波 及 的 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 が あ る 施 設 

サ
ー

ビ
ス

建
屋
 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
躯
体
 

耐
震
壁
 

構
造
強
度
 
変
形
 

外
部

事
象

防
護
対
象
施

設
を
内
包

す
る
施

設
に

隣
接

す
る
建
屋

の
接
触

に

よ
る
波
及

的
影

響
を
考
慮
し
，

構
造
躯
体
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
躯

体
及
び
耐
震
壁
を
評
価
対
象
部

位
と
し
て

選
定

す
る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

防
護

壁
 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
 

鉄
骨
架
構

 
構

造
強
度
 
変
形

 
外

部
事
象

防
護

対
象

施
設

に
隣

接
す
る

防
護

壁
の

接
触
に
よ

る
波
及

的
影

響
を

考
慮

し
，

構
造

躯
体

で
あ

る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
及
び
鉄
骨
架
構

を
評

価
対

象
部

位
と

し
て

選
定

す
る
。

 

鋼
製

防
護

壁
 

上
部

工
（

鋼
殻

構
造

部
）
 

構
造

強
度
 
変

形
 

外
部

事
象

防
護

対
象

施
設

を
内

包
す
る

施
設

に
隣

接
す
る
防

護
壁
の

接
触

に
よ

る
波

及
的

影
響

を
考

慮
し

，
上
部

工
（

鋼
殻

構
造
部
）
を

評
価

対
象

部
位

と
し

て
選

定
す

る
。

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

排
気

消
音

器
 

基
礎

ボ
ル
ト
 

取
付

ボ
ル

ト
 

構
造
強
度
 
消

音
器
 

設
計

竜
巻

に
よ

る
荷

重
の
影
響

を
受
け

る
消

音
器

据
付
面
よ

り
上
部

の
各

部
位
の
う

ち
，
排

気
消

音
器
の

転
倒

に
よ

る
閉
塞

に
よ
り
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
の

排
気
機

能
に
影
響

を
与

え
る

波
及
的

影
響
を
考

慮
し

，
本

体
を

支
持
す

る
た
め

の
主
要
な

支
持

部
材

で
あ
り

，
支
持
断

面
積

が
小

さ
く

，
発
生

す
る
応

力
箇
所
が

厳
し

く
な

る
取
付

ボ
ル
ト
又

は
基

礎
ボ

ル
ト

を
評
価

対
象
部

位
と
し
て

設
定

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

付
属

排
気

配
管

及
び

ベ
ン

ト
配

管
 

配
管
本
体
 

構
造
強
度
 
配

管
及
び
弁
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

付
属

排
気

配
管
及

び
ベ

ン
ト

配
管
の
主
要

な
機

能
で

あ
る

流
路

形
成
機

能
を

維
持
す

る
た
め
に

，
主

要
な

構
成
部

材
で
あ
る

配

管
本
体
を
評
価
対
象
部
位
と
し
て

選
定

す
る
。
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
配

管

（
放

出
側

）
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

用
海

水
配

管
（

放
出

側
）
 

配
管
本
体
 

構
造
強
度
 
配

管
及
び
弁
 

海
水

配
管

（
放

出
側

）
の
主
要

な
機
能
で

あ
る

流
路

形
成
機

能
を
維
持
す

る
た

め
に

，
主
要
な
構
成
部
材
で

あ
る

配
管
本
体
を
評
価
対
象

部
位

と
し

て
選
定
す
る
。
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4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せを，「4.1 荷重及び荷重

の組合せ」に，許容限界を「4.2 許容限界」に示す。 

 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

竜巻の影響を考慮する施設の強度評価にて考慮する荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-1-1-2-

3-1 の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」を踏まえ，以下のとおり設定する。 

(1) 荷重の種類 

a. 常時作用する荷重(Ｆｄ) 

常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重，水頭圧及び上載荷重とす

る。 

b. 竜巻による荷重(ＷＴ) 

竜巻による荷重は，設計竜巻の以下の特性を踏まえ，風圧力による荷重，気圧差による

荷重及び飛来物による衝撃荷重とする。設計竜巻の特性値を表 4-1 に示す。 

 

・竜巻の最大気圧低下量(ΔＰｍａｘ) 

ΔＰｍａｘ = ρ   ＶＲｍ
２ 

ρ：空気密度(＝1.22 kg/m3) 

ＶＲｍ：竜巻の最大接線風速(m/s) 

・竜巻の最大接線風速(ＶＲｍ) 

ＶＲｍ = ＶＤ － ＶＴ 

ＶＤ：竜巻の最大風速(m/s) 

ＶＴ：竜巻の移動速度(m/s) 

・竜巻の移動速度(ＶＴ) 

ＶＴ = 0.15   ＶＤ 

ＶＤ：竜巻の最大風速(m/s) 

 

表 4-1 設計竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

移動速度 

ＶＴ 

(m/s) 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 
(N/m2) 

100 15 85 8900 
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(a) 風圧力による荷重(ＷＷ) 

風圧力による荷重は，竜巻の最大風速による荷重である。竜巻による最大風速は，

一般的には水平方向の風速として設定されるが，鉛直方向の風圧力に対して脆弱と

考えられる外部事象防護対象施設等が存在する場合には，鉛直方向の最大風速等に基

づいて算出した鉛直方向の風圧力についても考慮する。 

風圧力による荷重は，施設の形状により変化するため，施設の部位ごとに異な

る。そのため，各施設及び評価対象部位に対して厳しくなる方向からの風を想定し，

各施設の部位ごとに荷重を設定する。 

ガスト影響係数(Ｇ)は設計竜巻の風速が最大瞬間風速をベースとしていること等

から，施設の形状によらず竜巻影響評価ガイドを参照して，Ｇ＝1.0 とする。空気密

度(ρ)は「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会（2004 改定））より ρ＝1.22 

kg/m3とする。 

設計用速度圧については施設の形状に影響を受けないため，設計竜巻の設計用速度

圧(ｑ)は施設の形状によらずｑ＝6100 N/m2と設定する。 

(b) 気圧差による荷重(ＷＰ) 

外気と隔離されている区画の境界部など，気圧差による圧力影響を受ける設備及

び竜巻より防護すべき施設を内包する施設の建屋の壁，屋根等においては，竜巻に

よる気圧低下によって生じる施設等の内外の気圧差による荷重が発生する。閉じた

施設（通気がない施設）については，この圧力差により閉じた施設の隔壁に外向き

に作用する圧力が生じるとみなし設定することを基本とする。 

部分的に閉じた施設（通気がある施設等）については，施設の構造健全性を評価す

る上で厳しくなるよう作用する荷重を設定する。 

気圧差による荷重は，施設の形状により変化するため，施設の部位ごとに異なる。

そのため，各施設の部位ごとに荷重を算出する。 

最大気圧低下量(ΔＰｍａｘ)は空気密度及び最大接線風速から，ΔＰｍａｘ＝8900 

N/m2とする。 

(c) 飛来物による衝撃荷重(ＷＭ) 

設計飛来物である鋼製材及び車両の衝突による影響が大きくなる向きで外部事象防

護対象施設等に衝突した場合の衝撃荷重を算出する。 

衝突評価においても，飛来物の衝突による影響が大きくなる向きで衝突することを

考慮して評価を行う。 

飛来物の寸法，重量及び飛来速度を表 4-2 に示す。設計飛来物の飛来速度について

は，設置（変更）許可申請において示すとおり設定する。また，その他の飛来物につい

ては，解析コード「ＴＯＮＢＯＳ」を用いて算出した速度を飛来速度として設定す

る。 

なお，評価に用いた解析コード「ＴＯＮＢＯＳ」の検証及び妥当性確認等の概要に

ついては，付録 23「計算機プログラム（解析コード）の概要・ＴＯＮＢＯＳ」に

示す。 
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表 4-2 飛来物の諸元 

 鋼製材 砂利 車両 

寸法(m) 4.2×0.3×0.2 0.04×0.04×0.04 3.6×2.5×8.6 

重量(kg) 135 0.18 5000 

水平方向の飛来速度(m/s) 51 62 52 

鉛直方向の飛来速度(m/s) 34 42 ―＊ 

注記 ＊：種々の車両の飛散解析結果と衝突対象建屋の屋根スラブの高さ及び厚さの関係から，車両が屋

根に到達することは考え難く，仮に屋根に到達した場合でも，飛跡頂点から屋根までの落下距

離は僅かであり，有意な衝突速度にならないと考えられるため。 

 

c. 運転時に作用する荷重(ＦＰ) 

運転時の状態で作用する荷重として，配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷重等

の運転時荷重とする。 

(2) 荷重の組合せ 

竜巻の影響を考慮する施設の設計に用いる竜巻の荷重は，気圧差による荷重(ＷＰ)を考慮

したＷＴ１並びに設計竜巻の風圧力による荷重(ＷＷ)，気圧差による荷重(ＷＰ)及び飛来物

による衝撃荷重(ＷＭ)を組み合わせた複合荷重ＷＴ２を以下のとおり設定する。 

ＷＴ１＝ＷＰ 

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ 

竜巻の影響を考慮する施設にはＷＴ１及びＷＴ２の両荷重をそれぞれ作用させる。各施設の

設計竜巻による荷重の組合せについては，施設の設置状況及び構造を踏まえ適切な組合せ

を設定する。施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を以下に示す。 

a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（表 4-3(1/5)） 

設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重として，風圧力による荷重，気圧差

による荷重，飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。 

b. 屋外の外部事象防護対象施設（表 4-3(2/5，3/5)） 

残留熱除去系海水系海水ポンプ，ディーゼル発電機用海水ポンプ，残留熱除去系海水

系ストレーナ，ディーゼル発電機用海水ストレーナ，配管及び弁（中央制御室換気系冷

凍機周り，残留熱除去系海水系ポンプ及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り）に関し

ては，風圧力による荷重，気圧差による荷重，竜巻防護ネットを通過する飛来物によ

る衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。残留熱除去系海水系海水ポ

ンプ，ディーゼル発電機用海水ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ，ディーゼル発

電機用海水ストレーナ，配管及び弁（中央制御室換気系冷凍機周り，残留熱除去系海

水系ポンプ及びディーゼル発電機用海水ポンプ周り）には運転時にスラスト荷重や内

圧等が作用するため，運転時の状態で作用する荷重も考慮する。 

ディーゼル発電機ルーフベントファン，中央制御室換気系冷凍機に関しては，風圧

力による荷重，竜巻防護ネットを通過する飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷
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重の組合せを基本とする。ディーゼル発電機ルーフベントファン，中央制御室換気系

冷凍機は，屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しな

い。運転時の状態で作用する荷重については評価対象部位に対し作用しないため考慮

しない。 

非常用ガス処理系排気筒，主排気筒に関しては，風圧力による荷重及び常時作用す

る荷重の組合せを基本とする。非常用ガス処理系排気筒，主排気筒は屋外施設であり

閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しない。運転時の状態で作用する

荷重については，気圧差同様考慮しない。非常用ガス処理系排気筒，主排気筒に関し

ては，排気機能が健全であれば良く，仮に飛来物による衝撃荷重によって貫通して

も，その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため，設計竜巻による荷重とこ

れに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。 

ディーゼル発電機吸気口に関しては，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び常

時作用する荷重の組合せを基本とする。運転時の状態で作用する荷重については，給

気口であり内圧は発生しないため考慮しない。また，ディーゼル発電機吸気口に関し

ては，設計飛来物が衝突により貫通することを考慮しても閉塞することがなく，ディー

ゼル発電機の吸気機能は維持されるため，衝撃荷重については考慮しない。 

c. 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設（表 4-3(4/5)） 

外気と繋がっている屋内の施設である非常用換気空調設備及び原子炉建屋換気系（原

子炉建屋原子炉棟貫通部）のダクト，隔離弁及びファンは建屋内に設置しているた

め，風圧力による荷重及び飛来物による衝撃荷重は考慮しないが，外気と繋がってい

るために施設に作用する気圧差による荷重と常時作用する荷重を組み合わせることを

基本とする。運転時の状態で作用する荷重に関しては，気圧差による荷重の抗力とな

るため組み合わせない。また，隔離弁及びファンの自重は内圧荷重に比べ十分小さい

ことから，自重を考慮しない。 

d. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設（表 4-3（5/5)） 

機械的影響を与える可能性がある施設のうち，サービス建屋に関しては，風圧力に

よる荷重，気圧差による荷重，飛来物による衝撃荷重及び常時作用する荷重の組合せ

を基本とする。運転時の状態で作用する荷重については作用しないため考慮しない。 

鋼製防護壁に関しては，風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本と

する。屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しない。ま

た，鋼製防護壁の変形評価において設計飛来物による衝撃荷重の影響は軽微であるた

め，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。 

機能的影響を与える可能性がある施設のうち，ディーゼル発電機排気消音器に関し

ては，風圧力による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。ディーゼル発

電機排気消音器は，排気機能が健全であれば良く，仮に飛来物による衝撃荷重によっ

て貫通しても，その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため，設計竜巻によ

る荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。また，ディーゼル発電機

排気消音器は屋外施設であり閉じた施設ではないため，気圧差による荷重を考慮しな

い。運転時の状態で作用する荷重については，気圧差同様考慮しない。 
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ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出側）

並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）に関しては，風圧力による荷重，気圧差

による荷重及び常時作用する荷重の組合せを基本とする。ディーゼル発電機付属排気配

管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出側）並びにディーゼル発電機用海水

配管（放出側）には運転時に内圧が作用するため，運転時の状態で作用する荷重も考慮

する。ディーゼル発電機付属排気配管及びベント配管，残留熱除去系海水系配管（放出

側）並びにディーゼル発電機用海水配管（放出側）は排気又は排水機能が健全であれば

良く，仮に飛来物による衝撃荷重によって貫通しても，その貫通箇所又は本来の排気箇

所から排気又は排水されるため，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃

荷重を考慮しない。 

上記の施設分類ごとの荷重の組合せの考え方を踏まえ，各評価対象施設における評価

項目ごとの荷重の組合せを表 4-3 に示す。 
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態

で
 

作
用

す
る

荷
重
 

(
Ｆ

Ｐ
) 

自 重 

水 頭 圧 

上 載 荷 重 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

筒
 

構
造

強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

主
排

気
筒
 

構
造

強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

配
管

及
び

弁
（

中
央

制
御

室
換

気
系

冷
凍

機
，

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ポ

ン
プ

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

用
海

水
ポ

ン
プ

周
り

）
 

衝
突
 

－
 

－
 

 
－

 
－

 
○

 
－

 

構
造

強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

（
○

：
考

慮
す

る
荷

重
を

示
す

。）
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75 

 
表

4
-
3 

竜
巻

の
影

響
を
考
慮

す
る
施

設
の

荷
重

の
組

合
せ

(
4
/
5)
 

分
類
 

強
度

評
価

の
対

象
施

設
 

評
価

項
目
 

荷
重
 

常
時

作
用

す
る

荷
重
 

(
Ｆ

ｄ
) 

風
圧

力
に

よ
る
 

荷
重

(Ｗ
Ｗ
) 

気
圧

差
に

よ
る
 

荷
重

(Ｗ
Ｐ
) 

飛
来

物
に

よ
る
 

衝
撃

荷
重

(Ｗ
Ｍ
) 

運
転

時
の

状
態

で
 

作
用

す
る

荷
重
 

(
Ｆ

Ｐ
) 

自 重 

水 頭 圧 

上 載 荷 重 

外 気 と 繋 が っ て い る 屋 内 の 

外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

ダ
ク

ト
（

非
常

用
換

気
空

調
設

備
及
び

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
原

子
炉

建
屋
原

子
炉

棟
貫

通
部

）
）
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

隔
離

弁
（

非
常

用
換

気
空

調
設

備
及
び

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
原

子
炉

建
屋
原

子
炉

棟
貫

通
部

）
）
 

構
造
強
度
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

フ
ァ

ン
（

非
常

用
換

気
空

調
設

備
）
 

構
造

強
度
 

－
 

－
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

（
○

：
考

慮
す

る
荷

重
を

示
す

。）
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76 

 
表

4
-
3 

竜
巻

の
影

響
を
考
慮

す
る
施

設
の

荷
重

の
組

合
せ

(
5
/
5)
 

分
類
 

強
度

評
価

の
対

象
施

設
 

評
価

項
目
 

荷
重
 

常
時

作
用

す
る

荷
重
 

(
Ｆ

ｄ
) 

風
圧

力
に

よ
る

荷
重

(Ｗ
Ｗ
) 

気
圧

差
に

よ
る

荷
重

(Ｗ
Ｐ
) 

飛
来

物
に

よ
る
 

衝
撃

荷
重

(Ｗ
Ｍ
) 

運
転

時
の

状
態

で

作
用

す
る

荷
重
 

(
Ｆ

Ｐ
) 

自 重 

水 頭 圧 

上 載 荷 重 

外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 に 波 及 的 影 響 を 

及 ぼ す 可 能 性 が あ る 施 設 

サ
ー

ビ
ス

建
屋
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

○
 

○
 

○
 

○
 

－
 

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

防
護

壁
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

○
 

－
 

鋼
製

防
護

壁
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

排
気

消
音

器
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

－
 

－
 

－
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

付
属

排
気

配
管
及

び

ベ
ン

ト
配

管
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

○
 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
配

管
（

放
出

側
）

，
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

海
水
配

管

（
放

出
側

）
 

構
造
強
度
 

○
 

－
 

－
 

○
 

○
 

－
 

○
 

（
○

：
考

慮
す

る
荷

重
を

示
す

。）
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(3) 荷重の算定方法 

「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重の算出式を以下に示す。 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を表 4-4 に示す。 

 

表 4-4 荷重の算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 施設の受圧面積 

Ｃ 
－ 

風力係数（施設の形状や風圧力が作用する部位

（屋根，壁等）に応じて設定する。） 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｇ m/s2 重力加速度 

Ｈ N 自重による荷重 

ｍ kg 質量 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｒｍ m 最大接線風速半径 

ＶＤ m/s 設計竜巻の風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＷＭ N 飛来物による衝撃荷重 

ＷＰ N 気圧差による荷重 

ＷＷ N 風圧力による荷重 

ρ kg/m3 空気密度 

ΔＰｍａｘ N/m2 最大気圧低下量 

 

b. 自重による荷重の算出 

自重による荷重は以下のとおり計算する。 

Ｈ＝ｍ・ｇ 

c. 竜巻による荷重の算出 

(a) 風圧力による荷重(ＷＷ) 

風圧力による荷重は，「建築基準法施行令」及び「建築物荷重指針・同解説」（（社）

日本建築学会）に準拠して，次式のとおり算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

 ここで， 

２
ＤＶρ

2

1
ｑ＝ ・・  

(b) 気圧差による荷重(ＷＰ) 

気圧差による荷重は，次式のとおり算出する。 

ＷＰ＝ΔＰｍａｘ・Ａ 

ここで， 

ΔＰｍａｘ＝ρ・ＶＲｍ
２ 

(c) 飛来物による衝撃荷重(ＷＭ) 
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飛来物による衝撃荷重は，飛来物が衝突する施設，評価対象部位及び評価方法に

応じて適切に設定する必要があるため，個別計算書にその算出方法を含めて記載す

る。 

評価条件を表 4-5 に示す。 

 

表 4-5 評価条件 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

空気密度 

 ρ 

 (kg/m3) 

ガスト影響 

係数  

Ｇ  

(－) 

設計用 

速度圧  

ｑ  

(N/m2) 

最大接線 

風速 

 Ｖ  

(m/s) 

最大気圧 
低下量 

ΔＰ 

(N/m2) 

100 1.22 1.0 6100 85 8900 

 

4.2 許容限界 

許容限界は，Ⅴ-1-1-2-3-3 の「3. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強度設

計上の性能目標及び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて，評価項目ごとに

設定する。 

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び荷重の組合せを含めた，評価項

目ごとの許容限界を表 4-8 に示す。 

各施設の許容限界の詳細は，各計算書で評価対象部位の損傷モードを踏まえ評価項目を

選定し，評価項目ごとに許容限界を定める。 

「原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」

（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－1987」（（社）

日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版」（（社）

日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）を準用できる施設については，ＪＥＡ

Ｇ４６０１に基づき「発電用原子力設備規格設計・建設規格ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007

（以下「ＪＳＭＥ」という。）の付録材料図表及びＪＩＳの材料物性値により許容限界を算

出している。その他施設や衝撃荷重のみを考慮する施設については，ＪＳＭＥや既往の実

験式に基づき許容限界を設定する。 

ただし，ＪＳＭＥの適用を受ける機器であって，供用状態に応じた許容値の規定がＪ

ＳＭＥにないものは機能維持の評価方針を考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に基づいた許容限界

を設定する。 

 

4.2.1 建屋・構造物 

(1) 許容限界の設定 

a. 衝突評価 

(a) 貫通（表 4-8(1/6)） 

建屋・構造物の衝突による貫通評価においては，設計飛来物による衝撃荷重

に対し，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する部材を貫通し

ない設計とするために，設計飛来物の貫通を生じない最小厚さ以上であること

を計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，竜巻より防護すべき施

82



 

79 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

設の外殻を構成する部材の最小厚さ若しくは部材の吸収エネルギを許容限界とし

て設定する。また，許容限界を超えた場合は，貫通に至るようなひずみを生じな

いことを解析により確認する評価方針としていることを踏まえ，デッキプレート

の許容ひずみを許容限界として設定する。 

b. 構造強度評価 

(a) 裏面剥離（表 4-8 (1/6)） 

設計飛来物による衝撃荷重に対し，竜巻より防護すべき施設の外殻を構成する

部材自体の脱落による影響を生じない設計とするために，裏面剥離によるコンク

リート片の飛散が生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する評価方

針としていることを踏まえ，施設の最小部材厚さを許容限界として設定する。ま

た，許容限界を超えた場合は，裏面剥離に至るようなひずみを生じないことを解

析により確認する評価方針としていることを踏まえ，鉄筋，デッキプレート若し

くはライナの許容ひずみを許容限界として設定する。 

(b) 転倒及び脱落（表 4-8 (1/6)） 

鉄筋コンクリート造構造物の転倒及び脱落の評価については，設計竜巻荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設の外殻となる部材自体の

転倒及び脱落を生じない設計とするために，構造躯体に終局状態に至るような変

形が生じないことを計算により確認する方針としていることを踏まえ，コンクリー

トの終局せん断ひずみに基づく制限値を許容限界として設定する。制限値は

とする。 

鉄骨造構造物の転倒及び脱落の評価については，設計竜巻荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設の外殻となる部材自体の転倒及び脱落

を生じない設計とするために，構造躯体に終局状態に至るような変形が生じない

ことを計算により確認する方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準･同解説

―許容応力度設計法―」等に基づく許容耐力を許容限界として設定する。 

また，屋根スラブ及び屋根スラブのスタッドにおいては，「各種合成構造設計指

針・同解説」に基づく許容耐力を許容限界として設定する。 

水密扉の転倒及び脱落の評価については，設計竜巻の気圧差による荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じな

い設計とするために，扉支持部材の破断による転倒及び脱落が生じないことを計算

により確認する評価方針としていることを踏まえ，「鋼構造設計規準･同解説―許容

応力度設計法―」に準じて短期許容応力度を許容限界として設定する。 

(c) 構造躯体の変形（表 4-8 (6/6） 

外部事象防護対象施設に波及的影響を与える可能性のある施設については，設

計竜巻荷重及びその他の荷重に対し，サービス建屋が原子炉建屋及びタービン建

屋に接触する変形を生じないことを計算及び解析により確認する評価方針として

いることを踏まえ，原子炉建屋及びタービン建屋との離隔距離を許容限界として

設定する。 
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海水ポンプエリア防護壁については，海水ポンプエリア防護壁の鉄筋コンクリー

ト壁並びに鉄骨架構と近接する外部事象防護対象施設との最小離隔距離を考慮し設

定するものであるが，弾性限界内の変形に留めることとし短期許容応力度を許容限

界として設定する。 

鋼製防護壁については，海水ポンプ室に接触する変形を生じないことを竜巻以外

の荷重との比較により確認する評価方針としていることを踏まえ，津波による荷重

を許容限界として設定する。 

 

 (2) 許容限界設定方法 

a. 記号の定義 

許容限界式に使用する記号を表 4-6 に示す。 

 

表 4-6 許容限界式に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｃ mm2 コーン状破壊面の有効投影面積 

Ａ０ mm2 頭付きアンカーボルト頭部の支圧面積 

ｓｃａ mm2 
頭付きアンカーボルトの断面積で，軸部断面積とねじ部有効断面積の小

なる方の値 

ｂ mm 部材幅 

Ｄ mm 頭付きアンカーボルト頭部の直径 

ｄ mm 頭付きアンカーボルト軸部の直径 

Ｆｃ N/mm2 コンクリートの設計基準強度 

ｆｎ N/mm2 コンクリートの支圧強度 

ｆｓ N/mm2 コンクリートの許容せん断応力度 

ｆｔ N/mm2 鉄筋の許容引張応力度 

ｊ mm 応力中心間距離（ｊ=(7/8)･ｄ） 

ｌｃｅ mm 頭付きアンカーボルトの強度計算用埋込み長さ（ｌｃｅ＝ｌｅ） 

ｌｅ mm 頭付きアンカーボルトのコンクリート内への有効埋込み長さ 

Ｍａ kN･m 屋根スラブの単位幅の許容曲げモーメント 

Ｐａ kN スタッド 1本あたりの許容引張力 

ｐａ N 頭付きアンカーボルト 1本あたりの許容引張力 

ｐａ１ N 
頭付きアンカーボルトの降伏により定まる場合のアンカーボルト1本あ

たりの許容引張断力 

ｐａ２ N 
定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合の頭付きア

ンカーボルト1本あたりの許容引張力 

ｐａ３ N 
コンクリートの支圧破壊により定まるアンカーボルト1本あたりの許容

せん断力 

Ｑａ kN 屋根スラブの単位幅の許容せん断力 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度 

ｓσｐａ N/mm2 頭付きアンカーボルトの引張強度 

ｓσｙ N/mm2 頭付きアンカーボルトの規格降伏点強度 

φ１ － 低減係数 

φ２ － 低減係数 

ａｔ mm2 引張鉄筋断面積 
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b. 許容限界式 

(a) 頭付きアンカーボルトの許容限界式 

コンクリート躯体中に定着された頭付きアンカーボルト1本あたりの許容引張力 

ｐａは，以下の3式で算定される値のうち，いずれか小なる値とする。 

「各種合成構造設計指針・同解説：（社）日本建築学会，2010年改定」より 

ｐａ１＝φ１・ｓσｐａ・ｓｃａ 

ｐａ２＝φ２・ｃσｔ・Ａｃ 

ｐａ３＝ｆｎ・Ａ０ 

 

ここで 

ｓσｐａ＝ｓσｙ 

ｃσｔ＝0.31 Ｆ
ｃ
 

Ａｃ＝π・ｌｃｅ（ｌｃｅ＋Ｄ） 

ｆ
ｎ
＝ Ａ

ｃ
/Ａ

０
・Ｆ

ｃ
 ただし， Ａ

ｃ
/Ａ

０
が6を超える場合は6とする。） 

Ａ０＝π（Ｄ2－ｄ2）/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-1 頭付きアンカーボルトの側面の有効投影面積 

 

(b) 屋根スラブの許容曲げモーメント 

Ｍa＝at・ft・j 

(c) 屋根スラブの許容せん断力 

Ｑa＝b・j・fs 

(d) スタッド1本あたりの許容引張力 

コーン状破壊面 

45°

ｄ Ａ０ ｅ

コンクリート躯体 

Ｄ
Ａｃ＝π・ ｃｅ（ｌｃｅ＋Ｄ）

（斜線部分） 

Ａ０＝π（Ｄ2－ｄ2）/4 
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Ｐa＝min｛ｐａ１，ｐａ２，ｐａ３｝ 

 

4.2.2 機器・配管系 

(1) 許容限界の設定 

a. 衝突評価 

(a) 貫入（表 4-8 (3/6，4/6)） 

衝突による貫入評価においては，飛来物による衝撃荷重に対し，外殻を構成する

部材が，機能喪失に至る可能性のある変形を生じないことを計算により確認する評

価方針としていることを踏まえ，部材厚さを許容限界として設定する。但し，耐圧

部については部材厚さから計算上必要な厚さを差し引いた残りの厚さを許容限界と

して設定する。 

b. 構造強度評価 

(a) 海水ポンプ（表 4-8 (3/6)） 

海水ポンプの構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差

による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水ポンプ及び海水ポンプの機能

維持に必要な付属品を支持する基礎ボルト，取付ボルト並びにポンプの機能保持

に必要な付属品を支持する原動機フレームが，おおむね弾性状態に留まることに

より，その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する

評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡ

Ｓの許容応力を許容限界として設定する。 

(b) ディーゼル発電機吸気口（表 4-8 (3/6)） 

ディーゼル発電機吸気口の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷

重，気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，ディーゼル発電機吸気口

を構成する胴板，支持脚及び支持脚基礎溶接部が，おおむね弾性状態に留まるこ

とにより，その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認

する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状

態ⅢＡＳ及び座屈に対する評価式を満足する許容応力を許容限界として設定する。 

(c) 海水ストレーナ（表 4-8 (4/6)） 

海水ストレーナの構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧

差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，海水ストレーナを構成する基礎ボ

ルトが，おおむね弾性状態に留まることにより，その施設の安全機能に影響を及

ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，Ｊ

ＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定す

る。 

(d) 消音器（表 4-8 (6/6)） 

消音器の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差によ

る荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，消音器を構成する取付ボルト又は基礎ボ

ルトが，おおむね弾性状態に留まることにより，その施設の安全機能に影響を及

ぼすことのないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，Ｊ
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ＥＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定す

る。 

(e) 主排気筒（表 4-8 (4/6)） 

主排気筒の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，風路を確保する機能を保持するために筒身及び鉄塔が，

おおむね弾性状態に留まることにより，その施設の安全機能に影響を及ぼすこと

のないことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，「容器構造

設計指針」等に応じた材料強度を許容限界として設定する。 

(f) 配管及び弁（表 4-8 (4/6)，(6/6)） 

配管及び弁の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差

による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，配管本体が，おおむね弾性状態に

留まることにより，その施設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算に

より確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じて許

容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。 

(g) ダクト（表 4-8 (5/6)） 

ダクトの構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，ダクトを構成するダクト鋼板が，おおむね弾性状態に留ま

ることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０

１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳ及び座屈に対する評価式を満足する許容応力又は

クリップリング座屈に応じた許容応力を許容限界として設定する。 

(h) 隔離弁（表 4-8 (5/6)） 

隔離弁の構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，隔離弁が，おおむね弾性状態に留まることにより，その施

設の安全機能に影響を及ぼすことのないことを計算により確認する評価方針とし

ていることを踏まえ，弾性範囲内である部材の降伏応力を許容限界として設定す

る。 

(i) ファン（表 4-8 (3/6)） 

屋内のファンの構造強度評価においては，設計竜巻の気圧差による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，ファンのケーシングが，おおむね弾性状態に留まる

ことを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等

に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。 

屋外のファンの構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，ファンの取付ボルト及び基礎ボルトが，おおむね弾

性状態に留まることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥ

ＡＧ４６０１等に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定す

る。 

(j) 冷凍機（表 4-8 (3/6)） 

冷凍機の構造強度評価においては，設計竜巻の風圧力による荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，冷凍機の取付ボルトが，おおむね弾性状態に留まることを

87



 

84 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１等に準じ

て許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。 

b. 動的機能維持評価 

(a) 海水ポンプ（表 4-8 (3/6)） 

海水ポンプの動的機能維持評価においては，海水ポンプの軸受部は，設計竜巻

の風圧力による荷重，気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，軸受

部における発生荷重が，動的機能を保持可能な許容荷重以下であることを計算に

より確認する評価方針としていることを踏まえ，軸受部の接触面圧の許容荷重を

許容限界として設定する。 

(2) 許容限界設定方法 

a. 記号の定義 

許容限界式に使用する記号を表 4-7 に示す。 

 

表 4-7 許容限界式に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

ａ mm ダクト幅 

ｂ mm ダクト高さ 

ｃ mm 補強ピッチ 

Ｅ MPa ヤング率 

ｆｃ MPa 脚の許容圧縮応力 

ｆｂｒ MPa 脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力 

ｆｂｔ MPa 脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力 

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢで

の許容引張応力 

Ｉ mm4 断面二次モーメント 

ｋｐ － 座屈係数 

Ｍ N･mm ダクトに作用する曲げモーメント 

Ｍｃｒｉｐ N･mm クリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモーメント

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント 

ｎ － 座屈モードの次数 

ｒ mm 丸ダクトのダクト半径 

ｔ mm ダクト板厚 

π － 円周率 

ν － ポアソン比 

Ｚｃ － 円筒かくの座屈応力の式における係数 

β － 円筒かくの座屈応力の式における係数 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

σｃｒｉｐ MPa クリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力 

σｃｒｉｐ１ MPa 外圧により生じる周方向応力 

σｐ１ MPa 面内荷重（外圧）による発生応力 

σｐ２ MPa 面内荷重（自重）による発生応力 

σｓｃ MPa 脚の圧縮応力の和 
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表 4-7 許容限界式に用いる記号(2/2) 

記号 単位 定義 

σｓｒ MPa 脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

σｓｔ MPa 脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

σｗ MPa 
短期荷重（設計竜巻による内外差圧）による発生応力と長

期荷重（自重）による発生応力の和 

σｘ MPa ｘ方向応力 

σｙ MPa ｙ方向応力 

τ MPa せん断応力 

τｘｙ MPa ｘｙ面に作用するせん断応力 

b. 許容限界式

(a) 支持構造物の許容限界式

イ. ボルト

引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力ｆ
ｔｓ

は以下のとお

り。 

Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝

ロ. 溶接部

溶接部については引張応力とせん断応力の組合せが考えられる場合，ＪＳ

ＭＥ SSB-3121.1(6)，SSB-3121.2 を準用し，組合せ応力に対しても評価を行

う。 

垂直応力とせん断応力を生じる構造部分の応力は，以下に示す，垂直応力と

せん断応力の組合せ応力の許容応力の評価式を満足しなければならない。 

1.5ｆ
ｔ

σ
ｘ

２
＋σ

ｙ

２
－σｘσｙ＋3τ

ｘｙ

２

(b) ディーゼル発電機吸気口の許容限界式

支持脚について，以下の式にて座屈評価を行う。

1   
σｓｒ

ｆ
ｂｒ

＋
σｓｔ

ｆ
ｂｔ

＋
σｓｃ

ｆ
ｃ

(c) 角ダクトの許容限界式

イ. 長期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）に対する許容限界

自重により発生する曲げモーメントＭと発生応力σｐ２の関係は以下の式で表さ

れる。 

ここで 

12

ａ・ｂ-ｂ＋2ｔａ＋2ｔ
Ｉ＝

33
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短期荷重（設計竜巻による内外差圧）による発生応力σｐ１と長期荷重（自重）による

発生応力σｐ２の和σｗが許容応力σｙに達した時に座屈が生じることから，長期荷重によ

り発生する曲げモーメントＭＰが，許容応力σｙと短期荷重による発生応力σｐ１の差（σ

ｙ-σｐ１）から求まる長期荷重に対する許容曲げモーメント以下であることを確認する。 

(d) 丸ダクトの許容限界式

イ. 外圧に対する許容限界

外圧により生じる周方向応力は，クリップリング座屈が発生する際に生じる周

方向応力（座屈応力）σｃｒｉｐを超えないこととする。 

外圧によるクリップリング座屈が発生する際に生じる周方向応力σｃｒｉｐは，円

筒殻の座屈応力の式より算出する。 

b. 長期荷重（自重）＋短期荷重（設計竜巻による内外差圧）に対する許容限界

自重により作用する曲げモーメントＭＰと外圧ΔＰ（設計竜巻による気圧低下量）の組

合せが，下式を満足させるものとする。 
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ここで，自重による曲げによってクリップリング座屈が発生する際に作用する曲げモ

ーメントＭｃｒｉｐは，下式より算出する。  
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
1/
7
) 

施
設
 

分
類
 

施
設

名
称
 

荷
重

の
 

組
合

せ
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価
 

項
目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界
 

応
力

等
の

状
態
 

限
界

状
態
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施 設 を 内 包 す る 施 設 

原
子

炉
建

屋
，

タ
ー

ビ
ン

建
屋

，
使

用
済

燃
料

乾
式

貯
蔵

建
屋
 

Ｗ
Ｍ
 

屋
根

ス
ラ

ブ
，

外

壁
（

外
部

事
象

防

護
対

象
施

設
が

設

置
さ

れ
て

い
る

区

画
の

建
屋

内
壁

を

含
む

）
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

貫
通

限
界

厚
さ

以
上

と
す

る
。
 

デ
ッ

キ
プ

レ
ー

ト
の

発
生

ひ
ず

み

が
，

J
IS
規
格

値
／

Ｔ
Ｆ
（

Ｔ
Ｆ
＝

2
.
0
）
を

考
慮

し
た

値
以

下
と
す

る
。
 

構
造
 

強
度
 

せ
ん

断
 

裏
面

剥
離

に
よ

る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

の
飛

散
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

裏
面

剥
離

限
界

厚
さ

以
上

と
す

る
。
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，

Ｗ
Ｐ
）
 

曲
げ

，
せ

ん
断
 

部
材

の
破

断
に

よ

る
部

材
自

体
の

転

倒
及

び
脱

落
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
せ

ん
断

ひ
ず

み
が

設
定

値
以

下
と

す

る
。
 

鉄
骨

造
部

の
部

材
が

，
「

鋼
構

造
設

計
規

準
･
同
解

説
―

許
容

応
力
度

設

計
法

―
」

等
に

基
づ

く
許

容
耐

力
以

下
と

す
る

。
 

屋
根

ス
ラ

ブ
の

ス
タ

ッ
ド

が
，

「
各

種
合

成
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
」

に
基

づ
く

許
容

耐
力

以
下

と
す

る
。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
2/
7
) 

施
設
 

分
類
 

施
設

名
称
 

荷
重

の
 

組
合

せ
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価
 

項
目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界
 

応
力

等
の

状
態
 

限
界

状
態
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施 設 を 内 包 す る 施 設 

原
子

炉
建

屋
 

Ｗ
Ｍ
 

原
子

炉
建

屋
大

物
搬

入
口

扉
（
機

器
搬

入
口

内

側
扉

）
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

設
計

飛
来

物
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

が
，
原

子

炉
建

屋
原

子
炉

棟
水

密
扉

及
び

本
扉
に

よ

る
吸

収
可

能
エ

ネ
ル

ギ
以

下
と

す
る
。
 

Ｗ
Ｍ
 

大
物

搬
入

口
扉

（
原

子
炉

建
屋
原

子
炉

棟
水

密

扉
）
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

設
計

飛
来

物
の

運
動

エ
ネ

ル
ギ

が
，
機

器

搬
入

口
内

側
扉

及
び

本
扉

に
よ

る
吸
収

可

能
エ

ネ
ル

ギ
以

下
と

す
る

。
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｐ
 

構
造
 

強
度
 

曲
げ

，
せ

ん

断
，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

「
鋼

構
造

設
計

規
準

･同
解
説
」

の
短
期

許
容

応
力

度
以

下
と

す
る

。
 

Ｗ
Ｍ
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属
棟

1
階
電
気

室
搬

入
口

水

密
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
1
階
東
側
水

密
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
1
階
南
側
水

密
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
2
階
東
側
機

器
搬

入
口

扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
2
階
サ
ン
プ

ル
タ

ン
ク

室
連

絡
通

路
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
バ
ル
ブ

室
東

側
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
バ
ル
ブ

室
北

側
扉
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
3
階
西
側
非

常
用

階
段

連
絡

口
扉
 

・
空

調
機

械
室

搬
入

口
扉
 

・
空

調
機

械
室

搬
入

口
扉

（
潜
戸

）
 

・
原

子
炉

建
屋

付
属
棟

4
階
南
東

側
機

器
搬

入

口
扉
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

貫
通

限
界
厚

さ

以
上

と
す

る
。
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｐ
 

構
造
 

強
度
 

曲
げ

，
せ

ん

断
，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

「
鋼

構
造

設
計

規
準

･同
解
説
」

の
短
期

許
容

応
力

度
以

下
と

す
る

。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
3/
7
) 

施
設
 

分
類
 

施
設

名
称
 

荷
重

の
 

組
合

せ
 

評
価

対
象

部
位
 

評
価
 

項
目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界
 

応
力

等
の

状
態
 

限
界

状
態
 

竜 巻 よ り 防 護 す べ き 施

設 を 内 包 す る 施 設 

軽
油

貯
蔵

タ
ン

ク
タ

ン

ク
室
 

Ｗ
Ｍ
 

鋼
製

蓋
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

貫
通

限
界
厚

さ

以
上

と
す

る
。
 

頂
版
 

衝
突
 

せ
ん

断
 

貫
通
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

貫
通

限
界
厚

さ

以
上

と
す

る
。
 

構
造
 

強
度
 

せ
ん

断
 

裏
面

剥
離
 

施
設

の
最

小
部

材
厚

さ
が

裏
面

剥
離
限

界

厚
さ

以
上

と
す

る
。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
4/
7
) 

施
設

 
分

類
 

施
設

名
称

 
荷

重
の

 
組

合
せ

 
評

価
対
象

 
部

位
 

評
価

 
項

目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界

 
応

力
等
の

状
態

 
限

界
状
態

 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

吸
気

口
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｐ
）

 

胴
板

 
構

造
 

強
度

 
一

次
一
般

膜
，

一

次
，

一
次

＋
二

次
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す

る
。

 
支

持
脚

 
構

造
 

強
度

 
組

合
せ
，

座
屈

 
部

材
の
降

伏
 

支
持

脚
基

礎

溶
接

部
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん
断

，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

ル
ー

フ

ベ
ン

ト
フ

ァ
ン

 
Ｆ

ｄ
＋

（
Ｗ

Ｗ
，
Ｗ

Ｍ
）

 

外
殻

を
構

成

す
る

部
材

 
衝

突
 

変
形

 
空

気
の
排

出
機

能
の

喪
失

 

評
価

式
に

よ
り

算
定

し
た

貫
通

限
界

厚
さ

が
，

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
の

厚
さ

未
満

と
す

る
。

 

取
付

ボ
ル

ト
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん
断

，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す

る
。

 

中
央

制
御

室
換

気
系

冷
凍

機
 

Ｆ
ｄ
＋

（
Ｗ

Ｗ
，
Ｗ

Ｍ
）

 

外
殻

を
構

成

す
る

部
材

 
衝

突
 

変
形

 
冷

却
機
能

の
喪

失
 

評
価

式
に

よ
り

算
定

し
た

貫
通

限
界

厚
さ

が
，

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
の

厚
さ

未
満

と
す

る
。

 

取
付

ボ
ル

ト
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん
断

，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す

る
。

 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ポ

ン

プ
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

用

海
水

ポ
ン

プ
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｐ
，

Ｗ
Ｍ
）

＋
Ｆ

Ｐ
 

外
殻

を
構

成

す
る

部
材

 
衝

突
 

変
形

 
送

水
機
能

の
喪

失
 

評
価

式
に

よ
り

算
定

し
た

貫
通

限
界

厚
さ

が
，

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
の

厚
さ

未
満

と
す

る
。

 
取

付
ボ
ル

ト
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん
断

，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す

る
。

 
原

動
機
フ

レ

ー
ム

 
構

造
 

強
度

 
曲

げ
 

部
材

の
降

伏
 

軸
受

部
 

機
能

維
持

 
接

触
 

軸
と

軸
受

が
接

触
す

る
 

軸
受

荷
重

が
接

触
面

圧
の

許
容

荷
重

以
下

と
す

る
。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
5/
7
) 

施
設

 
分

類
 

施
設

名
称

 
荷

重
の
組

合
せ

 
評

価
対
象

 
部
位

 
評

価
 

項
目

 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界

 
応

力
等
の

状
態

 
限

界
状
態

 

屋 外 の 外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

残
留

熱
除

去
系

海
水

系
ス

ト

レ
ー

ナ
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
用

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，

Ｗ
Ｐ
，

Ｗ
Ｍ
）

＋
Ｆ

Ｐ
 

外
殻

を
構

成

す
る

部
材

 
衝

突
 

変
形

 
固

形
物
除

去
機

能
の

喪
失

 

評
価

式
に

よ
り

算
定

し
た

貫
通

限
界
厚

さ

が
，

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
の

厚
さ
か

ら

計
算

上
必

要
な

厚
さ

を
差

し
引

い
た
残

り

の
厚

さ
未

満
と

す
る

。
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん

断
，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許
容

応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す
る

。
 

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

排
気

筒
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｗ

 
配

管
本
体

 
構

造
 

強
度

 
一

次
（
膜

＋
曲

げ
）

 
部

材
の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許
容

応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す
る

。
 

主
排

気
筒

 
Ｆ

ｄ
＋

Ｗ
Ｗ

 
筒

身
，
鉄

塔
 

構
造

 
強

度
 

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 

「
鋼

構
造

設
計

基
準

」
等

に
準

じ
て
断

面

算
定

を
行

う
。

 

配
管

及
び

弁
（

中
央

制
御

室

換
気

系
冷

凍
機

，
残

留
熱

除

去
系

海
水

系
ポ

ン
プ

及
び

デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

海
水

ポ

ン
プ

周
り

）
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，

Ｗ
Ｐ
，

Ｗ
Ｍ
）

＋
Ｆ

Ｐ
 

外
殻

を
構

成

す
る

部
材

 
衝

突
 

変
形

 
流

路
を
確

保
す

る
機

能
の

喪
失

 

評
価

式
に

よ
り

算
定

し
た

貫
通

限
界
厚

さ

が
，

外
殻

を
構

成
す

る
部

材
の

厚
さ
か

ら

計
算

上
必

要
な

厚
さ

を
差

し
引

い
た
残

り

の
厚

さ
未

満
と

す
る

。
 

配
管

本
体

 
構

造
 

強
度

 
一

次
（
膜

＋
曲

げ
）

 
部

材
の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許
容

応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以
下

と
す
る

。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
6/
7
) 

施
設
 

分
類
 

施
設

名
称
 

荷
重

の
組

合
せ
 

評
価

対
象
 

部
位
 

評
価
 

項
目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界
 

応
力

等
の

状
態
 

限
界

状
態
 

外 気 と 繋 が っ て い る 屋 内 の 

外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 

ダ
ク

ト
（

非
常

用
換

気
空

調
設

備
及
び

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
原

子
炉

建
屋
原

子
炉

棟
貫

通
部

）
）
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｐ
 

ダ
ク

ト
鋼

板

（
本

体
）
 

構
造

 
強

度
 

曲
げ

，
座

屈
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
及

び
座

屈
に

対

す
る

評
価

式
を

満
足

す
る

許
容

応
力

以
下

又
は

ク
リ

ッ
プ

リ
ン

グ
座

屈
に

応
じ

た
許

容
応

力
以

下
と

す
る

。
 

隔
離

弁
（
非

常
用
換

気
空
調
設

備
及

び
原

子
炉
建

屋
換
気

系
（
原
子

炉
建

屋
原

子
炉
棟

貫
通
部

）
）

 

Ｗ
Ｐ

 

弁
箱

 
構

造
 

強
度

 
周

方
向
応

力
 

部
材

の
降

伏
 

弾
性

範
囲

内
で

あ
る

部
材

の
降

伏
応

力
を

許
容

限
界

と
す

る
。

 
弁

体
 

構
造

 
強

度
 

曲
げ

 
部

材
の
降

伏
 

弁
棒

 
構

造
 

強
度

 
せ

ん
断

 
部

材
の
降

伏
 

フ
ァ

ン
（

非
常
用

換
気
空

調
設

備
）

 
Ｗ

Ｐ
 

ケ
ー

シ
ン

グ
 

構
造

 
強

度
 

周
方

向
応

力
 

部
材

の
降

伏
 

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以

下
と

す
る

。
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表
4
-
8 

施
設

ご
と

の
許

容
限

界
(
7/
7
) 

施
設
 

分
類
 

施
設

名
称
 

荷
重

の
 

組
合

せ
 

評
価

対
象
 

部
位
 

評
価
 

項
目
 

機
能

損
傷

モ
ー

ド
 

許
容

限
界
 

応
力

等
の

状
態
 

限
界

状
態
 

外 部 事 象 防 護 対 象 施 設 に 波 及 的 影 響 を 及 ぼ す 

可 能 性 が あ る 施 設 

サ
ー

ビ
ス

建
屋

 
Ｆ

ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｐ
，

Ｗ
Ｍ
）

 
構

造
躯
体

 
構

造
 

強
度

 
せ

ん
断

 
接

触
 

変
形

量
が

，
隣

接
す

る
原

子
炉

建
屋

及
び

タ
ー

ビ
ン

建
屋

と
の

離
隔

距
離

以
下

と
す

る
。

 

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

防
護

壁
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｍ
）

 
構

造
躯
体

 
構

造
 

強
度

 
せ

ん
断

 
接

触
 

変
形

量
が

，
隣

接
す

る
残

留
熱

除
去

系
海

水
系

ポ
ン

プ
等

と
の

離
隔

距
離

以
下

と
す

る
。

 

鋼
製

防
護

壁
 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｗ

 
鋼

製
躯
体

 
構

造
 

強
度

 
せ

ん
断

 
接

触
 

変
形

量
が

，
隣

接
す

る
海

水
ポ

ン
プ

室
と

の
離

隔
距

離
以

下
と

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

排
気

消

音
器

 
Ｆ

ｄ
＋

Ｗ
Ｗ

 
取

付
ボ
ル

ト
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

構
造

 
強

度
 

引
張

，
せ

ん

断
，

組
合

せ
 

部
材

の
降

伏
 
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以

下
と

す
る

。
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

付
属

排

気
配

管
及

び
ベ

ン
ト

配
管

 
Ｆ

ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｐ
）

＋
Ｆ

Ｐ
 

配
管

本
体

 
構

造
 

強
度

 
一

次
（
膜

＋
曲

げ
）

 
部

材
の
降

伏
 
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以

下
と

す
る

。
 

残
留

熱
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系

海
水

系
配

管

（
放

出
側

）
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル

発
電

機
用

海
水

配
管

（
放

出

側
）

 

Ｆ
ｄ
＋

Ｗ
Ｔ
（

Ｗ
Ｗ
，
Ｗ

Ｐ
）

＋
Ｆ

Ｐ
 

配
管

本
体

 
構

造
 

強
度

 
一

次
（
膜

＋
曲

げ
）

 
部

材
の
降

伏
 
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｇ

４
６

０
１

等
に

準
じ

て
許

容
応

力
状

態
Ⅲ

Ａ
Ｓ
の

許
容

応
力

以

下
と

す
る

。
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表 4-9 クラス 1・クラス 2，3・その他の支持構造物の許容応力 

許容応力 

状態 

許容応力＊1 ＊2 ＊3 

（ボルト以外） 

許容応力＊2 

（ボルト等） 

一次応力 一次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張 せん断 

ⅢＡＳ 1.5ｆｔ 1.5ｆｓ 1.5ｆｃ 1.5ｆｂ 1.5ｆｔ 1.5ｆｓ 

注記 ＊1：「鋼構造設計規準 ＳＩ単位版」（2002 年日本建築学会）等の幅厚比の制限を満足さ

せる。 

＊2：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

＊3：耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解

析を行うものについては，耐圧部と同じ許容応力とする。 

 

表 4-10 クラス 2，3 容器の許容応力 

許容応力 

状態 

許容応力 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 
一次＋二次応力 

ⅢＡＳ Min[Ｓｙ，0.6Ｓｕ] 左欄の 1.5 倍の値 2Ｓｙ 

 

表 4-11 クラス 2，3 配管の許容応力 

許容応力 

状態 

許容応力 

一次一般膜応力 
一次応力 

（曲げ応力を含む） 

ⅢＡＳ 

Min[Ｓｙ，0.6Ｓｕ] 

ただし，オーステナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金については 1.2

Ｓとしてもよい 

Ｓｙ
 

ただし，オーステナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金については 1.2

Ｓとしてもよい 

 

表 4-12 クラス 2ポンプの許容応力 

許容応力 

状態 

許容応力 

一次一般膜応力 

ⅢＡＳ Min[Ｓｙ，0.6Ｓｕ] 
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5. 強度評価方法 

評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の上，規格及び基準類や既往の文献にお

いて適用が妥当とされる手法に基づき実施することを基本とする。 

・ＦＥＭ等を用いた解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参照して，設計竜巻による荷重は地震荷重と同様に

施設に作用する場合は，地震荷重と同様に外力として評価をするため，ＪＥＡＧ４６０１を適用

可能とする。ただし，閉じた施設となる屋外配管等については，その施設の大きさ及び形状を考

慮した上で，気圧差を見かけ上の配管の内圧の増加として評価する。 

風圧力による荷重の影響を考慮する施設については，建築基準法施行令等に基づき風圧力によ

る荷重を考慮し，設備の受圧面に対して等分布荷重として扱って良いことから，評価上高さの

1/2または荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作用するものとする。 

設計竜巻による荷重が作用する場合に強度評価を行う施設のうち，強度評価方法として，ポン

プ，容器及び建屋等の定式化された評価式を用いた解析法を以下に示す。 

ただし，以下に示す強度評価方法が適用できない施設及び評価対象部位については，個別計算

書にその強度評価方法を含めて記載する。 

 

  

100



97 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

5.1 建屋・構造物に関する評価式 

5.1.1 鉄筋コンクリート造構造物 

(1) 評価条件 

a. 貫通限界厚さは，NEI07-13に示されているDegen式を用いて算定する。 

Degen式における貫入深さは，「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日

原子炉安全専門審査会）」で用いられている修正NDRC式を用いて算定する。 

b. 裏面剥離限界厚さは，NEI07-13に示されているChang式を用い算定する。 

c. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算出する。 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-1に示す。 

 

表5-1 評価対象部位及び評価内容 

施設名称 評価対象部位 評価内容 

原子炉建屋 

屋根スラブ 

外壁 

構造躯体 

貫通 

裏面剥離 

転倒及び脱落 

デッキプレート 貫通 

タービン建屋 

外部事象防護対象施設が設置さ

れている区画の建屋内壁（オペ

レーティングフロア床版，気体

廃棄物処理系バルブ室） 
構造躯体 

貫通 

裏面剥離 

転倒及び脱落 

軽油貯蔵タンクタンク室 
鋼製蓋支持部 

頂版 

貫通 

裏面剥離 

サービス建屋 
鉄筋コンクリート躯体 

耐震壁 
変形 

海水ポンプエリア防護壁 
鉄筋コンクリート壁 

鉄骨架構 変形 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

Degen式による貫入限界厚さの算定に用いる記号を表5-2に，Chang式による裏面剥離

限界厚さの算定に用いる記号を表5-3に示す。 
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表5-2 Degen式による貫入限界厚さの算定に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｄ kgf/cm3 飛来物直径密度 Ｄ＝Ｗ/ｄ3 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｅ cm 貫通限界厚さ（コンクリート） 

Ｆｃ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｎ － 飛来物の形状係数 

Ｖ m/s 
外壁 飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｗ kgf 飛来物重量 

Ｘ cm 貫入深さ 

αｅ － 低減係数 

 

表5-3 Chang式による裏面剥離限界厚さの算定に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｆｃ’ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｓ cm 裏面剥離限界厚さ 

Ｖ m/s 
外壁 飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｖ０ m/s 飛来物基準速度 

Ｗ kgf 飛来物重量 

αｓ － 低減係数 

 

b. 評価方法 

(a) Degen式による貫通限界厚さの算定 

Degen式を以下に示す。 

Ｘ/ｄ≦1.52の場合 

 ｅ＝αｅ｛2.2(Ｘ/ｄ)－0.3(Ｘ/ｄ)2｝・ｄ 

1.52≦Ｘ/ｄ≦13.42の場合 

ｅ＝αｅ｛0.69＋1.29(Ｘ/ｄ)｝・ｄ 

 

(b) Chang式による裏面剥離限界厚さの算定 

Chang式を以下に示す。 
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Ｓ＝1.84α
Ｓ
・  Ｖ

０

Ｖ
 0.13

・

 Ｗ・Ｖ
2

0.0980
 0.4

ｄ
0.2

・ｆ
ｃ

’
0.4

 

 

5.1.2 鋼製構造物 

(1) 評価条件 

a. 飛来物が外部事象防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミサ

イル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL

式を用いて算出する。 

b. 荷重及び応力は力学における標準式を用いて算出する。 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-4に示す。 

 

表5-4 評価対象部位及び評価内容 

施設名称 評価対象部位 評価内容 

原子炉建屋 

屋根スラブ 

（スタッド） 
脱落 

原子炉建屋大物搬入口扉

（原子炉建屋原子炉棟水

密扉） 

貫通 

転倒及び脱落 

原子炉建屋大物搬入口扉

（機器搬入口内側扉） 
貫通 

原子炉建屋付属棟1階電気

室搬入口水密扉 

貫通 

転倒及び脱落 

軽油貯蔵タンクタンク室 鋼製蓋 貫通 

鋼製防護壁 上部工（鋼殻構造部） 変形 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

BRL式による貫入限界厚さの算定に用いる記号を表5-7に，力学における標準式によ

る荷重及び応力の算定に用いる記号を表5-8に示す。 
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表5-7 BRL式による貫入限界厚さの算定に用いる記号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5-8 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号(1/2) 

（屋根スラブ及びスタッド） 

記号 単位 定義 

Ｌ m 屋根スラブの支持スパン 

Ｍ kN･m 屋根スラブに生じる単位幅の曲げモーメント 

ｐ mm スタッドの間隔 

Ｑ kN/m 屋根スラブに生じる単位幅のせん断力 

Ｔ kN スタッドに生じる引張力 

ωｄ kN/m 常時作用する荷重による単位幅あたりの荷重 

ωＴ kN/m 
設計竜巻による単位幅あたりの荷重 

(=max{ωＴ１,ωＴ２}) 

ωＴ１ kN/m 設計竜巻荷重ＷＴ１による単位幅あたりの荷重

ωＴ２ kN/m 

設計竜巻荷重ＷＴ２による単位幅あたりの荷重

（設計飛来物による衝撃荷重ＷＭは考慮しな

い） 

 

表5-9 力学における標準式による荷重及び応力の算定に用いる記号(2/2) 

（水密扉） 

記号 単位 定義 

Ｌｂ m 軸支持間距離（カンヌキ） 

ＬＰ m 軸支持間距離（カンヌキ受けピン） 

Ｍ kN 曲げモーメント 

ｎ 箇所 カンヌキの箇所数 

Ｐ０ kN 竜巻の気圧差による荷重 

Ｑ kN せん断力 

ＲＰ kN 気圧差による荷重による反力 

Ｔ kN 引張力 

 

b. 評価方法 

(a) BRL式による貫通限界厚さの算定 

BRL式を以下に示す。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・Ｖ
2

1.439・109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

 

記号 単位 定義 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 飛来物の質量 

Ｔ m 貫通限界厚さ（鋼製部材） 

Ｖ m/s 飛来物の衝突速度（鉛直） 
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ここで等価直径ｄは下式のとおり。 

ｄ＝ 4・Ａ

π
 

(b) 力学における標準式による荷重及び応力の算定 

イ. 単位幅の屋根スラブにおける発生モーメント 

Ｍ＝
 ω

T
－ω

ｄ
 ・Ｌ

2

8
 

ロ. 単位幅の屋根スラブにおける発生せん断力 

Ｑ＝
 ω

T
－ω

ｄ
 ・Ｌ

2
 

ハ. スタッド 1 本あたりの発生引張力 

Ｔ＝Ｑ・
ｐ

1000
 

ニ. 水密扉の扉支持部材に生じる荷重 

水密扉の扉支持部材のうち，ヒンジ部はヒンジアーム，ヒンジピン，ヒンジボ

ルト，アンカーで構成され，カンヌキ部はカンヌキ，カンヌキ受けピン，カンヌ

キ受けボルトで構成されており，次式により算定する竜巻の気圧差による荷重に

よる反力から，各部材に発生する荷重を算定する。 

尚，ヒンジ部へはヒンジ側にもカンヌキが配されているため，竜巻の気圧差に

伴う荷重は発生しない。 

水密扉の概要例を図5-1に示す。また，カンヌキ部に生じる荷重の例を図5-2に

示す。 

Ｒ
Ｐ

=Ｐ
０

ｎ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-1 水密扉概要（例） 

カンヌキ

ヒンジ
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図5-2 カンヌキ部に生じる荷重の例 

 

(イ) カンヌキ 

カンヌキに生じる荷重は，次式により算定する。カンヌキに生じる荷重の例

を図5-3に示す。 

Ｍ = Ｒ
Ｐ
･Ｌ

ｂ
 

Ｑ = Ｒ
Ｐ
 

  

Ｐ０ 

ＲＰ ＲＰ 

ＲＰ 

（内側）

（外側）

カンヌキ 

カンヌキ

ヒンジ 
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図5-3 カンヌキに生じる荷重の例 

 

(ロ) カンヌキ受けピン 

カンヌキ受けピンに生じる荷重は，次式により算定する。カンヌキ受けピン

に生じる荷重の例を図5-4に示す。 

Ｍ=Ｒ
Ｐ
･
Ｌ

ｐ

4
 

Ｑ = Ｒ
Ｐ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-4 カンヌキ受けピンに生じる荷重の例 

  

カンヌキ受けピン 

Ｒ

LP

Ｒ

カンヌキ 

Ｌｂ 
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(ハ) カンヌキ受けボルト  

カンヌキ受けボルトに生じる荷重は，次式により算定する。カンヌキ受けボ

ルトに生じる荷重の例を図5-5に示す。 

Ｔ = Ｒ
Ｐ
 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-5 カンヌキ受けボルトに生じる荷重の例 

 

 

  

カンヌキ受けボルト 

ＲP
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5.2 機器・配管系に関する評価式 

5.2.1 衝突評価が必要な機器 

(1) 評価条件 

衝突評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 貫通計算においては，評価対象部位に飛来物が衝突した際に跳ね返らず，貫通する

ものとして評価する。 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5-10 に示す。 

 

表5-10 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

飛来物が衝突する可能性がある部位のう

ち，最小板厚部等，貫通によって当該施設

が機能喪失する可能性がある箇所 

衝突による貫通力 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

衝突評価に用いる記号を表5-11に示す。 

表5-11 衝突評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ m 
評価において考慮する飛来物が衝突する衝突

断面の等価直径 

Ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 評価において考慮する飛来物の質量 

Ｔ mm 鋼板の貫通限界厚さ 

ｖ m/s 評価において考慮する飛来物の飛来速度 

 

b. 評価方法 

(a) 貫通限界厚さの算出 

飛来物が外部事象防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミ

サイル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられてい

るBRL式を用いて算出する。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・ｖ
2

1.4396×109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

 

 

5.2.2 ポンプ 

(1) 海水ポンプ 

a. 評価条件 

海水ポンプの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 
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(a) 応力計算において，1質点系モデルとし，ポンプ部は全高の1/2の位置に，モータ

部は風圧力による荷重の作用中心と同等，あるいはより高い重心作用位置に複合荷

重が作用することとする。また，設計竜巻による風荷重はそれぞれの評価対象部位

に対して発生応力が大きくなる方向から当たるものとする。 

海水ポンプの強度評価対象部位を図5-6に示す。また，ポンプ部及びモータ部の応

力計算モデル図を図5-7に示す。 

(b) たわみ量計算において，ポンプ据付面から原動機支え台上端までと，原動機支え

台上端から原動機までの片持ち梁と考え，違う断面性能の一軸中空形モデルで，荷

重が全高の半分の位置に作用することとする。 

たわみ量計算モデル図を図5-8に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-12に示す。 

 

表5-12 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

基礎ボルト，取付ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

原動機フレーム ・曲げ 

軸受部 ・曲げ 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

海水ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる記号を表5-13，表5-14

に示す。 
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表5-13 海水ポンプの構造強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 ボルトの断面積 

Ｄ mm 原動機フレーム外径 

ｄ mm 原動機フレーム内径 

Ｆｂ N ボルトに作用する引張力 

ＦＨ N ボルトに作用するせん断力 

Ｆｉ N 各ボルトに作用する引張力 

Ｆｎ N ボルトに作用する最大引張力 

Ｈ N 自重による荷重  

ｈ mm 基準面からの重心距離 

ｈｕ mm 基準面から上端カバー上端までの高さ 

ｈｗ mm 原動機フレーム溶接部高さ 

Ｌ mm 重心と支点間の距離  

Ｌｇ mm ポンプ部各評価部位の評価高さ 

ＬＨ mm 重心と支点間の距離  

Ｌｉ mm 各ボルト間の距離  

Ｌ１～Ｌ８ mm 支点と評価ボルト間の距離  

Ｌｎ mm 各ボルト間距離のうち最長距離 

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

Ｎ － ボルトの本数  

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ）  

π － 円周率 

σ MPa 原動機フレームの曲げ応力 

σｂｔ MPa ボルトの引張応力  

τ MPa せん断応力  

 

表5-14 海水ポンプの動的機能維持評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ａ mm 部材間の長さ  

Ｅ MPa 縦弾性係数  

ｈ’ mm 基準点から作用点までの距離  

Ｉ mm4 断面二次モーメント  

ｉ rad 傾斜  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ）  

Ｗ’ N 
たわみ量及び発生荷重計算において設計竜巻による風圧を受ける面

それぞれのＷＴ２の合計の複合荷重  

Ｗ” N 発生荷重  

ｘ’ mm 評価対象部から支点までの距離  

ｙ mm たわみ量  

δ mm フレーム変位量  
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(b) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6(1/2) 海水ポンプの強度評価対象部位（残留熱除去系海水系ポンプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6(2/2) 海水ポンプの強度評価対象部位（ディーゼル発電機用海水ポンプ） 

 

原動機取付ボルト 

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 

上部軸受タンクカバー 

取付ボルト 

一次側端子箱 

取付ボルト 

上部軸受ブラケット 

取付ボルト 

原動機フレーム 

原動機取付ボルト

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 

主回路用端子箱 

取付ボルト 

原動機フレーム 

エンドカバー取付ボルト 

スペースヒータ用 

端子箱取付ボルト 
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図 5-7(1/2) 応力の計算モデル図（ポンプ部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7(2/2) 応力の計算モデル図（原動機部） 

 

  

風
荷重：ＷＴ 

h 

受圧面積：Ａ

評価対象部位
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図 5-8(1/2) 海水ポンプのたわみ量計算モデル（残留熱除去系海水系ポンプ） 
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図 5-8(2/2) 海水ポンプのたわみ量計算モデル（ディーゼル発電機用海水ポンプ） 
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(c) 評価方法 

イ. 応力の算出 

機械工学便覧を参考に算出する。 

(イ) ポンプ部 

・風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・全高／2 

・引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

・せん断応力τ 

・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

(ロ) 原動機部 

・風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ＋Ｈ・Ｌ（ボルト取付方向が水平方向の場合） 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ（ボルト取付方向が鉛直方向の場合） 

 

【原動機フレーム】 

原動機フレームの応力算出方法を以下に示す。 

・曲げ応力 

σ＝
Ｍ

Ｚ
 

ここで， 

Ｚ＝
π  Ｄ4

―ｄ
4 

32・Ｄ
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【一次側端子箱ボルト部（残留熱除去系海水系ポンプ），主回路用端子箱ボル

ト部（ディーゼル発電機用海水ポンプ），スペースヒータ用端子箱ボルト部（デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ）】 

・引張応力 

Ｆ
ｂ
＝

Ｍ

Ｌ
１
・Ｎ

 

ｂ

ｂ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

・せん断応力 

・ＮＡ

Ｆ
τ＝

ｂ

Ｈ  

    ここで， 

Ｆ
Ｈ
＝ Ｗ

Ｔ

２
＋Ｈ

2
 

 

【上部軸受ブラケット取付ボルト部（残留熱除去系海水系ポンプ），上部軸受

タンクカバー取付ボルト部（残留熱除去系海水系ポンプ），エンドカバー取付ボ

ルト部（ディーゼル発電機用海水ポンプ）】 

・引張応力 

竜巻によって生じる転倒荷重が上端部（評価上厳しい条件）に作用した際

の，取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価する。 

(ⅰ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈｕ 

(ⅱ) 引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

(ⅲ) せん断応力τ 
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・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

ロ. たわみ量及び発生荷重の計算 

(イ) たわみ量の算出 

たわみ量の算出において，竜巻による風圧力を受ける面のそれぞれのＷＴ２の

合計を複合荷重Ｗ’とする。 

Ｗ’＝ΣＷＴ２ 

 

以下のミオソテスの方法より各評価対象部位のたわみ量yと傾斜iを算出す

る。なお，荷重は高さの半分の位置に作用することとする。  

ミオソテスの方法  

3・Ｅ・Ｉ

・ａＷ’
＋

2・Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｙ＝

32

 

2・Ｅ・Ｉ

・ａ’Ｗ
＋

Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｉ＝

2

 

Ｍ＝Ｗ’・ｈ’ 

 

(ロ) 発生荷重の算出 

軸受部において，フレーム変位により作用する軸受反力と軸受許容荷重を比

較し，発生荷重が許容荷重より小さいことを確認する。  

発生荷重Ｗ”は次式より計算する。  

δ＝評価対象部位の変位量 － 支点の変位量  

 

また，発生荷重は  

3・Ｅ・Ｉ

Ｗ”・ｘ’
δ＝

3

 

より  

3ｘ’

3・Ｅ・Ｉ・δ
Ｗ”＝  
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5.2.3 容器 

(1) ディーゼル発電機吸気口 

a. 評価条件 

ディーゼル発電機吸気口の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(a) 設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重，自重を加えた荷重に対する，

胴板，支持脚の構造健全性を1質点系モデルとし，ＪＥＡＧ４６０１の4脚たて置円

筒形容器の計算方法を準用して計算を行う。ここで，荷重の作用点は評価上高さの

1/2より高い容器の重心位置とする。 

ディーゼル発電機吸気口のモデル図を図5-9に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-15に示す。 

 

表5-15 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

胴板 

・一次一般膜 

・一次 

・一次＋二次 

支持脚 
・組合せ 

・座屈 

支持脚基礎溶接部 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

ディーゼル発電機吸気口の強度計算に用いる記号を表5-16に示す。 

  

119



116 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

表5-16 強度評価に用いる記号（1/4） 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａｓ mm2 脚の断面積 

Ａｓｒ mm2 脚の半径方向軸に対する有効せん断断面積 

Ａｓｔ mm2 脚の周方向軸に対する有効せん断断面積 

Ｃ - 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｃ１ mm アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2(胴の周方向) 

Ｃ２ mm アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2(胴の軸方向) 

Ｃｃ，ＣL - 応力の補正係数 

Ｄｉ mm 胴の内径 

Ｅ MPa 胴の縦弾性係数 

Ｅｓ MPa 脚の縦弾性係数 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ０ N 振動モデル系における水平力 

ｆｃ MPa 脚の許容圧縮応力 

ｆｂｒ MPa 脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力 

ｆｂｔ MPa 脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力 

ｆｔ MPa 脚の許容引張応力 

Ｇ - ガスト影響係数 

Ｇｓ MPa 脚のせん断弾性係数 

ｇ m/s2 重力加速度 （＝9.80665） 

Ｈ m ディーゼル発電機吸気口高さ 

Ｉ mm4 胴の断面 2次モーメント 

Ｉｓｒ mm4 脚の半径方向軸に対する断面 2次モーメント 

Ｉｓｔ mm4 脚の周方向軸に対する断面 2 次モーメント 

Ｊｓ mm4 脚のねじりモーメント係数 

Ｋｃ - 脚の胴つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局部ばね定数 

ＫＬ - 胴の脚つけ根部における長手方向曲げモーメントに対する局部ばね定数

Ｋｒ - 胴の脚つけ根部における半径方向荷重に対する局部ばね定数 

ｋＬ - アタッチメントパラメータ軸方向の補正係数 

ｋｃ - アタッチメントパラメータ周方向の補正係数 
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表5-16 強度評価に用いる記号（2/4） 

記号 単位 定義 

Ｌ mm 脚の長さ 

Ｌｃ mm 脚の中立軸間の距離 

Ｌｇ mm 基礎から容器上部重心までの距離 

Ｍ１ N・mm 風荷重(Ｚ方向)による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント 

Ｍ３ N・mm 風荷重(Ｚ方向)による胴の脚つけ根部のねじりモーメント 

Ｍｃ N・mm 風荷重(Ｚ方向)による胴の脚つけ根部の周方向モーメント（圧縮側） 

ＭＬ N・mm 運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント（引張側） 

Ｍｘ N・mm 胴に生じる軸方向の曲げモ－メント 

Ｍφ N・mm 胴に生じる周方向の曲げモ－メント 

ｍ０ kg 運転時質量 

Ｎｘ N/mm 胴に生じる軸方向の膜力 

Ｎφ N/mm 胴に生じる周方向の膜力 

Ｐ N 運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 

Ｐ１ N 風荷重(Ｚ方向)による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 

Ｑ N 風荷重(Ｚ方向)による胴の脚つけ根部の周方向荷重 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｒ N 運転時質量による脚の軸力 

Ｒ１ N 風荷重(Ｚ方向)により脚に作用する軸力 

ｒｍ mm 胴の平均半径 

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5 の表にて規定される設計引張強さ 

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表 Part5 の表にて規定される設計降伏点 

ｔ mm 胴の板厚 

ｕ mm 脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離 

Ｗ１ N 風荷重 

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ１ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ１＝ＷＰ）  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ）  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＰ N 設計竜巻の気圧差による荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

Ｚｓｒ mm3 脚の半径方向軸に対する断面係数 

Ｚｓｔ mm3 脚の周方向軸に対する断面係数 

β,β１,β２

βｃ,βＬ 
- アタッチメントパラメータ 

γ - シェルパラメータ 
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表5-16 強度評価に用いる記号（3/4） 

記号 単位 定義 

ΔＰ N/m2 気圧差 

Δｒ mm 運転時質量による胴の半径方向局部変位量 

Δｒ１ mm 水平力Ｆ０による胴の半径方向局部変位量 

Δｘ１ mm 水平力Ｆ０による第 1脚上端の水平方向変位量 

Δｘ３ mm 水平力Ｆ０による第 2脚上端の水平方向変位量 

Δｙ１ mm 水平力Ｆ０による第 1脚の鉛直方向変位量 

θ rad 運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角 

θ０ rad 水平力Ｆ０による胴の中心軸の傾き角 

θ１ rad 水平力Ｆ０による第 1脚の傾き角（圧縮側） 

θ２ rad 水平力Ｆ０による胴の第 1脚つけ根部における局部傾き角 

θ３ rad 水平力Ｆ０による第 2脚の傾き角 

π - 円周率 

ρ - 比重 

σ０ MPa 胴の一次一般膜応力の最大値 

σ０φ MPa 胴の周方向一次一般膜応力 

σ０ｘ MPa 胴の軸方向一次一般膜応力 

σ１ MPa 胴の一次応力の最大値 

σ２ MPa 胴の一次＋二次応力の最大値 

σ１１ ～σ１４ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次応力 

σ１５ ，σ１６ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次応力 

σ２１ ～σ２４ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次＋二次応力 

σ２５ ，σ２６ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次＋二次応力 

σｓ MPa 脚の組合せ応力の最大値 

σｓ１,σｓ２ MPa 運転時質量による脚の圧縮応力,曲げ応力 

σｓ５ ～σｓ７ MPa 風荷重（Ｚ方向）による脚の圧縮応力,曲げ応力 

σｓ８ ～σｓ１０ MPa 風荷重（Ｘ方向）による脚の圧縮応力,曲げ応力 

σｓｃ MPa 脚の圧縮応力の和 

σｓｒ MPa 脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

σｓｔ MPa 脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 

σｓｘ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 

σｓｚ１,σｓｚ２ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 

σｘ１ MPa 静水頭又は内圧による胴の軸方向応力 

σφ１ MPa 静水頭又は内圧による胴の周方向応力 

σｘ２ MPa 運転時質量による胴の軸方向応力 

σｘ３ MPa 運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の軸方向応力

σφ３ MPa 運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向応力

σｘ４ MPa 運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の軸方向応力 

σφ４ MPa 運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力 

σｘ５ MPa 応力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向応力 
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表5-16 強度評価に用いる記号（4/4） 

記号 単位 定義 

σｘ６１,σｘ６２ MPa 
風荷重(Ｚ方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方向応

力 

σφ６１,σφ６２ MPa 
風荷重(Ｚ方向)が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方向応

力 

σｘ７１,σｘ７２ MPa 
風荷重(Ｚ方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の軸

方向応力 

σφ７１,σφ７２ MPa 
風荷重(Ｚ方向)が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の周

方向応力 

σｘ８１,σｘ８２ MPa 
風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の周方向モーメントによる胴の軸

方向応力 

σφ８１,σφ８２ MPa 
風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の周方向モーメントによる胴の周

方向応力 

σｘ９１,σｘ９２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の半径方向荷重による胴の軸方向

応力 

σφ９１,σφ９２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の半径方向荷重による胴の周方向

応力 

σｘ１０１,σｘ１０２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の

軸方向応力 

σφ１０１,σφ１０２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメントによる胴の

周方向応力 

σｘ１１１,σｘ１１２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の周方向モーメントによる胴の軸

方向応力 

σφ１１１,σφ１１２ MPa 
風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の周方向モーメントによる胴の周

方向応力 

σｘｘ１,σｘｘ２ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 

σｘｘ３,σｘｘ４ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次＋二次応力の和

σｘｚ１ ～σｘｚ４ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 

σｘｚ５ ～σｘｚ８ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次＋二次応力の和

σφｘ１,σφｘ２ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 

σφｘ３,σφｘ４ MPa 風荷重（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次＋二次応力の和

σφｚ１ ～σφｚ４ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 

σφｚ５ ～σφｚ８ MPa 風荷重（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次＋二次応力の和

τ３ MPa 
風荷重（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じるねじりモーメント

によるせん断応力 

τ６ MPa 
風荷重（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じるねじりモーメント

によるせん断応力 

τｃ１ MPa 風荷重（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん断応力

τｃ４ MPa 風荷重（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周方向せん断応力

τＬ１ MPa 運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力 

τＬ２ MPa 風荷重（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力

τＬ５ MPa 風荷重（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力
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(b) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 ディーゼル発電機吸気口の評価モデル図 

 

(c) 評価方法 

イ. 荷重の設定 

水平力の釣合より 

 

転倒モーメントの釣合より 

 

ただし， 

 

第 1 脚の水平方向変位量Δｘ１，傾き角θ１，鉛直方向変位量Δｙ１は次による。 

 

 

ここで， 

 

 

 

 

 

 

胴の半径方向局部変位量Δｒ１と局部傾き角θ2は次による。 

  

風
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ここで，βＬは次による。 

 

 

 

 

 

 

第 2 脚の傾き角 θ０と水平方向変位量Δｘ３は，次による。 

 

 

 

 

 

第 1 脚と胴の傾き角の釣合より 

 

 

第 2 脚のねじり角と局部傾き角は等しいことから 

 

 

ここで，βｃは次による。 

 

 

 

 

 

 

 

脚と胴の水平方向変位の釣合より 

 

 

さらに鉛直方向変位の釣合より 
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式を代入して， 

 

 

 

式を代入して 

 

 

 

式を変形して 

 

 

 

式を代入して 

 

 

 

 

 

したがって，6変数Ｐ１，Ｑ，Ｒ１，Ｍ１，Ｍ３，Ｍｃに対して上記式を連立させる

ことにより方程式ができる。 

 

ロ. 胴の応力計算 

(イ) 静水頭又は内圧による応力 

ディーゼル発電機吸気口に静水頭，内圧は発生しないため，σφ１及びσｘ１は 0

となる。 

(ロ) 運転時質量による応力 

 

 

(ハ) 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力 

脚下端が固定の場合，軸力Ｒは次による。 

 

 

脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形を図 5-10 に示す。 
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図 5-10 脚下端が固定の場合の脚及び胴の変形 

 

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから 

 

 

 

また，脚上端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから 

 

 

したがって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛直方向モーメントＭＬにより生じる胴の局部応力は，図 5-11 に示す 3 次元 FEM

モデルより求める(以下*を付記する)ことにより算定する。 
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図 5-11 3 次元 FEM モデル 

 

 

 

 

 

 

 

半径方向荷重Ｐにより生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

 

 

反力Ｒによるせん断応力は，次による。 

 

 

 

(ニ) 風荷重による胴の曲げ応力 

 

 

(ホ) Ｚ方向荷重による胴の脚つけ根部の応力 

・ 一次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部応力は，次による。 
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鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

 

 

 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

 

 

 

ここで，βｃは次による。 

 

 

周方向せん断力Ｑによるせん断応力は，次による。 

 

 

鉛直方向せん断力Ｒ１によるせん断応力は，次による。 

 

 

ねじりモーメントＭ３により生じる胴の局部せん断応力は，次による。 
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・ 二次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

 

 

 

 

 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

 

 

 

 

 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

 

 

 

 

 

(ヘ) Ｘ方向荷重による胴の脚つけ根部の応力 

・ 一次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

周方向せん断力 Ｑによるせん断応力は，次による。 

 

 

鉛直方向せん断力Ｒ１によるせん断応力は，次による。 
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ねじりモーメントＭ３により生じる胴の局部せん断応力は，次による。 

 

 

・ 二次応力 

半径方向荷重Ｐ１により生じる胴の局部曲げ応力は，次による。 

 

 

 

鉛直方向曲げモーメントＭ１により生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部応力は，次による。 

 

 

 

(ト) 組合せ応力 

(イ)～(ヘ)項によって算出される脚つけ根部に生じる胴の応力は，次により組み合

わせる。 

・ 一次一般膜応力 

 

 

 

 

・ 一次応力（膜＋曲げ） 

胴の評価点を図 5-12 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12 胴の評価点 
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① Ｚ方向荷重が作用した場合 

・第 1脚つけ根部 

（第 1評価点） 

 

 

 

 

 

（第 2評価点） 

 

 

 

 

 

・第 2脚つけ根部 

（第 1評価点） 

 

 

 

 

 

 

（第 2評価点） 

 

 

 

 

 

② Ｘ方向荷重が作用した場合 

（第 1評価点） 
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φ１０１φ９１φ４φ３φ１φｘ１ σσσσσσ
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（第 2評価点） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 組合せ一次＋二次応力 

① Ｚ方向荷重が作用した場合 

・第 1脚つけ根部 

（第 1評価点） 

 

 

 

 

 

（第 2評価点） 

 

 

 

 

 

・第 2脚つけ根部 

（第 1評価点） 

 

 

 

 

（第 2評価点） 

 

 

 

 

  

2
６５Ｌ１Ｌ

2
ｘｘ２φｘ２ｘｘ２φｘ２１６ )ττ4(τ)σ(σ)σ(σ

2

1
σ

φ１１１φ９１φ４φ１φｘ２ σσσσσ

ｘ１１１ｘ９１ｘ５ｘ４ｘ２ｘ１ｘｘ２ σσσσσσσ

１６１５１４１３１２１１１ σ,σ,σ,σ,σ，σmaxσ

φ７２φ７１φ６２φ６１φｚ５ σσσσσ

ｘ７２ｘ７１ｘ６２ｘ６１ｘ５ｘｚ５ σσσσσσ

2
ｘｚ５φｚ５ｘｚ５φｚ５２１ )σ(σσσσ

φ６２φ６１φｚ６ σσσ

ｘ６２ｘ６１ｘ５ｘｚ６ σσσσ

2

２Ｌ
2

ｘｚ６φｚ６ｘｚ６φｚ６２２ 4τ)σ(σσσσ

0σｘｚ７

2
３ｃ１

2
ｘｚ７φｚ７ｘｚ７φｚ７２３ )τ4(τ)σ(σσσσ

φ８２φ８１φｚ８ σσσ

ｘ８２ｘ８１ｘｚ８ σσσ

2
３

2
ｘｚ８φｚ８ｘｚ８φｚ８２４ 4τ)σ(σσσσ

0σ ７φｚ
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② Ｘ方向荷重が作用した場合 

（第 1評価点） 

 

 

 

 

（第 2評価点） 

 

 

 

 

 

 

ハ. 脚の応力計算 

(イ) 運転時質量による応力 

 

 

 

 

 

(ロ) 風荷重（Ｚ方向）による応力 

・ 第 1 脚 

 

 

 

 

ロ・ 第 2脚 

 

 

(ハ) Ｘ方向荷重による応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ１０２φ９２φ１０１φ９１φｘ３ σσσσσ

ｘ１０２ｘ９２ｘ１０１ｘ９１ｘ５ｘｘ３ σσσσσσ

2
６ｃ４

2
ｘｘ３φｘ３ｘｘ３φｘ３２５ )τ4(τ)σ(σσσσ

φ１１２φ１１１φ９２φ９１φ１１φｘ４ σσσσσσ

１１２ｘ１１１ｘ９２ｘ９１ｘ５ｘｘ４ σσσσσσ x

2
６５Ｌ

2
ｘｘ４φｘ４ｘｘ４φｘ４２６ )τ4(τ)σ(σσσσ

２６２５２４２３２２２１２ σ,σ,σ,σ,σ,σmaxσ

ｓ
ｓ１

Ａ

Ｒ
σ

ｓｔ

ＬL

ｓ２
Ｚ

ＭＲ・ｕ,ＬＰ・ＭＲ・umax　
σ

ｓｒ

３３

ｓ７
Ｚ

Ｍ,ＭＬ・Ｑmax
σ

ｓ

１
ｓ８

Ａ・２

Ｒ
σ

ｓｔ

１１１１１
ｓ９

・Ｚ２

Ｍ・ｕＲ,Ｌ・ＰＭ・ｕＲmax
σ

ｓｒ

３３

ｓ１０
・Ｚ２

Ｍ,ＭＬＱ・max
σ

ｓ

１
５ｓ

Ａ

Ｒ
σ

ｓｔ

１１１１１

ｓ６
Ｚ

Ｍ・ｕＲ,Ｌ・ＰＭ・ｕＲmax
σ

134



131 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

(ニ) 組合せ応力 

脚の最大応力は，下記式による。 

① Ｚ方向荷重が作用した場合 

・ 第 1 脚 

 

 

・ 第 2 脚 

 

 

② Ｘ方向荷重が作用した場合 

 

 

 

(ホ) 組合せ圧縮応力 

① Ｚ方向荷重が作用した場合 

・ 第 1 脚 

 

 

 

 

・ 第 2 脚 

 

 

 

 

② Ｘ方向荷重が作用した場合 

 

 

 

 

圧縮と曲げの組合せについて，座屈評価用の式を次式より求める。 

 

 

  

ｓ６ｓ５ｓ２ｓ１ｓｚ１ σσσσσ

ｓ７ｓ２ｓ１ｓｚ２ σσσσ

ｓｘｓｚ２ｓｚ１ｓ σ,σ,σmaxσ

ｓ１０ｓ９ｓ８ｓ２ｓ１ｓｘ σσσσσσ

ｓ５ｓ１ｓｃ σσσ

ｓ６ｓ２ｓｔ σσσ

0σｓｒ

ｓ１ｓｃ σσ

ｓ２ｓｔ σσ

ｓ７ｓｒ σσ

1　≦
f

σ

f

σ

f

σ

ｃ

ｓｃ

ｂｔ

ｓｔ

ｂｒ

ｓｒ

ｓ８ｓ１ｓｃ σσσ

ｓ９ｓ２ｓｔ σσσ

ｓ１０ｓｒ σσ
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ニ. 支持脚基礎溶接部の応力計算 

(イ) 引張応力の算出 

風圧力による荷重ＷＴ２によるモーメントＭにより，2 本の支持脚には吸気口の支

持脚基礎溶接部に作用する引張荷重Ｔが作用する。 

モーメントの釣り合いを考えると， 

Ｍ＝ＷＴ２・Ｌｇ＝2・Ｔ・Ｌ１ 

よって吸気口の支持脚基礎溶接部に作用する引張荷重Ｔは以下のようになる。 

Ｔ＝
Ｗ

Ｔ２
・Ｌ

ｇ

2Ｌ
１

 

吸気口の支持脚基礎溶接部に生じる引張応力σｔは以下のようになる。 

σｔ＝
Ｔ

Ａ
ｗ

＝
Ｗ

Ｔ２
・Ｌ

ｇ

2Ｌ
１
・Ａ

Ｗ

 

(ロ) せん断応力の算出 

吸気口の支持脚基礎溶接部に作用するせん断荷重Ｑは以下のようになる。 

Ｑ
１
＝

Ｗ
Ｔ２

4
 

よって，吸気口の支持脚基礎溶接部に生じるせん断応力τは以下のようにな

る。 

τ＝
Ｑ１

ＡＷ
＝

ＷＴ２

4Ａｗ
 

(ハ) 組合せ応力の算出 

σ＝ σ
ｔ
2 ＋3τ2 
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(2) 海水ストレーナ 

a. 評価条件 

海水ストレーナの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(a) 設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重，及び有効運転質量を考慮した

自重を加えた荷重に対する，支持脚の構造健全性を1質点系モデルとし，計算モデル

が類似しているＪＥＡＧ４６０１の横型ポンプの計算式を参考とし計算を行う。こ

こで，荷重の作用点は評価上高さの1/2より高い容器の重心位置とする。 

海水ストレーナのモデル図を図5-13に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-17に示す。 

 

表5-17 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

基礎ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

海水ストレーナの強度計算に用いる記号を表5-18に示す。 

 

表5-18 強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 基礎ボルトの軸断面積  

ｄ mm 基礎ボルト呼び径 

Ｆｂ N 基礎ボルトに対する引張力 

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm ストレーナ重心高さ 

Ｌ１ mm 基礎ボルト間の水平距離 

ＬＨ mm 重心から基礎ボルト間の水平距離  

ｍ kg 容器の有効運転質量＊  

Ｎ － 基礎ボルトの本数  

ｎｆ － 引張力を受ける基礎ボルトの本数 

Ｑｂ N 基礎ボルトに対するせん断力 

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ）  

π － 円周率  

σｂ MPa 基礎ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 

注記 ＊：有効運転質量は，容器の満水時における質量とする。 
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hm g 

L1 

LH 

(b) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-13 海水ストレーナのモデル図 

 

(c) 評価方法 

イ. 引張応力 

基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 3-3 で基礎ボルトを支点

とする転倒を考え，これを片側の基礎ボルトで受けるものとして計算する。 

(イ) 引張力 

１ｆ

Ｈ２Ｔ
ｂ

Ｌｎ

Ｌｇｈ－ｍＷ
＝Ｆ  

(ロ) 引張応力 

ｂ

ｂ
ｂ

Ａ

Ｆ
＝σ  

ここで，基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 

２
ｂ ｄ

4

π
＝Ａ  

ロ． せん断応力 

基礎ボルトに対するせん断応力は，基礎ボルト全本数で受けるものとして計算す

る。 

(イ) せん断力 

  Ｑb＝ＷＴ２ 

(ロ) せん断応力 

ＮＡ

Ｑ
τ＝

ｂ

ｂ  

 

風
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 (3) 消音器（ディーゼル発電機排気消音器） 

a. 評価条件 

消音器の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(a) 設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重を考慮した自重を加えた荷重に

対する，基礎ボルトの構造健全性を1質点系モデルとして計算を行う。ここで，荷重

の作用点は評価上高さの1/2より高い容器の重心位置とする。 

(b) ディーゼル発電機排気消音器（非常用ディーゼル発電機２Ｄ）及びディーゼル発

電機排気消音器（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）は，フィルタ部と吸収部

がフランジで結合されているが，設計竜巻による発生荷重はおおむね弾性範囲内と

なるよう設計するため大きな変位は発生せず，フィルタ部又は吸収部に発生した応

力が他方に伝達する影響は小さいため，軸直角方向からの風荷重による応力はフィ

ルタ部と吸収部各々直下の取付ボルト又は基礎ボルトに発生すると考えられる。ま

た，軸方向からの風荷重による応力はフィルタ部と吸収部各々について風が当たる

ものとして評価することで保守的な評価となるため，フィルタ部と吸収部に分けて

評価を行う。 

消音器のモデル図を図5-14～図5-16に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-19に示す。 

 

表5-19 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

取付ボルト 

基礎ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

消音器の強度計算に用いる記号を表5-20に示す。 
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表5-20 消音器の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 基礎ボルトの軸断面積  

ｄ mm 基礎ボルト呼び径 

ＦｂＨ N 基礎ボルトに対する軸直角方向応力評価における引張力 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665）  

ｈ mm 排気消音器重心高さ 

ＬｇＨ mm 重心から基礎ボルト間の軸直角方向水平距離  

ｍ kg 排気消音器の質量 

Ｎ － 基礎ボルトの本数  

Ｑｂ N 基礎ボルトに対するせん断力 

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

π － 円周率  

σｂＨ MPa 軸直角方向応力評価における基礎ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 
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(b) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-14(1/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器の評価モデル図（軸直角方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-14(2/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器の評価モデル図（軸方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-15(1/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（フィルタ部軸直角方向） 

 

 

風

h 

LgH 
LH 

風 h 

LH 
LgH 

風

h 

LgA 
LA 
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図 5-15(2/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（フィルタ部軸方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-16(1/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器モデル図（吸収部軸直角方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-16(2/2) 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（吸収部軸方向） 

  

h 

風 

LgA 

LA 

風 

h

LgH 

LH
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LA 

h

風 
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(c) 評価方法 

イ. 引張応力 

取付ボルト又は基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 5-12～

図 5-14 で取付ボルト又は基礎ボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の取付

ボルト又は基礎ボルトで受けるものとして計算する。 

(イ) 軸直角方向 

・ 引張力 

Ｆ
ｂＨ

＝
Ｗ

Ｔ
・ｈ－ｍ・ｇ・Ｌ

ｇｈ

ｎ
ｆＨ

・Ｌ
Ｈ

 

・ 引張応力 

σｂＨ＝
Ｆ

ｂＨ

Ａ
ｂ

 

ここで，取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 

Ａ
ｂ
＝

π

4
ｄ

2
 

(ロ) 軸方向 

・ 引張力 
Ｆ

ｂＡ
＝

Ｗ
Ｔ
・ｈ－ｍ・ｇ・Ｌ

ｇＡ

ｎ
ｆＡ

・Ｌ
Ａ

 

・ 引張応力 

σｂＡ＝
Ｆ

ｂＡ

Ａ
ｂ

 

ここで，取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 
Ａ

ｂ
＝

π

4
ｄ

2
 

ロ. せん断応力 

取付ボルト又は基礎ボルトに対するせん断応力は，基礎ボルト全本数で受けるも

のとして計算する。 

(イ) せん断力 

Ｑｂ＝ＷＴ 

(ロ) せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ
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5.2.4 主排気筒 

(1) 評価条件 

主排気筒の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 主排気筒は筒身と鉄塔が一体となって構成されるため，施設全体で風圧力による一

様な荷重を受けるモデルとして評価を行う。この際，設計竜巻による飛来物の衝撃荷

重は鉄塔の部材を損傷させたモデルとして考慮することとし，ＷＭ=0とする。 

評価モデルを図5-17に示す。 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-21に示す。 

 

表5-21 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

筒身 
・組合せ（圧縮＋曲げ） 

・せん断 

鉄塔 ・組合せ（圧縮＋曲げ） 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

主排気筒の強度評価に用いる記号を表5-22に示す。 

 

表5-22 主排気筒の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｆｂ N/mm2 曲げ材料強度 

ｆｃ N/mm2 圧縮材料強度 

ｃｆｃｒ N/mm2 圧縮材料強度 

ｓｆｃｒ N/mm2 せん断材料強度 

σｂ N/mm2 曲げ応力度 

σｃ N/mm2 平均圧縮応力度 

ｃσｂ N/mm2 圧縮側曲げ応力度 
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b. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-17 主排気筒モデル図 

 

c. 評価方法 

(a) 応力評価方法 

主排気筒について，3 次元ＦＥＭを用いた弾性応力解析を実施する。 

(b) 断面の評価方法 

主排気筒の断面の評価に用いる応力は，3 次元ＦＥＭモデルを用いた応力解析によ

り得られた各荷重による断面力（軸力，曲げモーメント，せん断力）を組み合せる

ことにより算定する。 

イ. 筒身板に対する断面の評価方法 

(イ) 応力検定 

機能維持検討の応力に対する断面算定は，「容器構造設計指針・同解説」に

準拠して行う。 

なお，断面性能の算定においては，腐食代 2㎜（外側：1 mm，内側：1 mm）

を控除した数を用いる。 

　１≦　
ｆ

σ
＋

ｆ

σ

ｃｒｃ

ｂｃ

ｃｒｃ

ｃ
 

かつ 

　１≦　
ｆ

τ

ｃｒｓ

 

拘束条件 
筒身基部：完全固定 
鉄塔基部：3 方向支持 
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ロ. 鉄塔主要部材に対する断面の評価方法 

(イ) 応力検定 

機能維持検討時の応力に対する断面算定は，「政令第 96 条」及び「平 13国

交告第 1024 号」に準拠して行う。 

なお，断面性能の算定においては，腐食代 1mm（外側のみ 1mm）を控除した値

を用いる。 

　１≦　
ｆ

σ
＋

ｆ

σ

ｂ

ｂ

ｃ

ｃ  

(ロ) 機能維持検討時に対する材料強度 

機能維持検討時は，「平 12 建告第 2464 号」に準拠し，材料強度Ｆ値を 1.1

倍した値を用いて算出した許容応力度に対して，部材に発生する応力が超えな

いことを確認する。 

 

5.2.5 配管及び弁 

(1) 評価条件 

配管及び弁の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため，風圧力による一様な

荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔はサポートの支持

間隔が最長となる箇所を用いる。配管のモデル図を図5-16に示す。 

b. 弁を設置している箇所においては，弁の断面係数は配管に比べ大きく，配管の評価

に包絡されるため配管の評価のみを実施する。 

c. サポート（配管支持構造物）については，建屋内外にかかわらず地震に対して耐荷

重設計がなされており，配管本体に竜巻による荷重が作用した場合でも，作用荷重は

耐荷重以下であるため，竜巻による荷重に対するサポートの設計は耐震設計に包絡さ

れる。 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-23に示す。 

 

表5-23 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

配管本体 一次応力（膜＋曲げ） 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

配管及び弁の強度評価に用いる記号を表5-24に示す。  
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表5-24 配管及び弁の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｄ mm 管外径  

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｌ m 支持間隔  

Ｍ N･m 風荷重により作用する曲げモーメント  

ｍ kg/m 単位長さ当たりの質量  

Ｐ MPa 内圧  

ｔ mm 板厚  

ＷＷ N/m 設計竜巻の単位長さ当たりの風圧力による荷重  

ｗ N/m 単位長さ当たりの自重による荷重  

Ｚ mm3 断面係数  

π － 円周率  

ΔＰ N/m2 気圧差  

σ１, σ２ MPa 配管に生じる応力  

σＷＰ MPa 気圧差により生じる応力  

σＷＴ１, σＷＴ２ MPa 複合荷重により生じる応力  

σＷＷ MPa 風圧力により生じる応力  

σ自重 MPa 自重により生じる応力  

σ内圧 MPa 内圧により生じる応力  

 

b. 計算モデル 

配管は一定距離ごとにサポートによって支えられているため，風圧力による一様な

荷重を受ける単純支持梁として評価を行う。評価に用いる支持間隔は管外径，材質ご

とにサポートの支持間隔が最長となる箇所を選定する。保温材を使用している配管に

ついては，保温材を含めた受圧面積を考慮して評価を行う。 弁を設置している場合は

サポート支持間隔が短くなるため，弁を設置している場合の受圧面積は最大支持間隔

での受圧面積に包絡される。  

配管モデル図を図5-18，図5-19に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-18 配管モデル図（両端支持形状） 

 

 

 

 

風（ＷＷ） 

支持間隔Ｌ 
サポート 

受圧面積Ａ×Ｌ 
管外径Ｄ 

t 
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図 5-19 配管モデル図（片持ち形状） 

 

 

c. 評価方法 

(a) 竜巻による応力計算 

イ. 風圧力により生じる応力 

風圧力による荷重が配管の支持スパンに等分布荷重として加わり，曲げ応力を

発生させるものとして，以下の式により算定する。 

8・Ｚ

・ＬＷ
＝

Ｚ

Ｍ
＝σ

２
Ｗ

ＷＷ
 

ここで， 

４４ ｔ)・－(Ｄ－2Ｄ
・Ｄ32

π
Ｚ＝  

ロ. 気圧差により生じる応力 

気圧差による荷重は，気圧が低下した分，内圧により生じる1次一般膜応力が

増加すると考えて，その応力増加分を以下の式により算定する。 

4・ｔ

ΔＰ・Ｄ
＝σＷＰ  

したがって，(a),(b)項の複合荷重により生じる応力σＷＴ１及びσＷＴ２は以下の

式により算出する。 

ＷＰＷＴ１＝σσ  

ＷＰＷＷＷＴ２ σ・＋0.5＝σσ  

(b) 組合せ応力 

竜巻荷重と組み合わせる荷重として，配管に常時作用する自重及び運転時に作

用する内圧を考慮する。自重により生じる曲げ応力及び内圧により生じる1次一般

膜応力は，以下の式により算定する。 

8・Ｚ

ｗ・Ｌ
＝ σ

２

自重  

ｗ＝ｍ・ｇ 

 

風（ＷＷ） 

支持間隔Ｌ 

受圧面積Ａ×Ｌ

管外径Ｄ 

t

サポート 
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4・ｔ

Ｐ・Ｄ
＝ σ内圧  

したがって，自重及び風圧力による荷重により生じる曲げ応力と気圧差による

荷重及び内圧により生じる1次一般膜応力を足し合わせ，配管に生じる応力として

以下の式によりσ１及びσ２を算出する。 

ＷＴ１内圧自重１ ＋σ＋σ＝σσ  

ＷＴ２内圧自重２ ＋σ＋σ＝σσ  

 

5.2.6 換気空調設備 

(1) ダクト 

a. 角ダクト 

(a) 評価条件 

角ダクトの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

イ. 角ダクトは，任意のダクト面に着目すると，ダクト面は両サイドをほかの2つの

側面のダクト面で，軸方向（流れ方向）を補強部材（及び接続部材）で支持され

た長方形の板とみなすことができる。そのため，鋼板を補強部材と両サイドのウ

ェブで支持された4辺単純支持矩形板とし評価を行う。自重等によりダクトに生じ

る曲げモーメントに関し，ウェブでの応力分布が線形で，中立面がフランジの両

側から等距離の中央線上にあるとする。角ダクトモデル図を図5-20に示す。 

(b) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-25に示す。 

 

表5-25 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ダクト鋼板 

（本体） 

・曲げ 

・座屈 

 

(c) 強度評価方法 

イ. 記号の定義 

角ダクトの強度評価に用いる記号を表5-26に示す。 
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表5-26 角ダクトの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ａ mm ダクト幅 

ｂ mm ダクト高さ 

ｃ mm 補強ピッチ 

Ｄｐ kg/m2 単位面積当たりのダクト鋼板の質量 

Ｅ MPa ヤング率 

ｇ m/s2 重力加速度 

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔 

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント 

Ｐ MPa ダクトにかかる外圧 

ｔ mm ダクト板厚  

δｍａｘ mm 面外荷重によるダクト鋼板の最大変位量  

ΔＰ  N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

π － 円周率  

μ kg/m ダクト単位重量  

ν － ポアソン比  

σｍａｘ MPa 中心に生じる面外荷重による最大応力  

σｐ１ MPa 面内荷重（外圧）による発生応力  

σｙ MPa 許容応力  

 

ロ. 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図5-20 角ダクトモデル図 

 

 

圧力 
ｂ 

ａ ｔ 

Ｌ 

ｃ 
ｃ 

ａ 

Ｐ１ 

Ｐ２ 

Ｐ３ 

ａ：ダクトの幅（mm）   Ｌ：サポート支持間隔（mm） 

ｂ：ダクトの高さ（mm）  ｔ：肉厚（mm） 

ｃ：補強ピッチ（mm）   Ｐ１：面外荷重による応力（MPa） 

Ｐ２：面内荷重による応力（ダクト軸方向）（MPa） 

Ｐ３：面内荷重による応力（ダクト軸直方向）

ウェブ 
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ハ. 評価方法

ダクトにかかる外圧は，設計竜巻により発生する気圧差が影響するので，

Ｐ＝ΔＰ

(イ) 面外荷重による発生応力

4辺単純支持（周辺で水平，垂直方向の変位拘束，たわみ角は自由）の長方

形板が等分布荷重を受ける場合において，中心に生じる外圧及び自重による

面外荷重により作用する最大応力σｍａｘとその面外荷重によるダクト鋼板の最

大変位量δｍａｘとの関係は，以下の式で表される。  

機械工学便覧に記載されている4辺単純支持の長方形板が等分布荷重を受け

る場合の長方形板の大たわみ式を引用する。 

式（3.2）より得られるδｍａｘの値を式（3.1）へ代入し，σｍａｘを算出する。 

(ロ) 面内荷重による発生応力

機械工学便覧の「クリップリングの考え方」と日本機械学会ジャーナルの

「薄肉長方形及び箱形はりの座屈と強度」に記載されている鵜戸口の式を準

用する。 

・ 外圧による発生応力

薄肉構造物のうち，長方形板の弾性座屈の式より算出する。

・ 自重による曲げモーメント

151



148 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

自重によりダクト鋼板に作用する曲げモーメントは，以下の式により算出す

る。 

8

ｇ・μ・Ｌ
＝Ｍ

2

ｐ

b. 丸ダクト

(a) 評価条件

丸ダクトの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。

イ. 丸ダクトは両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。

丸ダクトモデル図を図5-21に示す。

(b) 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-27に示す。

表5-27 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

ダクト鋼板 

（本体） 

・周方向応力

・座屈

(c) 強度評価方法

イ. 記号の定義

丸ダクトの強度評価に用いる記号を表5-28に示す。

表5-28 丸ダクトの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｃ mm 補強ピッチ 

ｇ m/s2 重力加速度 

Ｌ mm ダクトサポートの支持間隔 

Ｍｐ N･mm 自重により作用する曲げモーメント 

ｒ mm 丸ダクトのダクト半径 

ｔ mm ダクト板厚 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

μ kg/m ダクトの単位長さ当たりの質量 

σｃｒｉｐ１ MPa 外圧により生じる周方向応力 
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ロ. 計算モデル

図5-21 丸ダクトモデル図 

ハ. 評価方法

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技術連

盟(1966)）」に記載されている式を準用する。 

(イ) 外圧により生じる周方向応力σｃｒｉｐ１

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σｃｒｉｐ１

(ロ) 自重により作用する曲げモーメントＭＰ

8

ｇ・μ・Ｌ
＝Ｍ

2

ｐ

(2) 隔離弁

a. 評価条件

隔離弁の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。

(a) 弁箱は両端を補強部材で支持された円筒の梁とみなし，計算を行う。弁箱のモ

デル図を図5-19に示す。 

(b) 弁体は円板であるため，等分布荷重が作用する周辺支持円板とみなし，計算を

行う。評価モデルを図 5-20 に示す。 

(c) 弁体に受ける等分布荷重を支持する弁棒断面について，計算を行う。評価モデ

ルを図 5-21 に示す。

b. 評価対象部位

評価対象部位及び評価内容を表5-29に示す。

ｃ

ΔＰ
自重 

半径 ｒ 

モデル化

サポートスパン Ｌ 

ダクト溶接材・補強

外圧(差圧 ΔＰ) 

自重

ダクト板厚 ｔ

半径 ｒ

補強ピッチ ｃ

153



150 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1 
R
4
 

 

表5-29 評価対象部位及び評価内容 

機器形状 評価対象部位 応力等の状態 

バタフライ弁 

弁箱 周方向応力 

弁体 曲げ 

弁棒 せん断 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

隔離弁の強度計算に用いる記号を表5-30に示す。 

 

表5-30 隔離弁の強度計算に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｓ m2 弁棒の断面積 

Ａｖ m2 弁体の受圧面積 

ａ mm 弁体の半径 

ｄ mm 弁棒の直径 

Ｆ１ N 設計竜巻の気圧低下により弁棒に受ける荷重 

Ｆ２ N 弁体自重により弁棒に受ける荷重 

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 弁体の板厚 

ｍｖ kg 弁体自重 

ｍｓ kg 弁棒自重 

Ｐ１ Pa 設計竜巻の気圧低下により弁体に受ける応力 

Ｐ２ Pa 自重により弁体に受ける応力 

ｐｖ Pa 弁体に受ける応力 

ｐｓ N 弁棒に受ける荷重 

ｒ mm 内半径 

ｔ mm 板厚 

π － 円周率  

τ MPa 弁棒に対するせん断応力 

σｍａｘ MPa 弁体に対する曲げ応力 

σθ MPa 周方向応力 

ΔＰ hPa 設計竜巻の気圧低下量  

 

(b) 評価方法 

(a) 弁箱 

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技術

連盟(1966)）」に記載されている式を準用する。 

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σθ  
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図5-22 弁箱モデル図 

 

(b) 弁体 

弁体に作用する曲げ応力の計算方法を以下に示す。 

設計竜巻の気圧低下により弁体に受ける応力Ｐ１及び自重により弁体に受け

る応力Ｐ２は次による。 

Ｐ
１
＝ΔＰ 

Ｐ
２
＝

ｍ
ｖ
・ｇ

Ａ
ｖ

 

ここで 

Ａ
ｖ
＝

π

4
（2ａ）

2
 

弁体に受ける応力ｐｖは次による。 

ｐｖ＝Ｐ１＋Ｐ２ 

  弁体に対する曲げ応力は次による。 

σｍａｘ＝1.24・
ｐ

ｖ
・ａ

2

ｈ
2

 

 

 

 

 

 

 

図 5-23 弁体モデル図 

  

ΔＰ 

ｔ 

ｒ 

σθ 

σθ 

ｐｖ 

2ａ 

ｈ
弁体 
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(c) 弁棒 

弁棒に作用するせん断応力の計算方法を以下に示す。 

設計竜巻の気圧低下により弁棒に受ける荷重Ｆ１及び弁体及び弁棒自重により

弁棒に受ける荷重Ｆ２は次による。 

Ｆ
１
＝ΔＰ・

π

4
（2ａ）

2
 

Ｆ
２
＝（ｍ

ｖ
＋ｍ

ｓ
）・ｇ 

弁棒に受ける荷重ｐｓは次による。 

ｐｓ＝Ｆ１＋Ｆ２ 

  弁棒に対するせん断応力は次による。 

τ＝
ｐ

ｓ

Ａ
ｓ

 

ここで 

Ａ
ｓ
＝

π

4
ｄ

2
 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-24 弁棒モデル図 

 

(3) ファン 

a. 評価条件 

ファンの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(a) 屋内に設置するファンの計算モデルは両端を補強部材で支持された円筒の梁

とみなし，計算を行う。ファンケーシングモデル図を図5-25に示す。 

(b) 屋外に設置するファンの計算モデルは円筒形の1質点モデルとし，上端部に複合

荷重が作用することとする。ファンモデル図を図5-26に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-31に示す。 

  

ｐｓ 

弁棒 
弁体 

2ａ 
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表5-31 評価対象施設，部位及び評価内容 

評価対象施設 評価対象部位 応力等の状態 

屋内に設置するファン ケーシング 周方向応力 

屋外に設置するファン
取付ボルト 

基礎ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

 

c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

ファンの強度計算に用いる記号を表5-32に示す。 

 

表5-32 ファンの強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 ボルトの軸断面積  

Ｆｂ N ボルトに対する引張力 

Ｆｉ N 各ボルトに作用する引張力 

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 全高 

Ｌｉ mm 各ボルト間の距離  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｍ kg ファンの質量 

Ｎ － ボルトの本数  

Ｑｂ N ボルトに対するせん断力 

ｑ N/m2 設計用速度圧  

ｒ mm ケーシング内半径 

ｔ mm ケーシング板厚 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  

σｂ MPa ボルトに生じる引張応力 

σθ MPa 周方向応力 

τ MPa ボルトに生じるせん断応力 

 

 

イ.屋内に設置するファン 

(イ) 計算方法  

計算式においては機械工学便覧及び「軽構造の理論とその応用（日本科学技

術連盟(1966)）」に記載されている式を準用する。 

 

ｔ

ΔＰ・ｒ
＝σθ  
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図5-25 ファンケーシングモデル図 

 

 

ロ.屋外に設置するファン 

 機械工学便覧を参考に算出する。 

(イ) 計算方法  

・引張応力  

Ｍ＝2  Ｆ
ｉ
・Ｌ

ｉ

ｎ

ｉ＝1

 

Ｆ
ｉ

Ｌ
ｉ

＝一定 

（3.1）（3.2）式より， 

Ｆ
ｎ
＝

Ｍ

2  Ｌ
ｉ

2ｎ

ｉ＝1

Ｌ
ｎ
 

ここで 

Ｍ＝Ｗ
ｗ
・ｈ－ｍ・ｇ・

Ｌ
ｎ

2
 

ボルトに生じる引張応力σｂは次式より求める。 

σｂ＝
Ｆ

ｎ

Ａ
ｂ

 

 

・ せん断応力 

ボルトに対するせん断応力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

ΔＰ 

ｔ 

ｒ 

σθ 

σθ 

・・・（3.1） 

・・・（3.2） 
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・ せん断力 

Ｑｂ＝Ｗｗ 

・ せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-26 ファンモデル図 

 

 

(4) 冷凍機 

a. 評価条件 

冷凍機の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとする。 

(a) 冷凍機の計算モデルは立方体の1質点モデルとし，計算モデルが類似しているＪ

ＥＡＧ４６０１の横型ポンプの計算式を参考とし計算を行う。ここで，荷重の作

用点は全高の1/2の位置に複合荷重が作用することとする。冷凍機モデル図を図5-

27に示す。 

b. 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表5-33に示す。 

 

表5-33 評価対象部位及び評価内容 

評価対象部位 応力等の状態 

取付ボルト 

・引張 

・せん断 

・組合せ 

：受圧面積 

2180 

16
12

 
12

00
 

1650 

（単位：mm） 
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c. 強度評価方法 

(a) 記号の定義 

冷凍機の強度計算に用いる記号を表5-34に示す。 

 

表5-34 冷凍機の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａｂ mm2 取付ボルトの軸断面積  

ｄ mm 取付ボルト呼び径 

Ｆｂ N 取付ボルトに対する引張力 

ｇ m/s2 重力加速度（g＝9.80665）  

ｈ mm 冷凍機重心高さ 

Ｌ１ mm 取付ボルト間の水平距離 

ＬＨ mm 重心から取付ボルト間の水平距離  

ｍ kg 冷凍機の運転質量 

Ｎ － 取付ボルトの本数  

ｎｆ － 引張力を受ける取付ボルトの本数 

Ｑｂ N 取付ボルトに対するせん断力 

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ）  

π － 円周率  

σｂ MPa 取付ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 取付ボルトに生じるせん断応力 

 

(b) 計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-27 冷凍機モデル図 

 

(c) 評価方法 

イ. 引張応力 

取付ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 5-27 で取付ボルトを

支点とする転倒を考え，これを片側の取付ボルトで受けるものとして計算する。 

(イ) 引張力 

取付ボルト 

重心 
風 

取付ボルト 

ＬＨ 

Ｌ１ 

h 

m・g 
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Ｆ
ｂ
＝

Ｗ
ｗ
・ｈ－ｍ・ｇ・Ｌ

Ｈ

ｎ
ｆ
・Ｌ

１

 

 

(ロ) 引張応力 
σｂ＝

Ｆ
ｂ

Ａ
ｂ

 

 

ロ. せん断応力 

取付ボルトに対するせん断応力は，取付ボルト全本数で受けるものとして計算

する。 

・ せん断力 

Ｑｂ＝Ｗｗ 

 

・ せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ
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6. 適用規格 

(1) 竜巻の影響を考慮する施設の強度評価に用いる適用規格はⅤ-1-1-2-3-1による。 

・建築基準法及び同施行令 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成 2年 8月 30

日原子力安全委員会）」 

・日本工業規格(ＪＩＳ) 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１－補 1984」

（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協会 

・「発電用原子力設備規格設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣｌ-2005/2007」（社）日本機

械学会 

・ＩＳＥＳ７６０７-３「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その３ ミサイルの衝

突による 構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（高温構造安全技術研究組合） 

・Methodology for Performing Aircraft Impacts Assessments for New Plant Designs 

(Nuclear Energy Institute 2011 Rev8（ＮＥＩ０７-１３）) 

・「コンクリート標準示方書 設計編」（（社）土木学会，2007 改定） 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004 改定） 

・「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（（社）日本建築学会，2005 制

定） 

・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・「各種合成構造設計指針・同解説」（（社）日本建築学会，2010 改定） 

・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（（社）日本建築学会，2010 改定） 

・「ステンレス鋼便覧第3版」（ステンレス協会） 

(2) 参考文献 

a. Wichman, K.R. et al, :Local Stress in Spherical and Cylindrical Shells due to 

External Loadings, Welding Research Council bulletin, March 1979 revision of 

WRC bulletin 107/August 1965. 

b. Bijlaard, P.P. :Stresses from Radical Loads and External Moments in Cylindrical 

Pressure Vessels, The Welding Journal, 34(12), Research Supplement, 1955. 

c. 「自動車の衝突安全」2012年2月29日 名古屋大学出版会 著者 水野幸治 
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Ⅴ-3-別添 1-1-2 残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書 

 

163



 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
2
 
R
6 

目次 

1. 概要 .............................................................................. 1 
2. 基本方針 .......................................................................... 1 

2.1 位置 ........................................................................... 1 
2.2 構造概要 ....................................................................... 2 
2.3 評価方針 ....................................................................... 3 
2.4 適用規格 ....................................................................... 5 

3. 強度評価方法 ...................................................................... 6 
3.1 記号の定義 ..................................................................... 6 
3.2 評価対象部位 .................................................................. 10 
3.3 荷重及び荷重の組合せ .......................................................... 13 
3.4 許容限界 ...................................................................... 15 
3.5 評価方法 ...................................................................... 17 

4. 評価条件 ......................................................................... 30 
5. 強度評価結果 ..................................................................... 34 
 

164



1 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
2
 
R
6 

1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，残留

熱除去系海水系ポンプが竜巻時及び竜巻通過後においても，送水機能の維持を考慮して，主要な

構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

2. 基本方針

残留熱除去系海水系ポンプについて，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，残留熱除去系海水系ポンプの「2.1 

位置」，「2.2 構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1 位置 

残留熱除去系海水系ポンプは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり，屋外の海水ポンプ室に設置する。 

海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。 

図 2-1 海水ポンプ室の位置図 
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2.2 構造概要 

残留熱除去系海水系ポンプについて，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，残留熱除去系海水系ポンプ

の構造を示す。  

残留熱除去系海水系ポンプは，ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と，原動機台よ

り上部の原動機部からなる立形ポンプであり，同一設計の残留熱除去系海水系ポンプを4台設

置している。残留熱除去系海水系ポンプの概要図を図2-2に示す。  

(a) 上面図

(b) 側面図

図2-2 残留熱除去系海水系ポンプの概要図 

原動機取付ボルト 

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 

原動機フレーム 

原動機台 

原動機部

ポンプ部

一次側端子箱 

上部軸受タンクカバー 

上部軸受ブラケット 
上部軸受 

下部軸受 
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2.3 評価方針 

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ，残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位に作用す

る貫入及び応力等が，許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 

評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。  

残留熱除去系海水系ポンプの強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷

重とこれに組み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮

し，評価対象部位を選定する。  

 

(1) 衝突評価の評価方針 

 残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価フローを図2-3に示す。衝突評価においては，防護

ネットを設置する場合に考慮する飛来物である砂利の貫通限界厚さが外殻を構成する部材の

厚さ未満であることを確認する。衝突評価では，「タービンミサイル評価について（昭和52

年7月20日原子炉安全専門審査会）」で用いられている式を準用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻へ

の配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」に示す衝突評価が必要な機

器の評価式を用いる。残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価における許容限界は，Ⅴ-3-別

添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 許容限界」に示す許容限界

である，外殻を構成する部材の厚さとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価フロー 

 

(2) 構造強度評価の評価方針  

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価フローを図2-4に示す。構造強度評価において

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

貫通限界厚さの計算 

評価対象施設の外殻を構成する部材の厚さとの比較 
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は，残留熱除去系海水系ポンプに対して，設計竜巻による荷重に運転時の状態で作用する

荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の構造強度評価

において，その部材に対して応力が大きくなる方向から風が当たることを想定する。各部

材の構造強度評価には，設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で

地震荷重と同等なものであると考え，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容

応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計

技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計

技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６

０１」という。）における1質点系モデルによる評価方法を準用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻へ

の配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いる。  

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価における許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻へ

の配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥ

ＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価フロー 

 

(3) 動的機能維持評価の評価方針  

残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価フローを図 2-5 に示す。残留熱除去系海水

系ポンプは動的機器であるため，構造強度評価に加え，軸受部の動的機能維持評価を行う。

動的機能維持評価においては，残留熱除去系海水系ポンプ据付面から上部の受圧面積が大き

くなる方向から風が当たることを想定し，設計竜巻の風圧力による荷重を受けた際のフレー

ム変位により生じる軸受荷重が接触面圧の許容荷重以下であることを確認する。動的機能維

持評価では，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評

価方法」に示す評価式を用いる。残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価における許

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限

界」に示す許容限界である，軸受部の接触面圧の許容荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価フロー 

 

2.4 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004改定)  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協会  

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（社）日本

機械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

発生荷重計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 衝突評価の記号の定義 

残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価に用いる記号を表3-1に示す。 

 

表3-1 衝突評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ m 評価において考慮する飛来物が衝突する衝突断面の等価直径 

Ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 評価において考慮する飛来物の質量 

Ｔ mm 鋼板の貫通限界厚さ 

ｖ m/s 評価において考慮する飛来物の飛来速度 

 

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の記号の定義 

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる記号を表3-2及

び表3-3に示す。 

 

表3-2 構造強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａｂ mm2 ボルトの断面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｄ mm 原動機フレーム外径 

ｄ mm 原動機フレーム内径 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆｂ N ボルトに作用する引張力 

ＦＨ N ボルトに作用するせん断力 

Ｆｉ N 各ボルトに作用する引張力 

Ｆｎ N ボルトに作用する最大引張力 

ｆｓ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの

許容せん断応力 

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの

許容引張応力 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｇ m/s2 重力加速度  

Ｈ N 自重による荷重  
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表3-2 構造強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｈ mm 基準面からの重心距離 

ｈｕ mm 基準面から上端カバー上端までの高さ 

Ｌ mm 重心と支点間の距離  

ＬＨ mm 重心と支点間の距離  

Ｌｉ mm 各ボルト間の距離  

Ｌｎ mm 各ボルト間距離のうち最長距離 

Ｌ１～Ｌ８ mm 支点と評価ボルト間の距離  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｍ kg 質量  

Ｎ － ボルトの本数  

ｑ N/m2 設計用速度圧  

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計引張強さ  

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ１ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ１＝ＷＰ）  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5・ＷＰ＋ＷＭ）  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＰ N 設計竜巻の気圧差による荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

Ｚ mm3 断面係数 

ΔP N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

π － 円周率 

σ MPa 原動機フレームの曲げ応力 

σｂｔ MPa ボルトの引張応力  

τ MPa せん断応力  
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表3-3 動的機能維持評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積）  

ａ mm 部材間の長さ  

ａ１ mm ポンプ据付面から原動機台上端までの長さ  

ａ２ mm 原動機台上端から原動機下部軸受までの長さ  

ａ３ mm 原動機台上端から荷重作用点までの長さ  

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数  

Ｅ MPa 縦弾性係数  

Ｅｍ MPa 原動機フレームの縦弾性係数  

Ｅｐ MPa 原動機台の縦弾性係数  

Ｅｍ’ MPa 回転子の縦弾性係数  

Ｇ － ガスト影響係数  

ｈ’ mm 基準点から作用点までの距離  

ｈ１’ mm ポンプ据付面から荷重作用点までの距離  

ｈ２’ mm 原動機下部軸受から荷重作用点までの距離  

ｈ３’ mm 荷重作用点から荷重作用点までの距離  

Ｉ mm4 断面二次モーメント  

Ｉｍ mm4 原動機フレームの断面二次モーメント  

Ｉｍ’ mm4 回転子の断面二次モーメント  

Ｉｐ mm4 原動機台の断面二次モーメント  

ｉ rad 傾斜  

ｉ１ rad ポンプ据付面から原動機台上端部の傾斜  

ｉ３ rad 原動機台上端部から荷重作用点の傾斜  

ｉ４ rad 荷重作用点の傾斜  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

Ｍａ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

Ｍｂ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

Ｍｃ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｑ N/m2 設計用速度圧  

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ）  

Ｗ’ N 
たわみ量及び発生荷重計算において設計竜巻による風圧を受ける面

それぞれのＷＴ２の合計の複合荷重  

Ｗ” N 発生荷重  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  
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表3-3 動的機能維持評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ＷＰ N 設計竜巻の気圧差による荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

ｘ mm 荷重作用点から評価対象部位までの距離  

ｘ’ mm 評価対象部から支点までの距離  

ｘａ’ mm ポンプグランド部から原動機下部軸受部までの距離 

ｘｂ’ mm 原動機下部軸受部から原動機上部軸受部までの距離 

ｙ mm たわみ量  

ｙ１ mm ポンプ据付面から原動機台上端部のたわみ量  

ｙ２ mm 原動機台上端部から原動機下部軸受部のたわみ量  

ｙ３ mm 原動機台上端部から荷重作用点のたわみ量  

ｙ４ mm 荷重作用点のたわみ量  

ｙ５ mm 荷重作用点から原動機上部軸受部のたわみ量  

ｙａ mm 原動機下部案内軸受部のたわみ量  

ｙｂ mm 原動機上部案内軸受部のたわみ量  

δ mm フレーム変位量  

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  
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3.2 評価対象部位 

 残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」の「3.2 許容限界」にて示す評価対象部位を踏まえ，「2.2 構造概要」

にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し選定する。 

(1) 衝突評価の評価対象部位 

評価において考慮する飛来物の衝突により，海水ポンプに衝撃荷重が作用し貫入する可能

性があるため，貫入によりその施設の機能が喪失する可能性のある箇所を評価対象部位とし

て選定する。 

残留熱除去系海水系ポンプ地上部の全方向からの飛来物を考慮し，貫入により施設の機能

が喪失する可能性がある箇所として最薄部となる一次側端子箱を選定する。 

残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価における評価対象部位を図3-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位（衝突評価） 

 

(2) 構造強度評価の評価対象部位 

a. ポンプ部  

ポンプ部について，原動機部等に作用する設計竜巻による荷重は，原動機フレーム及

び原動機台に作用し，原動機台を介して，基礎面及び原動機部を固定しているボルトに

作用する。荷重を受ける各部位のうち，支持断面積の小さな部位に大きな応力が生じる

ことになる。  

このことから，以下の部位を構造強度評価の評価対象部位として選定する。  

・原動機取付ボルト  

・原動機台取付ボルト  

・据付面基礎ボルト  

 

一次側端子箱 
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b. 原動機部   

原動機部について，原動機部等に作用する設計竜巻による荷重は，原動機フレーム及び

付属品に作用し，原動機フレーム及び付属品を介して，付属品の取付部を固定するボル

トに作用する。  

このことから，以下の部位を構造強度評価の評価対象部位として選定する。  

・原動機フレーム 

・一次側端子箱取付ボルト  

・上部軸受ブラケット取付ボルト  

・上部軸受タンクカバー取付ボルト  

 

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価における評価対象部位を図3-2，図3-3に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価対象部位図（ポンプ部） 

 

 

 

 

 

原動機取付ボルト 

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 
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図 3-3 残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価対象部位図（原動機部） 

 

(3) 動的機能維持評価の評価対象部位  

ポンプ据付面より上部に竜巻により荷重を受けた際に，原動機フレーム等が変位すること

により軸と軸受が接触した場合に動的機能維持が困難となるため，以下の部位を動的機能維

持評価の評価対象部位として選定する。  

・原動機下部軸受部  

・原動機上部軸受部  

残留熱除去系海水系ポンプの動的機能維持評価における評価対象部位を図 3-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 残留熱除去系海水系ポンプ動的機能維持評価対象部位概略図 

 

一次側端子箱 

取付ボルト 

原動機フレーム 

上部軸受ブラケット 

取付ボルト 

上部軸受タンクカバー 

取付ボルト 

原動機上部軸受部 

原動機下部軸受部 

（軸） 
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3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用

いる。 

(1) 衝突評価の荷重及び荷重の組合せ 

衝突評価においては考慮する飛来物として防護ネット（ネットの網目寸法40(mm)）をすり

抜ける砂利を設定し，砂利の衝撃荷重を考慮する。 

衝突評価においては，評価対象部位に砂利が衝突した際に跳ね返らず，貫入するものとし

て評価する。 

砂利の諸元を表3-4，残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価に用いる荷重を表3-5に示す。 

 

表3-4 砂利の諸元 

飛来物 
ｄ 

(m) 

Ｋ 

(-) 

Ｍ 

(kg) 

ｖ 

(m/s) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 0.04 1.0 0.18 62 42 

 

表3-5 残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価に用いる荷重 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の外部事象防護

対象施設 

残留熱除去系海水系

ポンプ 
一次側端子箱 飛来物による衝撃荷重

 

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の荷重及び荷重の組合せ 

a. 荷重の設定  

構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。  

(a) 常時作用する荷重  

常時作用する荷重として，持続的に生じる荷重である自重を考慮する。  

自重による荷重は以下のとおり計算する。  

Ｈ＝ｍ・ｇ  

(b) 設計竜巻による荷重  

風圧力による荷重及び気圧差による荷重を考慮する。防護ネット及び防護鋼板等に

よる風圧力の低減は無いものとして保守的な評価を行う。また，防護ネットをすり抜

ける極小飛来物である砂利による衝撃は瞬間的で，衝突時間が極めて短く，衝突され

る機器へ伝わる加速度が小さいことから，機器へ作用する荷重は構造強度に影響を与

えないので設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しな

い。 

イ. 風圧力による荷重(ＷＷ)  

風圧力による荷重ＷＷはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の
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方針」の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ  

ロ. 気圧差による荷重(ＷＰ)  

気圧差による荷重ＷＰはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.1(3)c.(b) 気圧差による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＰ＝ΔＰ・Ａ  

ハ. 荷重の組合せ  

設計竜巻による複合荷重ＷＴ(ＷＴ１,ＷＴ２)はⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」の「4.1(2) 荷重の組合せ」に示す式に従い，算出す

る。なお，残留熱除去系海水系ポンプは気圧差が生じ難い構造であるため，複合荷

重の選定において，ＷＴ２としては気圧差を考慮するが，ＷＴ１の評価は実施しな

い。 

ＷＴ１＝ＷＰ  

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5ＷＰ＋ＷＭ  

 (c) 運転時の状態で作用する荷重  

運転時の状態で作用する荷重としては，鉛直下向きに作用するポンプスラスト荷重

を考慮する。  

b. 荷重の組合せ  

構造強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを踏

まえ，残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位ごとに設定する。  

ボルト材の構造強度評価時に評価対象部位が鉛直方向に取り付けられており，自重が

抗力となる場合は保守的に考慮せず，水平方向に取り付けられている場合（一次側端子

箱取付ボルト）は，端子箱自重を考慮する。また，運転時荷重が作用する評価対象部位

は全て鉛直方向に取り付けられており，運転時荷重は鉛直方向下向きに作用し抗力とな

るため，それぞれの構造強度評価を行う際の荷重としては保守的に考慮しない。  

残留熱除去系海水系ポンプの評価対象部位に作用する荷重及び強度評価にて考慮する

荷重の組合せを表 3-6 に示す。 
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表 3-6 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の外部事

象防護対象施

設 

残留熱除去系

海水系ポンプ

構
造
強
度
評
価 

ポンプ部 

原動機取付ボルト 
①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

原動機台取付ボル

ト 

①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

据付面基礎ボルト 
①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

原動機部 

原動機フレーム 
①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

一次側端子箱取付

ボルト 

①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

③端子箱自重 

上部軸受ブラケッ

ト取付ボルト 

①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

上部軸受タンクカ

バー取付ボルト 

①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

動
的
機
能
維
持
評
価 

原動機上部軸受部 
①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

原動機下部軸受部 
①風圧力による荷重

②気圧差による荷重

 

3.4 許容限界 

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って，「3.2 評価対象部

位」にて設定した評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，外殻を構成する部材の厚

さ，ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容応力状態ⅢＡＳの許容応力及び軸受の接触面圧の許容荷重

を用いる。 

(1) 衝突評価における許容限界 

衝突評価における許容限界は，評価において考慮する飛来物による衝撃荷重に対し，外

殻を構成する部材が，機能喪失に至る可能性のある変形を生じないことを計算により確認

するため，評価式により算定した貫通限界厚さが外殻を構成する部材の厚さ未満であるこ

とを許容限界とする。残留熱除去系海水系ポンプの外殻を構成する部材の厚さを表3-7に示

す。 
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表3-7 残留熱除去系海水系ポンプの外殻を構成する部材の厚さ 

外部事象防護対象施設 外殻を構成する部材の厚さ 

残留熱除去系海水系ポンプ 
2.3mm 

（一次側端子箱） 

(2) 構造強度評価における許容限界

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス2,3支持

構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して，当該施設に要求される安全機能を維

持できるように弾性設計とするため，許容応力状態ⅢＡＳから算出した以下の許容応力を許

容限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表にて許容応力

を評価する際は，評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが，温度がＪ

ＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場合は，比例法を用いて評価する。ただし，ＪＳＭ

Ｅ付録材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第1位以下を切り捨て

た値を用いるものとする。  

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価における許容限界について，表3-8に示す。 

表3-8 残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価における許容限界 

評価対象 

部位 

許容応力

状態 
応力の種類 許容限界 

ボルト ⅢＡＳ 
一次 

応力 

引張 1.5ｆｔ 

せん断 1.5ｆｓ 

組合せ Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝

原動機フレーム ⅢＡＳ 
一次 

応力 
曲げ 1.5 ｆｂ 

(3) 動的機能維持評価における許容限界

動的機能維持評価における許容限界は，設計荷重により原動機フレームが変形する場合

においても残留熱除去系海水系ポンプの運転継続が可能であるように，軸受の接触面圧の

許容荷重を許容限界とする。  

軸受の接触面圧の許容荷重を表3-9に示す。 

表3-9 軸受の接触面圧の許容荷重 

評価対象部位 
許容荷重 

（N） 

原動機上部軸受部 

原動機下部軸受部 
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3.5 評価方法 

(1) 衝突評価の評価方法

残留熱除去系海水系ポンプの衝突評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」にて設定している衝突評価が必要な機器の評価式

を用いる。 

飛来物が外部事象防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミサイル

評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL式を用い

て算出する。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・ｖ
2

1.4396×109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の評価方法

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜

巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」にて設定している評価

式を用いる。 

a. 計算モデル

(a) 構造強度評価

計算モデルは 1 質点系モデルとし，ポンプ部は全高の 1/2 の位置に，原動機部は風

圧力による荷重の作用中心と同等，あるいはより高い重心作用位置に複合荷重が作用

することとする。また，設計竜巻による風荷重はそれぞれの評価対象部位に対して発生

応力が大きくなる方向から当たるものとする。ポンプ部及び原動機部の応力の計算モ

デル図を図 3-5 及び図 3-6 に示す。 
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図 3-5 応力の計算モデル図（ポンプ部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 応力の計算モデル図（原動機部） 

 

(b) 動的機能維持評価  

動的機能維持評価の際の原動機フレームのたわみ量計算において，ポンプ据付面か

ら原動機台上端まで（ポンプ部）と，原動機台上端から原動機まで（原動機部）の片

持ち梁と考え，違う断面性能の一軸中空形モデルで，荷重が全高の半分の位置に作用

することとする。ポンプ部の断面性能は原動機台が最も小さいことから，原動機台の

断面性能を一様に有する単純円筒形モデルとして評価する。原動機部については原動

機フレームの断面性能を用いて評価する。たわみ量計算モデル図を図3-7に示す。  

ポンプ据付面より上部の静止体（原動機フレーム等）は，水平方向の複合荷重により，

ポンプ据付面を固定端として一方向に変形する。一方，回転体（ポンプ軸及び原動機軸）

は，風荷重を受けないため，変形せず，原動機上部から鉛直方向に吊り下げられた状態

風 
荷重：ＷＴ 

h 

受圧面積：Ａ 

評価対象部位 
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を維持する。原動機フレーム等の変形により，軸受反力が許容荷重を超えないことを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 残留熱除去系海水系ポンプのたわみ量計算モデル図 

 

b. 計算方法 

(a) 応力の算出 

イ. ポンプ部（ボルト部） 

原動機取付ボルト，原動機台取付ボルト及び据付面基礎ボルトの各ボルト間寸法

の配置図を図 3-8～図 3-10 に示す。 

(イ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・全高／2 

(ロ) 引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

ポンプ据付面 

ＷＴ 

全高×1/2 

ｘ

ｉ 

原動機台上端 

原動機下部軸受部 

原動機上部軸受部 

ａ２ 

原動機部 

ポンプ部 

ＷＴ 

全高×1/2 

ａ１ 

ｈ１’ ｈ２’ ａ３ 

ｈ３’ 

ｘａ’ 

ｘｂ’ 

ポンプ据付面 

原動機台上端 

ポンプ軸及び 

原動機軸 

ポンプグランド部 

原動機上部 

軸受部 

原動機下部 

軸受部 
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＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

(ハ) せん断応力τ 

・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 原動機取付ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

  

Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

8×M42 

φ1800 
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図 3-9 原動機台取付ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 据付面基礎ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

  

Ｌ１ 

Ｌ２ 

Ｌ３ 

φ1800 

8×M42 

Ｌ１

Ｌ２

Ｌ３

φ2000 

8×M42 
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ロ. 原動機部 

原動機フレーム，一次側端子箱ボルト部，上部軸受ブラケット取付ボルト部，上

部軸受タンクカバー取付ボルト部の詳細図を図3-11～図3-14に示す。 

(イ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ＋Ｈ・ＬＨ（ボルト取付方向が水平方向の場合） 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ（ボルト取付方向が鉛直方向の場合） 

(ロ) 原動機フレーム 

原動機フレームの応力算出方法を以下に示す。 

・曲げ応力 

σ＝
Ｍ

Ｚ
 

ここで， 

Ｚ＝
π  Ｄ4

―ｄ
4 

32・Ｄ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 原動機フレーム詳細図 

 

(ハ) 一次側端子箱ボルト部 

一次側端子箱ボルト部の応力算出方法を以下に示す。 

・引張応力 

Ｆ
ｂ
＝

Ｍ

Ｌ
１
・Ｎ

 

ｂ

ｂ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

 

 

Ｄ（外径） 

ｄ（内径） 
ｈ 
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・せん断応力 

・ＮＡ

Ｆ
τ＝

ｂ

Ｈ  

    ここで， 

Ｆ
Ｈ
＝ Ｗ

Ｔ

２
＋Ｈ

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 一次側端子箱詳細図 

 

(ニ) 上部軸受ブラケット取付ボルト部，上部軸受タンクカバー取付ボルト部 

上部軸受ブラケット取付ボルト部，上部軸受タンクカバー取付ボルト部の応力

算出方法を以下に示す。 

・引張応力 

竜巻によって生じる転倒荷重が，上端カバーの上端（評価上厳しい条件）に作

用した際の，取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価する。 

(ⅰ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈｕ 

(ⅱ) 引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

 

Ｌ１

ｈ

ＷＴ 

Ｈ・ｇ 

hＬＨ
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よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

(ⅲ) せん断応力τ 

・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 上部軸受ブラケット詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14 上部軸受タンクカバー詳細図 

 

  

ｈｕ

ｈｕ 

Ｌ１ 
Ｌ２

Ｌ３

Ｌ１ 

Ｌ２ 

Ｌ３

Ｌ４

Ｌ５

Ｌ６

Ｌ７

取付ボルト 

(M12) 
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(b) 発生荷重の計算 

イ. たわみ量の計算 

たわみ量の算出において，竜巻による風圧力を受ける面（原動機台，原動機フレー

ム，一次側端子箱，上部軸受ブラケット，上部軸受タンクカバー）のそれぞれのＷＴ

２の合計を複合荷重Ｗ’とする。 

Ｗ’＝ΣＷＴ２ 

各部位の受圧部図を図3-15～図3-19に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-15 原動機台の受圧部図      図3-16 原動機フレームの受圧部図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-17 一次側端子箱の受圧部図      図3-18 上部軸受ブラケットの受圧部図 

 

 

2080

1
8
27
 

1900

1
8
00
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7
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2 

1900 

6
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0 

（単位：ｍｍ） 
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図3-19 上部軸受タンクカバーの受圧部図 

 

以下のミオソテスの方法より各評価対象部位のたわみ量yと傾斜iを算出する。な

お，荷重は高さの半分の位置に作用することとする。  

ミオソテスの方法  

3・Ｅ・Ｉ

・ａＷ’
＋

2・Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｙ＝

32

 

2・Ｅ・Ｉ

・ａ’Ｗ
＋

Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｉ＝

2

 

Ｍ＝Ｗ’・ｈ’ 

(イ) 原動機下部軸受部  

・ポンプ据付面から原動機台上端部のたわみ量ｙ１，傾斜ｉ１  

ｐｐ

3
１

ｐｐ

2
１ａ

１
・Ｉ3・Ｅ

・ａＷ’
＋

・Ｉ2・Ｅ

・ａＭ
＝ｙ  

ｐｐ

2
１

ｐｐ

１ａ
１

・Ｉ2・Ｅ

・ａ’Ｗ
＋

・ＩＥ

・ａＭ
＝ｉ  

Ｍａ＝Ｗ’・ｈ１’ 

  

1510 

2
6
0.
2 
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ここで，原動機台の断面図を図3-20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-20 原動機台の断面図 

 

円筒形であるため，断面二次モーメントは以下のとおり算出する。 

Ｉ
ｐ
＝

π（Ｄ
ｐ

4
－ｄ

ｐ

4
）

64
 

 

・原動機台上端部から原動機下部軸受部のたわみ量ｙ２  

ｍｍ

3
２

ｍｍ

2
２ｂ

２
・Ｉ3・Ｅ

・ａＷ’
＋

・Ｉ2・Ｅ

・ａＭ
＝ｙ  

Ｍｂ＝Ｗ’・ｈ２’ 

ここで，原動機フレームの断面図を図3-21に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-21 原動機フレームの断面図 

 

円筒形であるため，断面二次モーメントは以下のとおり算出する。 

Ｄ
ｐ
=
16

80
 

ｄｐ=1648 

Ｄ
ｍ
=
18

90
 ｄｍ=1878 

（単位：ｍｍ） 

（単位：ｍｍ） 
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Ｉ
ｍ
＝

π（Ｄ
ｍ

4
－ｄ

ｍ

4
）

64
 

 

よって，原動機下部軸受部のたわみ量は 

ｙａ＝ｙ１＋ｙ２ 

(ロ) 原動機上部軸受部 

・原動機台上端部から荷重作用点のたわみ量ｙ３，傾斜ｉ３ 

ｍｍ

3
３

ｍｍ

2
３ｃ

３
・Ｉ3・Ｅ

・ａＷ’
＋

・Ｉ2・Ｅ

・ａＭ
＝ｙ  

ｍｍ

2
３

ｍｍ

３ｃ
３

・Ｉ2・Ｅ

・ａ’Ｗ
＋

・ＩＥ

・ａＭ
＝ｉ  

Ｍｃ＝Ｗ’・ｈ３’ 

よって，荷重作用点のたわみ量ｙ４，傾斜ｉ４  

ｙ４＝ｙ１＋ｙ３ 

ｉ４＝ｉ１＋ｉ３ 

荷重作用点から原動機上部軸受部のたわみ量ｙ５  

ｙ５＝ｘ・sin（i４） 

以上より，原動機上部軸受部のたわみ量は  

ｙｂ＝ｙ４＋ｙ５ 

ロ. 発生荷重の算出  

軸受部において，フレーム変位により作用する軸受反力と軸受許容荷重を比較

し，発生荷重が許容荷重より小さいことを確認する。  

発生荷重Ｗ”は次式より計算する。  

 

δ＝評価対象部位の変位量 － 支点の変位量  

また，発生荷重は  

3・Ｅ・Ｉ

Ｗ”・ｘ’
δ＝

3

 

より  

3ｘ’

3・Ｅ・Ｉ・δ
Ｗ”＝  

(イ) 原動機下部軸受部の発生荷重  

3
ａ

ａｍｍ
ｍ

’ｘ

・δ’・Ｉ’3・Ｅ
＝Ｗ”  

ここで，δａ＝ya  
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回転子（原動機部）の断面図を図3-22に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-22 回転子（原動機部）の断面図 

 

回転子の断面二次モーメントは以下のとおり算出する。 

Ｉ
ｍ
’＝

ｂ（Ｄ－ｄ）・（Ｄ
2
＋Ｄ・ｄ＋ｄ

2
＋ｂ

2
）

8
＋

πｄ
4

64
 

 

 

(ロ) 原動機上部軸受部の発生荷重  

3
ｂ

ｂｍｍ
ｍ

’ｘ

・δ’・Ｉ’3・Ｅ
＝Ｗ”  

ここで，δｂ＝yｂ－yａ 

  

ｄ=150

Ｄ=386 
（単位：ｍｍ） 

ｂ=32 
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4. 評価条件 

  (1) 構造強度評価の評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1～表 4-14 に示す。 

 

表 4-1 許容応力評価に用いる条件 

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa)

Ｓｕ 

(MPa)

Ｆ 

(MPa)

1.5ｆｔ

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

1.5ｆｂ

(MPa) 

原動機取付ボルト SUS304 50＊1 198 504 205 153 118 － 

原動機台取付ボル

ト 
SUS304 50＊1 198 504 205 153 118 － 

据付面基礎ボルト S22C 50＊1 260 430 260 195 150 － 

原動機フレーム SS400 60＊2 237 389 237 － － 273 

一次側端子箱取付

ボルト 
SS400 90＊2 225 376 225 168 129 － 

上部軸受ブラケッ

ト取付ボルト 
SUS304 60＊2 192 489 205 153 118 － 

上部軸受タンクカ

バー取付ボルト 
SUS304 90＊2 175 451 205 153 118 － 

注記 ＊1：周囲環境温度 

   ＊2：最高使用温度 

表 4-2 評価条件 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

(N) 

6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

表 4-3 評価条件（原動機取付ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

Ａ 

(m2) 

487.1 1175.9 1663.0 1.2 2.73 8.354 

 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

M42 8 1385 
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表 4-4 評価条件（原動機台取付ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

Ａ 

(m2) 

324.4 1013.2 1500.3 1.2 4.557 12.15 

 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

M42 8 1385 

 

表 4-5 評価条件（据付面基礎ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

Ａ 

(m2) 

541.2 1306.6 1847.8 1.2 4.557 12.15 

 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

M42 8 1385 

 

表 4-6 評価条件（原動機フレーム） 

Ｃ 

(-) 

ｈ 

(mm) 

Ａ 

(m2) 

Ｄ 

(mm) 

ｄ 

(mm) 

1.2 1365 8.354 1890 1878 

 

表 4-7 評価条件（一次側端子箱取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

ｍ 

(kg) 

ｇ 

(m/s2) 

2.4 0.3910 M12 113.1 75 9.80665 

 

Ｎ＊ 

(-) 

ｈ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

ＬＨ 

(mm) 

8(3) 153 250 238 

注記 ＊：（ ）内の数字は引張応力計算の際に考慮したボルトの本数 
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表 4-8 評価条件（上部軸受ブラケット取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

Ｎ 

(-) 

Ｌ１ 

(mm) 

1.2 1.666 M30 706.9 8 303.1 

 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

ｈｕ 

(mm) 

731.7 1034.7 824 

 

表 4-9 評価条件（上部軸受タンクカバー取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

Ｎ 

(-) 

Ｌ１ 

(mm) 

1.2 0.3929 M12 113.1 16 109.7 

 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｌ４ 

(mm) 

Ｌ５ 

(mm) 

Ｌ６ 

(mm) 

Ｌ７ 

(mm) 

312.5 577.5 864.3 1129.2 1332.0 1441.8 

 

ｈｕ 

(mm) 

260.2 

 

(2) 動的機能維持評価の評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-10～表 4-14 に示す。 

 

表 4-10 評価条件（たわみ量の算出） 

原動機台の風力

係数 

Ｃ 

(-) 

原動機フレーム

の風力係数 

Ｃ 

(-) 

一次側端子箱の

風力係数 

Ｃ 

(-) 

上部軸受ブラケ

ットの風力係数 

Ｃ 

(-) 

上部軸受タンクカ

バーの風力係数

Ｃ 

(-) 

1.2 1.2 2.4 1.2 1.2 

 

原動機台の受圧

面積 

Ａ 

(m2) 

原動機フレーム

の受圧面積 

Ａ 

(m2) 

一次側端子箱の

受圧面積 

Ａ 

(m2) 

上部軸受ブラケ

ットの受圧面積 

Ａ 

(m2) 

上部軸受タンクカ

バーの受圧面積

Ａ 

(m2) 

3.800 3.420 0.3234 1.273 0.3929 

 

196



 

33 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
2
 
R
6 

表 4-11 評価条件（原動機下部軸受部（たわみ量の算出）） 

変位量計算モ

デルの材質 

温度 

(℃) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

（N） 

SS400 50 6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

ｈ１’ 

（mm） 

ｈ２’ 

（mm） 

ａ１ 

（mm） 

ａ２ 

（mm） 

Ｅｐ 

（MPa） 

Ｉｐ 

（mm4） 

407 73 1872 334 201000 2.895×1010

 

Ｅｍ 

（MPa） 

Ｉｍ 

（mm4） 

201000 1.576×1010

 

表 4-12 評価条件（原動機下部軸受部（発生荷重の算出）） 

発生荷重計算

モデルの材質

温度 

(℃) 

Ｅｍ’ 

（MPa） 

Ｉｍ’ 

（mm4） 

ｘａ’ 

（mm） 

ｙａ 

（mm） 

S25C 50 201000 2.424×108 1064 0.05579 

 

表 4-13 評価条件（原動機上部軸受部（たわみ量の算出）） 

変位量計算モ

デルの材質 

温度 

(℃) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

（N） 

SS400 50 6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

ｘ 

（mm） 

ｈ３’ 

（mm） 

ａ３ 

（mm） 

Ｅｍ 

（MPa） 

Ｉｍ 

（mm4） 

1750 0 407 201000 1.576×1010

 

表 4-14 評価条件（原動機上部軸受部（発生荷重の算出）） 

発生荷重計算

モデルの材質

温度 

(℃) 

Ｅｍ’ 

（MPa） 

Ｉｍ’ 

（mm4） 

ｘｂ’ 

（mm） 

ｙｂ 

（mm） 

S25C 50 201000 2.424×108 1823 0.1448 
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5. 強度評価結果 

(1) 衝突評価結果 

竜巻発生時の砂利の貫通限界厚さを表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 砂利の貫通限界厚さ 

飛来物 

貫通限界厚さ 

Ｔ 

(mm) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 1.0 1.0 

 

砂利の貫通限界厚さ(1.0mm)と残留熱除去系海水系ポンプの外殻を構成する部材の厚さと

の比較を表5-2に示す。 

砂利の貫通限界厚さは，残留熱除去系海水系ポンプの外殻を構成する部材の厚さ未満で

ある。 

 

表 5-2 外部事象防護対象施設の衝突評価結果（砂利） 

外部事象防護対象施設 

外殻を構成する 

部材の厚さ 

(mm) 

貫通限界厚さ 

Ｔ 

(mm) 

結果 

残留熱除去系海水系ポンプ
2.3 

（一次側端子箱）
1.0 貫通しない 

 

(2) 構造強度評価結果 

a. 原動機取付ボルト 

    竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-3 に示す。 

    原動機取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-3 評価結果（原動機取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 19 153 

せん断 9 118 

組合せ 19 153 

 

b. 原動機台取付ボルト 

    竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-4 に示す。 

    原動機台取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 
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表 5-4 評価結果（原動機台取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 53 153 

せん断 13 118 

組合せ 53 153 

 

c. 据付面基礎ボルト 

    竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-5 に示す。 

    据付面基礎ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-5 評価結果（据付面基礎ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 41 195 

せん断 13 150 

組合せ 41 195 

 

d. 原動機フレーム 

    竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-6 に示す。 

    原動機フレームに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-6 評価結果（原動機フレーム） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

曲げ 9 273 

 

e. 一次側端子箱取付ボルト 

    竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-7 に示す。 

    一次側端子箱取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-7 評価結果（一次側端子箱取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 16 168 

せん断 9 129 

組合せ 16 168 
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f. 上部軸受ブラケット取付ボルト

竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-8 に示す。

上部軸受ブラケット取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。

表 5-8 評価結果（上部軸受ブラケット取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 7 153 

せん断 4 118 

組合せ 7 153 

g. 上部軸受タンクカバー取付ボルト

竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-9 に示す。

上部軸受タンクカバー取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。

表 5-9 評価結果（上部軸受タンクカバー取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 2 153 

せん断 3 118 

組合せ 2 153 

(3) 動的機能維持評価結果

a. 原動機下部軸受部

竜巻発生時の動的機能維持評価結果を表 5-10 に示す。

原動機下部軸受部の発生荷重は，許容荷重以下である。

表 5-10 評価結果（原動機下部軸受部） 

発生荷重Ｗ” 

(N) 

許容荷重 

(N) 

6770 
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b. 原動機上部軸受部

竜巻発生時の動的機能維持評価結果を表 5-11 に示す。

原動機上部軸受部の発生荷重は，許容荷重以下である。

表 5-11 評価結果（原動機上部軸受部） 

発生荷重Ｗ” 

(N) 

許容荷重 

(N) 

2148 
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Ⅴ-3-別添 1-1-6 ディーゼル発電機用海水ポンプの強度計算書 
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1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，非

常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

（以下「ディーゼル発電機用海水ポンプ」という。）が竜巻時及び竜巻通過後においても，送水

機能の維持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

2. 基本方針

ディーゼル発電機用海水ポンプについて，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，ディーゼル発電機用海水ポン

プの「2.1 位置」，「2.2 構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1 位置 

ディーゼル発電機用海水ポンプは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり，屋外の海水ポンプ室に設置する。 

海水ポンプ室の位置図を図2-1に示す。 

図 2-1 海水ポンプ室の位置図 
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2.2 構造概要 

ディーゼル発電機用海水ポンプについて，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，ディーゼル発電機用海

水ポンプの構造を示す。  

ディーゼル発電機用海水ポンプは，ポンプ据付面から原動機台までのポンプ部と，原動機

台より上部の原動機部からなる立形ポンプであり，同一設計の非常用ディーゼル発電機用海

水ポンプ2台及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ1台を設置している。デ

ィーゼル発電機用海水ポンプの概要図を図2-2に示す。 

(a) 上面図

(a) 側面図

図2-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの概要図 

2.3 評価方針 

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

原動機取付ボルト 

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 

原動機フレーム 

原動機部

原動機台 

エンドカバー

主回路用端子箱 

ポンプ部

スペースヒータ

用端子箱
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の強度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重

及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ，ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位

に作用する貫入及び応力等が，許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法によ

り，「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。  

ディーゼル発電機用海水ポンプの強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻によ

る荷重とこれに組み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を

考慮し，評価対象部位を選定する。 

(1) 衝突評価の評価方針 

 ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価フローを図2-3に示す。衝突評価においては，

防護ネットを設置する場合に考慮する飛来物である砂利の貫通限界厚さが外殻を構成する部

材の厚さ未満であることを確認する。衝突評価では，「タービンミサイル評価について（昭

和52年7月20日原子炉安全専門審査会）」で用いられている式を準用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜

巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」に示す衝突評価が必要

な機器の評価式を用いる。ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価における許容限界は，

Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 許容限界」に示す許

容限界である，外殻を構成する部材の厚さとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価フロー 

 

(2) 構造強度評価の評価方針  

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価フローを図2-4に示す。構造強度評価にお

いては，ディーゼル発電機用海水ポンプに対して，設計竜巻による荷重に運転時の状態で作

用する荷重及び自重を加えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の構造強度

評価において，その部材に対して応力が大きくなる方向から風が当たることを想定する。各

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

貫通限界厚さの計算 

評価対象施設の外殻を構成する部材の厚さとの比較 
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部材の構造強度評価には，設計竜巻による荷重は水平方向より作用する外荷重という観点で

地震荷重と同等なものであると考え，「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容

応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐震設計技

術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計技術

指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０

１」という。）における1質点系モデルによる評価方法を準用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への

配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いる。  

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価における許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻

への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥ

ＡＧ４６０１の許容応力状態ⅢＡＳとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価フロー 

 

(3) 動的機能維持評価の評価方針  

ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価フローを図 2-5 に示す。残留熱除去系

海水系ポンプは動的機器であるため，構造強度評価に加え，軸受部の動的機能維持評価を行

う。動的機能維持評価においては，ディーゼル発電機用海水ポンプ据付面から上部の受圧面

積が大きくなる方向から風が当たることを想定し，設計竜巻の風圧力による荷重を受けた際

のフレーム変位により生じる軸受荷重が接触面圧の許容荷重以下であることを確認する。動

的機能維持評価では，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「5. 強度評価方法」に示す評価式を用いる。ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維

持評価における許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，軸受部の接触面圧の許容荷重とする。 

 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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図2-5 ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価フロー 

 

2.4 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・「タービンミサイル評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004改定)  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会  

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協会  

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（社）日本機

械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

  

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

発生荷重計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 衝突評価の記号の定義 

ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価に用いる記号を表3-1に示す。 

 

表3-1 衝突評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

ｄ m 評価において考慮する飛来物が衝突する衝突断面の等価直径 

Ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 評価において考慮する飛来物の質量 

Ｔ mm 鋼板の貫通限界厚さ 

ｖ m/s 評価において考慮する飛来物の飛来速度 

 

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の記号の定義 

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる記号を表

3-2及び表3-3に示す。 

 

表3-2 構造強度評価に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

Ａｂ mm2 ボルトの断面積 

Ａ１ m2 主回路端子箱側面の受圧面積 

Ａ２ m2 主回路端子箱上面の受圧面積 

Ａ３ m2 原動機フレームの受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｄ mm 原動機フレーム外径 

ｄ mm 原動機フレーム内径 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆｂ N ボルトに作用する引張力 

ＦＨ N ボルトに作用するせん断力 

Ｆｉ N 各ボルトに作用する引張力 

Ｆｎ N ボルトに作用する最大引張力 

ｆｓ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの

許容せん断応力 

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ SSB-3121.1により規定される供用状態Ａ及びＢでの

許容引張応力 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｇ m/s2 重力加速度  
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表3-2 構造強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

Ｈ N 自重による荷重  

ｈ mm 基準面からの重心距離 

ｈｕ mm 基準面から上端カバー上端までの高さ 

Ｌ mm 重心と支点間の距離 

ＬＨ mm 重心と支点間の距離  

Ｌ１～Ｌ４ mm 支点と評価ボルト間の距離  

Ｌｉ mm 各ボルト間の距離  

Ｌｎ mm 各ボルト間距離のうち最長距離 

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｍ kg 質量  

Ｎ － ボルトの本数  

ｑ N/m2 設計用速度圧  

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点  

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計引張強さ 

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ１ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ１＝ＷＰ）  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ）  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＰ N 設計竜巻の気圧差による荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

Ｚ mm3 断面係数 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  

π － 円周率 

σ MPa 原動機フレームの曲げ応力 

σｂｔ MPa ボルトの引張応力  

τ MPa せん断応力  
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表3-3 動的機能維持評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積）  

ａ mm 部材間の長さ  

ａ１ mm ポンプ据付面から荷重作用点までの長さ  

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数  

Ｅ MPa 縦弾性係数  

Ｅｐ MPa 原動機台の縦弾性係数  

Ｅｍ’ MPa 回転子の縦弾性係数  

Ｇ － ガスト影響係数  

ｈ’ mm 基準点から作用点までの距離  

ｈ１’ mm 荷重作用点から荷重作用点までの距離  

Ｉ mm4 断面二次モーメント  

Ｉｍ’ mm4 回転子の断面二次モーメント  

Ｉｐ mm4 原動機台の断面二次モーメント  

ｉ rad 傾斜  

ｉ１ rad ポンプ据付面から荷重作用点の傾斜  

Ｍ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

Ｍａ N･mm 設計竜巻により作用するモーメント  

ｑ N/m2 設計用速度圧  

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重  

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ）  

Ｗ’ N 
たわみ量及び発生荷重計算において設計竜巻による風圧を受ける面

それぞれのＷＴ２の合計の複合荷重  

Ｗ” N 発生荷重  

ＷＭ N 設計竜巻による飛来物の衝撃荷重  

ＷＰ N 設計竜巻の気圧差による荷重  

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重  

ｘ１ mm 荷重作用点から原動機下部軸受部までの距離  

ｘ２ mm 原動機下部軸受部から原動機上部軸受部までの距離  

ｘ’ mm 評価対象部から支点までの距離  

ｘａ’ mm ポンプグランド部から原動機下部軸受部までの距離 

ｘｂ’ mm 原動機下部軸受部から原動機上部軸受部までの距離 

ｙ mm たわみ量  

ｙ１ mm ポンプ据付面から荷重作用点のたわみ量  

ｙ２ mm 荷重作用点から原動機下部軸受部のたわみ量  

ｙ３ mm 原動機下部軸受部から原動機上部軸受部のたわみ量  
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表3-3 動的機能維持評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｙａ mm 原動機下部案内軸受部のたわみ量  

ｙｂ mm 原動機上部案内軸受部のたわみ量  

δ mm フレーム変位量  

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量  
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3.2 評価対象部位 

 ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な

施設の強度計算の方針」の「3.2 許容限界」にて示す評価対象部位を踏まえ，「2.2 構造概

要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し選定する。 

(1) 衝突評価の評価対象部位 

評価において考慮する飛来物の衝突により，海水ポンプに衝撃荷重が作用し貫入する可能

性があるため，貫入によりその施設の機能が喪失する可能性のある箇所を評価対象部位とし

て選定する。 

ディーゼル発電機用海水ポンプ地上部の全方向からの飛来物を考慮し，貫入により施設

の機能が喪失する可能性がある箇所として最薄部となる主回路端子箱及びスペースヒータ

用端子箱を選定する。 

ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価における評価対象部位を図3-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位（衝突評価） 

 

(2) 構造強度評価の評価対象部位 

a. ポンプ部  

ポンプ部について，原動機部等に作用する設計竜巻による荷重は，原動機フレーム及

び原動機台に作用し，原動機台を介して，基礎面及び原動機部を固定しているボルトに

作用する。荷重を受ける各部位のうち，支持断面積の小さな部位に大きな応力が生じる

ことになる。  

このことから，以下の部位を構造強度評価の評価対象部位として選定する。  

・原動機取付ボルト  

・原動機台取付ボルト  

・据付面基礎ボルト  

主回路端子箱 

スペースヒータ用 

端子箱 
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b. 原動機部   

原動機部について，原動機部等に作用する設計竜巻による荷重は，原動機フレーム及び

付属品に作用し，原動機フレーム及び付属品を介して，付属品の取付部を固定するボル

トに作用する。  

このことから，以下の部位を構造強度評価の評価対象部位として選定する。 

・原動機フレーム 

・主回路端子箱取付ボルト  

・スペースヒータ用端子箱取付ボルト  

・エンドカバー取付ボルト  

 

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価における評価対象部位を図3-2，図3-3に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価部位図（ポンプ部） 

 

  

原動機取付ボルト

原動機台取付ボルト 

据付面基礎ボルト 
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図 3-3 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価部位図（原動機部） 

 

(3) 動的機能維持評価の評価対象部位  

ポンプ据付面より上部に竜巻により荷重を受けた際に，原動機フレーム等が変位すること

により軸と軸受が接触した場合に動的機能維持が困難となるため，以下の部位を動的機能維

持評価の評価対象部位として選定する。  

・原動機下部軸受部  

・原動機上部軸受部  

ディーゼル発電機用海水ポンプの動的機能維持評価における評価対象部位を図 3-4 に示

す。 

  

主回路用端子箱 

取付ボルト 

原動機フレーム 

エンドカバー取付ボルト 

スペースヒータ用 

端子箱取付ボルト 
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図 3-4 ディーゼル発電機用海水ポンプ動的機能維持評価対象部位概略図 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用

いる。 

(1) 衝突評価の荷重及び荷重の組合せ 

衝突評価においては考慮する飛来物として防護ネット（ネットの網目寸法40(mm)）をすり

抜ける砂利を設定し，砂利の衝撃荷重を考慮する。 

衝突評価においては，評価対象部位に砂利が衝突した際に跳ね返らず，貫入するものとし

て評価する。 

砂利の諸元を表3-4，ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価に用いる荷重を表3-5に示

す。 

 

表3-4 砂利の諸元 

飛来物 
ｄ 

(m) 

Ｋ 

(-) 

Ｍ 

(kg) 

ｖ 

(m/s) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 0.04 1.0 0.18 62 42 

 

 

 

 

原動機上部軸受部 

原動機下部軸受部 

（軸） 
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表3-5 ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価に用いる荷重 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の外部事象防護

対象施設 

ディーゼル発電機用

海水ポンプ 

・主回路端子箱 

・スペースヒータ用端子箱

飛来物による

衝撃荷重 

 

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の荷重及び荷重の組合せ 

a. 荷重の設定  

構造強度評価及び動的機能維持評価に用いる荷重を以下に示す。  

(a) 常時作用する荷重  

常時作用する荷重として，持続的に生じる荷重である自重を考慮する。  

自重による荷重は以下のとおり計算する。  

Ｈ＝ｍ・ｇ  

(b) 設計竜巻による荷重  

風圧力による荷重及び気圧差による荷重を考慮する。防護ネット及び防護鋼板等に

よる風圧力の低減は無いものとして保守的な評価を行う。また，防護ネットをすり抜

ける極小飛来物である砂利による衝撃は瞬間的で，衝突時間が極めて短く，衝突され

る機器へ伝わる加速度が小さいことから，機器へ作用する荷重は構造強度に影響を与

えないので設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しな

い。 

イ. 風圧力による荷重(ＷＷ)  

風圧力による荷重ＷＷはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ  

ロ. 気圧差による荷重(ＷＰ)  

気圧差による荷重ＷＰはⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.1(3)c.(b) 気圧差による荷重」に示す式に従い，算出する。  

ＷＰ＝ΔＰ・Ａ  

ハ. 荷重の組合せ  

設計竜巻による複合荷重ＷＴ(ＷＴ１,ＷＴ２)はⅤ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」の「4.1(2) 荷重の組合せ」に示す式に従い，算出す

る。なお，ディーゼル発電機用海水ポンプは気圧差が生じ難い構造であるため，複

合荷重の選定において，ＷＴ２としては気圧差を考慮するが，ＷＴ１の評価は実施し

ない。 

ＷＴ１＝ＷＰ  

ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5ＷＰ＋ＷＭ  

(c) 運転時の状態で作用する荷重  

運転時の状態で作用する荷重としては，鉛直下向きに作用するポンプスラスト荷重

を考慮する。  
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b. 荷重の組合せ  

構造強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを踏

まえ，ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位ごとに設定する。  

ボルト材の構造強度評価時に評価対象部位が鉛直方向に取り付けられており，自重が

抗力となる場合は保守的に考慮せず，水平方向に取り付けられている場合（主回路用端

子箱取付ボルト，スペースヒータ用端子箱取付ボルト）は，端子箱自重を考慮する。ま

た，運転時荷重が作用する評価対象部位は全て鉛直方向に取り付けられており，運転時

荷重は鉛直方向下向きに作用し抗力となるため，それぞれの構造強度評価を行う際の荷

重としては保守的に考慮しない。  

ディーゼル発電機用海水ポンプの評価対象部位に作用する荷重及び強度評価にて考慮

する荷重の組合せを表 3-6 に示す。 

 

表 3-6 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 評価対象部位 荷重 

屋外の外部

事象防護対

象施設 

ディーゼル

発電機用海

水ポンプ 

構
造
強
度
評
価 

ポンプ部 

原動機取付ボルト 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

原動機台取付ボルト 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

据付面基礎ボルト 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

原動機部 

原動機フレーム 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

主回路用端子箱取付ボ

ルト 

①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

③端子箱自重 

スペースヒータ用端子

箱取付ボルト 

①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

③端子箱自重 

エンドカバー取付ボル

ト 

①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

動
的
機
能
維
持
評
価 

原動機上部軸受部 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 

原動機下部軸受部 
①風圧力による荷重 

②気圧差による荷重 
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3.4 許容限界 

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って，「3.2 評価対

象部位」にて設定した評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，ＪＥＡＧ４６０１に

基づく許容応力状態ⅢＡＳの許容応力の許容荷重を用いる。 

(1) 衝突評価における許容限界 

衝突評価における許容限界は，評価において考慮する飛来物による衝撃荷重に対し，外

殻を構成する部材が，機能喪失に至る可能性のある変形を生じないことを計算により確認

するため，評価式により算定した貫通限界厚さが外殻を構成する部材の厚さ未満であるこ

とを許容限界とする。ディーゼル発電機用海水ポンプの外殻を構成する部材の厚さを表3-7

に示す。 

 

表3-7 ディーゼル発電機用海水ポンプの外殻を構成する部材の厚さ 

外部事象防護対象施設 外殻を構成する部材の厚さ 

ディーゼル発電機用海水ポンプ 
2.3mm 

（主回路端子箱，スペースヒータ用端子箱）

 

(2) 構造強度評価における許容限界 

ディーゼル発電機用海水ポンプの許容限界は，ＪＥＡＧ４６０１を準用し，「クラス2,3

支持構造物」の許容限界を適用する。設計荷重に対して，当該施設に要求される安全機能

を維持できるように弾性設計とするため，許容応力状態ⅢＡＳから算出した以下の許容応力

を許容限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6の表にて許容

応力を評価する際は，評価対象部位の周囲環境温度に応じた値をとるものとするが，温度

がＪＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場合は，比例法を用いて評価する。ただし，Ｊ

ＳＭＥ付録材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端数処理は，小数点第1位以下を切り

捨てた値を用いるものとする。  

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価における許容限界について，表3-8に示

す。 

 

表3-8 ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価における許容限界 

評価対象 

部位 

許容応力

状態 
応力の種類 許容限界 

ボルト ⅢＡＳ 
一次 

応力 

引張 1.5ｆｔ 

せん断 1.5ｆｓ 

組合せ Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝ 

原動機フレーム ⅢＡＳ 
一次 

応力 
曲げ 1.5 ｆｂ 
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(3) 動的機能維持評価における許容限界

動的機能維持評価における許容限界は，設計荷重により原動機フレームが変形する場合

においてもディーゼル発電機用海水ポンプの運転継続が可能であるように，軸受の接触面

圧の許容荷重を許容限界とする。  

軸受の接触面圧の許容荷重を表3-9に示す。 

表3-9 軸受の接触面圧の許容荷重 

評価対象部位 
許容荷重 

（N） 

原動機上部軸受部 

原動機下部軸受部 

3.5 評価方法 

(1) 衝突評価の評価方法

ディーゼル発電機用海水ポンプの衝突評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施

設の強度計算の方針」の「4. 強度評価方法」にて設定している衝突評価が必要な機器の評

価式を用いる。 

飛来物が外部事象防護対象施設に衝突する場合の貫通限界厚さを，「タービンミサイル

評価について（昭和52年7月20日 原子炉安全専門審査会）」で用いられているBRL式を用い

て算出する。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・ｖ
2

1.4396×109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

(2) 構造強度評価及び動的機能維持評価の評価方法

ディーゼル発電機用海水ポンプの構造強度評価及び動的機能維持評価は，Ⅴ-3-別添 1-1

「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している

評価式を用いる。 

a. 計算モデル

(a) 構造強度評価

計算モデルは 1 質点系モデルとし，ポンプ部は全高の 1/2 の位置に，原動機部は風

圧力による荷重の作用中心と同等，あるいはより高い重心作用位置に複合荷重が作用

することとする。また，設計竜巻による風荷重はそれぞれの評価対象部位に対して発生

応力が大きくなる方向から当たるものとする。ポンプ部及び原動機部の応力の計算モ

デル図を図 3-5 及び図 3-6 に示す。 
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図 3-5 応力の計算モデル図（ポンプ部） 

図 3-6 応力の計算モデル図（原動機部） 

(b) 動的機能維持評価

動的機能維持評価の際の原動機フレームのたわみ量計算において，ポンプ据付面か

ら原動機台上端まで（ポンプ部）と，原動機台上端から原動機まで（原動機部）の片

持ち梁と考え，違う断面性能の一軸中空形モデルで，荷重が全高の半分の位置に作用

することとする。ポンプ部の断面性能は原動機台が最も小さいことから，原動機台の

断面性能を一様に有する単純円筒形モデルとして評価する。原動機部については原動

機フレームの断面性能を用いて評価する。たわみ量計算モデル図を図3-7に示す。  

ポンプ据付面より上部の静止体（原動機フレーム等）は，水平方向の複合荷重により，

ポンプ据付面を固定端として一方向に変形する。一方，回転体（ポンプ軸及び原動機軸）

は，風荷重を受けないため，変形せず，原動機上部から鉛直方向に吊り下げられた状態

を維持する。原動機フレーム等の変形により，軸受反力が許容荷重を超えないことを確

認する。 

風 
荷重：ＷＴ 

h 

受圧面積：Ａ 

評価対象部位 
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図 3-7 ディーゼル発電機用海水ポンプのたわみ量計算モデル図 

 

b. 計算方法 

(a) 応力の算出 

イ. ポンプ部（ボルト部） 

原動機取付ボルト，原動機台取付ボルト及び据付面基礎ボルトの各ボルト間寸法

の配置図を図 3-8～図 3-10 に示す。 

(イ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・全高／2 

(ロ) 引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

原動機上部

軸受部 

原動機下部

軸受部 
原動機部 

ポンプ部 

ポンプ据付面 

ポンプ軸及び 

原動機軸 

ポンプ据付面 

ＷＴ 

全高×1/2 

ｘ２ 

ｉ 

原動機下部軸受部 

原動機上部軸受部 

ポンプグランド部 

ＷＴ 

全高 

×1/2 
ａ１ 

ｈ１’ ｘａ’ 

ｘｂ’ 

ｘ１ 
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＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

(ハ) せん断応力τ 

・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 原動機取付ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

  

Ｌ１ 

Ｌ２

Ｌ３

φ500 

8×M16 
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図 3-9 原動機台取付ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 据付面基礎ボルトの各ボルト間寸法の配置図 

 

Ｌ１ 

Ｌ２ 

Ｌ３ 

φ1200 

10×M30 

Ｌ４ 

Ｌ１ 

4×M36 
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ロ. 原動機部 

原動機フレーム，主回路用端子箱ボルト部，スペースヒータ用端子箱ボルト部，

エンドカバー取付ボルト部の詳細図を図3-11～図3-14に示す。 

(イ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ＋Ｈ・ＬＨ（ボルト取付方向が水平方向の場合） 

Ｍ＝ＷＴ・ｈ（ボルト取付方向が鉛直方向の場合） 

(ロ） 原動機フレーム 

原動機フレームの応力算出方法を以下に示す。 

・曲げ応力 

σ＝
Ｍ

Ｚ
 

ここで， 

Ｚ＝
π  Ｄ4

―ｄ
4 

32・Ｄ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 原動機フレーム詳細図 

 

(ハ) 主回路用端子箱ボルト部，スペースヒータ用端子箱ボルト部 

主回路用端子箱ボルト部，スペースヒータ用端子箱ボルト部の応力算出方法を

以下に示す。 

・引張応力 

Ｄ（外径） 

ｄ（内径） 

ｈ 
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Ｆ
ｂ
＝

Ｍ

Ｌ
１
・Ｎ

 

ｂ

ｂ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

・せん断応力 

・ＮＡ

Ｆ
τ＝

ｂ

Ｈ  

    ここで， 

Ｆ
Ｈ
＝ Ｗ

Ｔ

２
＋Ｈ

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12 主回路用端子箱ボルト部詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 スペースヒータ用端子箱ボルト部詳細図 

 

ＬＨ

Ｌ１

ｈ 

Ｌ１

ｈ

ＬＨ

ＷＴ 

Ｈ・ｇ 

ＷＴ 

Ｈ・ｇ 
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(ニ) エンドカバー取付ボルト部 

エンドカバー取付ボルト部の応力算出方法を以下に示す。 

・引張応力 

竜巻によって生じる転倒荷重が，エンドカバーの上端（評価上厳しい条件）に作

用した際の，エンドカバー取付ボルトに生じる引張応力を算出し評価する。 

(ⅰ) 風による転倒モーメントＭ 

Ｍ＝ＷＴ・ｈｕ 

(ⅱ) 引張応力σｂｔ 

ｎ

ｉ＝1

ｉｉ・ＬＦＭ＝2 ・・・（3.1） 

＝一定
Ｌ

Ｆ

ｉ

ｉ ・・・（3.2） 

（3.1）（3.2）式より， 

ｎｎ

ｉ＝1

2
ｉ

ｎ Ｌ

Ｌ2

Ｍ
＝Ｆ  

よって， 

ｂ

ｎ
ｂｔ

Ａ

Ｆ
＝σ  

(ⅲ) せん断応力τ 

・ＮＡ

Ｗ
τ＝

ｂ

Ｔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14 エンドカバー取付ボルト部詳細図 

  

Ｌ１ 

ｈｕ

取付ボルト（Ｍ８）

エンドカバー

転倒支点 
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(b) 発生荷重の計算 

イ. たわみ量の計算 

たわみ量の算出において，竜巻による風圧力を受ける面（原動機台，原動機フレー

ム，主回路用端子箱，エンドカバー）のそれぞれのＷＴ２の合計を複合荷重Ｗ’とす

る。 

スペースヒータ用端子箱は原動機フレームと受圧面積が重なるため，荷重算出に

おいて考慮しない。 

Ｗ’＝ΣＷＴ２ 

各部位の受圧部図を図3-15～図3-18に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-15 原動機台の受圧部図      図3-16 原動機フレームの受圧部図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-17 主回路用端子箱の受圧部図      図3-18 エンドカバーの受圧部図 
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以下のミオソテスの方法より各評価対象部位のたわみ量yと傾斜iを算出する。な

お，荷重は高さの半分の位置に作用することとする。  

ミオソテスの方法  

3・Ｅ・Ｉ

・ａＷ’
＋

2・Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｙ＝

32

 

2・Ｅ・Ｉ

・ａ’Ｗ
＋

Ｅ・Ｉ

Ｍ・ａ
ｉ＝

2

 

Ｍ＝Ｗ’・ｈ’ 

(イ) 原動機下部軸受部  

・ポンプ据付面から荷重作用点のたわみ量ｙ１，傾斜ｉ１  

ｐｐ

3
１

ｐｐ

2
１ａ

１
・Ｉ3・Ｅ

・ａＷ’
＋

・Ｉ2・Ｅ

・ａＭ
＝ｙ  

ｐｐ

2
１

ｐｐ

１ａ
１

・Ｉ2・Ｅ

・ａ’Ｗ
＋

・ＩＥ

・ａＭ
＝ｉ  

Ｍａ＝Ｗ’・ｈ１’ 

 

ここで，原動機台の断面図を図3-19に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-19 原動機台の断面図 

 

円筒形であるため，断面二次モーメントは以下のとおり算出する。 

Ｉ
ｐ
＝

π（Ｄ
ｐ

4
－ｄ

ｐ

4
）

64
 

 

・荷重作用点から原動機下部軸受部のたわみ量ｙ２  

ｙ２＝ｘ１・sin（i１） 

以上より，原動機下部軸受部のたわみ量は  

ｙａ＝ｙ１＋ｙ２ 

 

Ｄ
ｐ
=
11

00
 

ｄｐ=1076 

（単位：ｍｍ） 
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(ロ) 原動機上部軸受部 

・原動機下部軸受部から原動機上部軸受部のたわみ量ｙ３ 

ｙ３＝ｘ２・sin（i１） 

以上より，原動機上部軸受部のたわみ量は  

ｙｂ＝ｙａ＋ｙ３ 

ロ. 発生荷重の算出  

軸受部において，フレーム変位により作用する軸受反力と軸受許容荷重を比較

し，発生荷重が許容荷重より小さいことを確認する。 

発生荷重Ｗ”は次式より計算する。  

 

δ＝評価対象部位の変位量 － 支点の変位量  

また，発生荷重は  

3・Ｅ・Ｉ

Ｗ”・ｘ’
δ＝

3

 

より  

3ｘ’

3・Ｅ・Ｉ・δ
Ｗ”＝  

(イ) 原動機下部軸受部の発生荷重  

3
ａ

ａｍｍ
ｍ

’ｘ

・δ’・Ｉ’3・Ｅ
＝Ｗ”  

ここで，δａ＝ya  

 

回転子（原動機部）の断面図を図3-20に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-20 回転子（原動機部）の断面図 

 

回転子の断面二次モーメントは以下のとおり算出する。 

Ｉ
ｍ
’＝

πｄ
4

64
 

 

(ロ)原動機上部軸受部の発生荷重  

ｄ=85

（単位：ｍｍ） 
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3
ｂ

ｂｍｍ
ｍ

’ｘ

・δ’・Ｉ’3・Ｅ
＝Ｗ”  

ここで，δｂ＝yｂ－yａ 
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4. 評価条件 

  (1) 構造強度評価の評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1～表 4-9 に示す。 

 

表 4-1 許容応力評価に用いる条件 

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa)

Ｓｕ 

(MPa)

Ｆ 

(MPa)

1.5ｆｔ 

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

1.5ｆｂ

(MPa) 

原動機取付ボルト SUS304 50＊1 198 504 205 153 118 － 

原動機台取付ボル

ト 
SUS304 50＊1 198 504 205 153 118 － 

据付面基礎ボルト S20C 50＊1 241 391 241 180 139 － 

原動機フレーム SS400 95＊2 223 374 223 － － 257 

主回路端子箱取付

ボルト 
SS400 100＊2 221 373 221 165 127 － 

スペースヒータ用

端子箱取付ボルト
SS400 100＊2 221 373 221 165 127 － 

エンドカバー取付

ボルト 
SS400 50＊1 241 394 241 180 139 － 

注記 ＊1：周囲環境温度 

   ＊2：最高使用温度 

 

表 4-2 評価条件 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

(N) 

6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

表 4-3 評価条件（原動機取付ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

Ａ 

(m2) 

135.3 326.6 461.9 1.2 0.981 1.138 

 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

M16 8 201.1 
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表 4-4 評価条件（原動機台取付ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｌ２ 

(mm) 

Ｌ３ 

(mm) 

Ｌ４ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

155.3 424.3 734.8 1099.2 1.2 2.251 

 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

2.789 M30 10 706.9 

 

表 4-5 評価条件（据付面基礎ボルト） 

Ｌ１ 

(mm) 

Ｃ 

(-) 

全高 

(m) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

1200 1.2 2.251 2.789 36 4 

 

Ａｂ 

(mm2) 

1018 

 

表 4-6 評価条件（原動機フレーム） 

Ｃ 

(-) 

ｈ 

(mm) 

Ａ 

(m2) 

Ｄ 

(mm) 

ｄ 

(mm) 

1.2 490.5 1.138 449 425 

 

表 4-7 評価条件（主回路端子箱取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

ｍ 

(kg) 

ｇ 

(m/s2) 

2.4 0.2019 M10 78.54 25 9.80665 

 

Ｎ＊ 

(-) 

ｈ 

(mm) 

ＬＨ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

4(2) 57.5 109.3 130 

注記 ＊：（ ）内の数字は引張応力計算の際に考慮したボルトの本数 
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表 4-8 評価条件（スペースヒータ用端子箱取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

ｍ 

(kg) 

ｇ 

(m/s2) 

2.4 0.0360 M6 28.27 3.6 9.80665 

 

Ｎ＊ 

(-) 

ｈ 

(mm) 

ＬＨ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

4(2) 3.8 57.3 80 

注記 ＊：（ ）内の数字は引張応力計算の際に考慮したボルトの本数 

 

表 4-9 評価条件（エンドカバー取付ボルト） 

Ｃ 

(-) 

Ａ 

(m2) 

ボルト 

サイズ 

Ａｂ 

(mm2) 

Ｎ 

(-) 

Ｌ１ 

(mm) 

1.2 0.1426 M8 50.27 4 362.7 

 

ｈ 

(mm) 

278 

 

(2) 動的機能維持評価の評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-10～表 4-14 に示す。 

 

表 4-10 評価条件（たわみ量の算出） 

原動機台の 

風力係数 

Ｃ 

(-) 

原動機フレームの 

風力係数 

Ｃ 

(-) 

主回路用端子箱の 

風力係数 

Ｃ 

(-) 

エンドカバーの 

風力係数 

Ｃ 

(-) 

1.2 1.2 2.4 1.2 

 

原動機台の 

受圧面積 

Ａ 

(m2) 

原動機フレームの 

受圧面積 

Ａ 

(m2) 

主回路用端子箱の 

受圧面積 

Ａ 

(m2) 

エンドカバーの 

受圧面積 

Ａ 

(m2) 

1.651 0.3606 0.1795 0.1426 
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表 4-11 評価条件（原動機下部軸受部（たわみ量の算出）） 

変位量計算モ

デルの材質 

温度 

(℃) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

（N） 

SS400 50 6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

ｈ１’ 

（mm） 

ａ１ 

（mm） 

Ｅｐ 

（MPa） 

Ｉｐ 

（mm4） 

ｘ１ 

（mm） 

ｙａ 

（mm） 

0 1126 201000 6.070×109 242.5 0.01485 

 

表 4-12 評価条件（原動機下部軸受部（発生荷重の算出）） 

発生荷重計算

モデルの材質 

温度 

(℃) 

Ｅｍ’ 

（MPa） 

Ｉｍ’ 

（mm4） 

ｘａ’ 

（mm） 

S45C 50 200000 2.562×106 640.5 

 

表 4-13 評価条件（原動機上部軸受部（たわみ量の算出）） 

変位量計算モ

デルの材質 

温度 

(℃) 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

ΔＰ 

(N/m2) 

ＷＭ 

（N） 

SS400 50 6.1×103 1.0 8.9×103 0 

 

ｘ２ 

（mm） 

ｙｂ 

(mm) 

669.5 0.02486 

 

表 4-14 評価条件（原動機上部軸受部（発生荷重の算出）） 

発生荷重計算

モデルの材質 

温度 

(℃) 

Ｅｍ’ 

（MPa） 

Ｉｍ’ 

（mm4） 

ｘｂ’ 

（mm） 

S45C 50 200000 2.562×106 669.5 
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5. 強度評価結果 

(1) 衝突評価結果 

竜巻発生時の砂利の貫通限界厚さを表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 砂利の貫通限界厚さ 

飛来物 

貫通限界厚さ 

Ｔ 

(mm) 

水平方向 鉛直方向 

砂利 1.0 1.0 

 

砂利の貫通限界厚さ(1.0mm)とディーゼル発電機用海水ポンプの外殻を構成する部材の厚

さとの比較を表5-2に示す。 

砂利の貫通限界厚さは，ディーゼル発電機用海水ポンプの外殻を構成する部材の厚さ未

満である。 

 

表 5-2 外部事象防護対象施設の衝突評価結果（砂利） 

外部事象防護対象施設

外殻を構成する 

部材の厚さ 

(mm) 

貫通限界厚さ 

Ｔ 

(mm) 

結果 

ディーゼル発電機用 

海水ポンプ 

2.3 

（主回路端子箱，スペー

スヒータ用端子箱） 

1.0 貫通しない 

 

(2) 構造強度評価結果 

a. 原動機取付ボルト 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-3 に示す。 

   原動機取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-3 評価結果（原動機取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 23 153 

せん断 9 118 

組合せ 23 153 
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b. 原動機台取付ボルト 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-4 に示す。 

   原動機台取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-4 評価結果（原動機台取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 15 153 

せん断 5 118 

組合せ 15 153 

 

c. 据付面基礎ボルト 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-5 に示す。 

   据付面基礎ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-5 評価結果（据付面基礎ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 16 180 

せん断 9 139 

組合せ 16 180 

 

d. 原動機フレーム 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-6 に示す。 

   原動機フレームに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-6 評価結果（原動機フレーム） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

曲げ 4 257 
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e. 主回路端子箱取付ボルト 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-7 に示す。 

   主回路端子箱取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-7 評価結果（主回路端子箱取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 13 165 

せん断 13 127 

組合せ 13 165 

 

f. スペースヒータ用端子箱取付ボルト 

   竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-8 に示す。 

   スペースヒータ用端子箱取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-8 評価結果（スペースヒータ用端子箱取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 2 165 

せん断 7 127 

組合せ 2 165 

 

g. エンドカバー取付ボルト 

  竜巻発生時の構造強度評価結果を表 5-9 に示す。 

  エンドカバー取付ボルトに発生する応力は，許容応力以下である。 

 

表 5-9 評価結果（エンドカバー取付ボルト） 

応力分類 
複合荷重ＷＴ２による応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

引張 13 180 

せん断 9 139 

組合せ 13 180 
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(2) 動的機能維持評価結果

a. 原動機下部軸受部

竜巻発生時の動的機能維持評価結果を表 5-10 に示す。

原動機下部軸受部の発生荷重は，許容荷重以下である。

表 5-10 評価結果（原動機下部軸受部） 

発生荷重Ｗ” 

(N) 

許容荷重 

(N) 

87 

b. 原動機上部軸受部

竜巻発生時の動的機能維持評価結果を表 5-11 に示す。

原動機上部軸受部の発生荷重は，許容荷重以下である。

表 5-11 評価結果（原動機上部軸受部） 

発生荷重Ｗ” 

(N) 

許容荷重 

(N) 

52 
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1. 概要 

  本資料は，Ⅴ-1-1-2-3-4「竜巻防護に関する屋外重大事故等対処設備の設計方針」に示すとお

り，屋外に設置する重大事故等対処設備のうち，Ⅴ-1-1-2-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び

固縛対象物の選定」の「4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定」で選定する固縛対象物に設置

する固縛装置が竜巻襲来時においても，固縛装置の構成要素が，設計竜巻による荷重とこれに組

み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）が固縛対象設備に作用した場合であっても，固縛

状態を維持するために必要な構造強度を有することを計算により確認するための強度設計方針に

ついて説明するものである。 

 

2. 基本方針 

  強度設計は，「2.1 固縛対象設備の選定」に示す設備を対象として，「2.2 固縛装置の構造」

に示す固縛装置が「2.3 荷重及び荷重の組合せ」で示す設計竜巻による荷重とこれを組み合わ

せる荷重を考慮し，「6. 強度評価方法」で示す評価方法により「5. 許容限界」で設定する許

容限界を超えない設計とする。 

 

2.1 固縛対象設備の選定 

 屋外に設置する重大事故等対処設備は，Ⅴ-1-1-2-別添 1「屋外に設置されている重大事故

等対処設備の抽出」に示している。これらの屋外の重大事故等対処設備は，竜巻の風圧力によ

る荷重に対しては，位置的分散等を考慮した保管により機能を損なわない設計としており，そ

れとあいまって，悪影響防止として，設計基準事故対処設備や同じ機能を有する他の重大事故

等対処設備に衝突し，損傷させることのないように，浮き上がりの発生の有無，横滑り対策の

要否を検討し，固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備（以下「固縛対象設備」とい

う。）を選定する。固縛対象設備のうち，Ⅴ-1-1-6-別添 2「可搬型重大事故等対処設備の設

計方針」のとおり，耐震設計においてサスペンションにより，地震に対する影響を軽減できる

構造としている車両一体型の設備を車両型固縛対象設備とし，複数の固縛対象設備をコンテナ，

車両等に保管している場合は，コンテナ，車両等を収納設備として扱い，車両型以外の固縛対

象設備として区分する。なお，固縛対象設備設備は，保管単位に対して選定する。 

 固縛対象設備は，以下の観点を考慮して選定する。 

  ・設備の形状（受圧面積，重量，重心高さ等） 

  ・保管場所又は設置状況 

  ・設計竜巻による風圧力の影響の有無 

 固縛対象設備として抽出された屋外の重大事故等対処設備の一覧を表 2-1 に示す。 

 なお，屋外の常設重大事故等対処設備は，竜巻の風圧力による荷重を考慮した設計又は設置

場所により影響を受けないため，固縛対象設備として選定されない。 
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固
縛

対
象

設
備

一
覧

 

固
縛

対
象

設
備
 

区
分
 

保
管

単
位
 

備
考
 

可
搬

型
代

替
注

水
大

型
ポ

ン
プ

 
車

両
型
 

台
 

 

可
搬

型
代

替
注

水
中

型
ポ

ン
プ

 
車

両
型
 

台
 

 

可
搬

型
代

替
注

水
大

型
ポ

ン
プ

 

（
放

水
用

）
 

車
両

型
 

台
 

 

放
水

砲
 

車
両

型
以

外
 

台
 

 

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
 

車
両

型
以

外
 

台
 

 

小
型

船
舶
 

車
両

型
以

外
 

基
 

船
体

と
船

外
機

は
，

個
別

に
保

管
す
る

。
 

船
体

は
専

用
架

台
に

積
載

，
船

外
機
は

専
用

ラ
ッ

ク
内

に
収

納
し
て

保
管
 

窒
素

供
給

装
置
 

車
両

型
 

台
 

 

窒
素

供
給

装
置

用
電

源
車
 

車
両

型
 

台
 

 

汚
濁

防
止

膜
 

車
両

型
以

外
 

台
 

汚
濁

防
止

膜
運

搬
車

荷
台

に
積

載
し
て

保
管
 

泡
混

合
器
 

車
両

型
以

外
 

個
 

 

泡
消

火
薬

剤
容

器
 

（
大

型
ポ

ン
プ

用
）
 

車
両

型
以

外
 

個
 

 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ
 

車
両

型
 

台
 

 

可
搬

型
代

替
低

圧
電

源
車
 

車
両

型
 

台
 

 

可
搬

型
整

流
器
 

車
両

型
以

外
 

基
 

専
用

ラ
ッ

ク
内

に
収

納
し

て
保

管
 

ホ
ー

ス
 

車
両

型
以

外
 

基
 

専
用

コ
ン

テ
ナ

内
に

収
納

し
て

保
管
 

 
車

両
型
以

外
 

台
 

専
用

コ
ン

テ
ナ

内
に

収
納

し
，

当
該
コ

ン
テ

ナ
を

ホ
ー

ス
展

張
車
に

積
載
し
て

保
管
 

ホ
ー

ス
（

放
水

用
）
 

車
両

型
以

外
 

基
 

専
用

コ
ン

テ
ナ

内
に

収
納

し
て

保
管
 

 
車

両
型
以

外
 

台
 

専
用

コ
ン

テ
ナ

内
に

収
納

し
，

当
該
コ

ン
テ

ナ
を

ホ
ー

ス
展

張
車
に

積
載
し
て

保
管
 

ケ
ー

ブ
ル
 

車
両

型
以

外
 

台
 

可
搬

型
ケ

ー
ブ

ル
運

搬
車

内
に

収
納
し

て
保

管
 

243



 

3 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3 
R
7
 

2.2 固縛装置の構造 

 固縛装置は，固縛対象設備が受ける浮き上がり荷重や横滑り荷重を，連結材（高強度繊維ロ

ープ）及び固定材（フレノ・リンクボルト，アンカープレート）を介してコンクリート等の基

礎部で拘束する構造とする。固縛装置の構成要素を表 2-2 に示す。 

車両型固縛対象設備の固縛装置の構造を表 2-3 (1/2)に示す。車両型固縛対象設備は，Ⅴ-

1-1-6-別添 2「可搬型重大事故等対処設備の設計方針」のとおり，耐震設計においてサスペン

ションにより，地震に対する影響を軽減できる構造としているため，耐震設計に影響を与える

ことのないよう，固縛装置に耐震設計で求められる余長を持たせた設計とする。 

また，車両型固縛対象設備以外の固縛対象設備の固縛装置は，車両型固縛対象設備を固縛す

る場合と異なり，耐震設計として，固縛対象設備の構造を期待する設備でないこと，又は保管

状態にて固縛対象設備の機能維持を確認していることより，耐震設計への影響は考慮不要とし，

余長を持たせた設計とはしない。なお，車両以外の固縛対象設備の一部はコンテナ及びラック

に収納並びに運搬車に積載して保管するため，固縛装置は当該保管単位に対して設置するが，

この場合の車両については収納設備としており，固縛装置においても余長を持たせた設計とは

しないことを基本とする。 

車両型固縛対象設備以外（コンテナ型固縛対象設備及び運搬車等に積載した固縛対象設備）

の固縛装置の構造を表 2-3 (2/2)に示す。 
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表 2-2 固縛装置の構成要素 

固縛装置構成要素名称 概念図 用途 

連
結
材 

高強度繊維ロープ  

固縛対象設備と固縛装置の固定材をつ

なぎ，固縛対象設備を拘束するときに

使用する。 

固
定
材 

フレノ・リンク 

ボルト 

 

アンカープレートに取付け，リングの

部分に連結材を接続し，固縛対象設備

を固縛するときに使用する。 

アンカープレート 

 

基礎部に取付け，フレノ・リンクボル

トと連結し，固縛対象設備を固縛する

ときに使用する。 

基
礎
部
（
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
） 

接着系アンカー 

 

固定材（アンカープレート）と基礎部

を定着させるために使用する。 

スラブコンクリート

 
連結材及び固定材との連結により，ス

ラブコンクリートの重量によって，固

縛対象設備の浮き上がり及び横滑りを

防止するために使用する。 

注） 耐震設計での保管状態（収納ラック等への取付）は上記構成要素の対象外とする。 
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表 2-3 固縛装置の構造（1/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

固縛対象 

設備 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を車両型固縛対象設

備に巻付け，連結材（サ

イドロープ）によって固

定材（フレノ・リンクボ

ルト）に固定することで

車両を固縛する。 

 

車両型固縛対象設備につ

いては，連結材（サイド

ロープ）に余長を持たせ

て固縛することにより，

耐震設計に影響のない設

計とする。 

 

車両型固縛対象設備は，

重大事故等発生時の初動

対応時間を確保するため

に，固縛装置の数を可能

な限り少なくすること

で，機動性を確保する設

計とする。 

 

  

連結材 

（メインロープ） 

連結材 
（サイドロープ 

余長有）） 

基礎部 

固定材 

（正面図） 

固縛対象設備 

基礎部 

（側面図）

（上面図）

連結材 

 
連結材 
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表 2-3 固縛装置の構造（2/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

以外の 

固縛対象 

設備 

 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を車両型以外の固縛

対象設備に巻付け，連結

材（サイドロープ）によ

って固定材（フレノ・リ

ンクボルト）に固定する

ことで車両を固縛する。 

連結材には，余長を設け

ない設計とする。 

 

固縛対象設備は，重大事

故等発生時の初動対応時

間を確保するために，固

縛装置の数を可能な限り

少なくすることで，機動

性を確保する設計とす

る。 

 

 

 

固縛対象設備は， 

耐震設計で設定している

収納ラック内に固縛さ

れ，収納ラックをアンカ

ーボルトにて基礎部に固

定する。 

 

 

 

 

固縛対象設備をコンテナに収納して保管 

（収納コンテナを固縛する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固縛対象設備をラックに収納して保管 

（耐震設計で保管状態を考慮している場合） 

 

 

 

 

 

 

 

固縛対象設備   連結材 

（メインロープ） 

基礎部 

固定材 
連結材 

（サイドロープ 
（余長無し）） 

基礎部 

基礎部 

耐震設計上 
の保管状態 

固縛対象設備 
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表 2-3 固縛装置の構造（3/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

以外の 

固縛対象 

設備 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を，固縛対象設備の

収納設備としての車両に

巻付け，連結材（サイド

ロープ）によって固定材

（フレノ・リンクボル

ト）に固定することで車

両を固縛する。 

連結材（サイドロープ）

には，余長を設けない設

計とする。 

 

固縛対象設備は，重大事

故等発生時の初動対応時

間を確保するために，固

縛装置の数を可能な限り

少なくすることで，機動

性を確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

固縛対象設備を運搬車など積載して保管 

（収納設備としての車両を固縛の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  連結材 

（メインロープ） 

連結材 
（サイドロープ 

（余長無し）） 

基礎部 

固定材 

（正面図） 

固縛対象設備 

基礎部 

（側面図）

（上面図）

連結材 

 
連結材 
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2.3 荷重及び荷重の組合せ 

   固縛対象設備の固縛装置の強度評価に用いる荷重として，竜巻の風荷重によって，固縛対象

設備が浮き上がり又は横滑りを起こした場合に，固縛装置に作用する荷重を設計荷重とする。

設計荷重は，固縛装置が浮き上がり又は横滑りの挙動を拘束するために発生する荷重であり，

固縛対象設備に最大水平風速による風荷重が作用したケースを考慮して設定する。また，余長

を設けた固縛装置には，横滑りを始め，移動量が設計余長を超えると連結材が展張し，固縛装

置に動的荷重が作用するため，この動的荷重も設計荷重として考慮する。なお，連結材の展張

以後は，竜巻の風速場の特性を考えると，竜巻の風荷重が風向きを変えながらも固縛対象設備

に持続的に作用し続けるため，連結材も展張し続け竜巻が通過するまで固縛対象設備は，円弧

を描くように環状に移動すると考えられるため，風荷重が持続荷重として継続して作用する。 

  また，竜巻の最大水平風速時に浮き上がり及び横滑りの両方が発生する固縛対象設備について

は，各評価対象部位に対して，両方の荷重状態を比較し大きい荷重を設計荷重とする。 

   浮き上がりに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については，空力パラメータから算出した

揚力が自重よりも大きく，浮き上がると判断される固縛対象設備に対して行う。 

   横滑りに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については，固縛対象設備が横滑りによって移

動した場合に，設計基準事故対処設備（外部事象防護対象施設）及び他の重大事故等対処設備

との間に障害物がないために衝突し，悪影響を及ぼす可能性がある固縛対象設備に対して行う。 

   竜巻の風速としては，設計竜巻の最大風速ＶＤ＝100 m/s を使用することとする。 

   なお，設計竜巻の風速場モデルにフジタモデルを適用するため，固縛対象設備に作用する最

大水平風速ＶＳＡは，流入層の影響を考慮した水平風速となる。流入層とは，地面付近におい

て地面との摩擦により低下した遠心力と圧力分布のバランスが崩れ，流体が竜巻中心方向の低

圧部に引き込まれることにより形成されるもので，摩擦の影響が及ぶ範囲のみで形成される。

したがって，流入層に配置される固縛対象設備に作用する風速は，地面からの高さに依存する。

評価条件を表 2-4 に示す。 

表 2-4 設計竜巻の評価条件 

 

   設計竜巻の風荷重は，固縛対象設備の形状及び風荷重の作用方向による見付面積に応じて異

なるため，固縛対象設備に最も厳しくなる方向の風圧力に対して，荷重を設定する。一方，風

荷重は，固縛対象設備の外面に沿って作用することには変わらず，見付面積に直角方向に作用

する時が，作用する風圧力が全て固縛対象設備に作用することから，最も厳しい荷重状態とな

るため，この時の荷重を設定する。 

   設計荷重の考え方の概念図を図 2-1 に示す。 

 

最大風速 

ＶＤ 

（m/s） 

 

最大接線風速

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大接線風速

の生じる半径

Ｒｍ 

(m) 

 

流入層高 

Ｈｉ 

(m) 

 

空気密度 

ρ 

(kg/m３) 

ガスト 

影響係数 

Ｇ 

（－） 

100 85 30 15 1.22 1.0 
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図 2-1 設計荷重の考え方の概念図 

 

 (1) 荷重の種類 

   a. 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

  常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重とする。 

b. 風圧力による荷重（ＷＷ） 

  風圧力による荷重は，固縛対象設備に発生し，連結材，固定材（フレノ・リンクボルト

及びアンカープレート）を介して基礎（アンカーボルト）に作用する。 

  竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として設定され，これにより固縛対

象設備は横滑りを生じるような力を受けるが，鉛直方向に対しても，風圧力により固縛対

象設備に揚力が発生し，浮き上がりが生じるような力を受けるため，鉛直方向の荷重につ

いても考慮した設計とする。 

 (2) 竜巻の風圧力による荷重の算定 

 竜巻の風圧力による荷重を考慮し，荷重の算出式を以下に示す。 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を表 2-5 に示す。 

 

浮き上がり荷重 ＝（空力パラメータから算出 
される揚力）－自重 

（＞0 で浮き上がり発生） 

設計竜巻の 

風圧力 

横滑り荷重 ＝ 設計竜巻の風荷重 

【連結材の展張後の持続荷重】 

固縛対象設備 

【連結材の余長展張時の動的荷重】 

設計余長Ｘ 

設計竜巻の 

風圧力 
終端速度 

動的荷重 ＝ 終端速度を有する固縛対象設備が 
急停止することで作用する荷重 

固縛対象設備 

オフセット量 
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表 2-5 荷重の算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

Ｒｍ m 最大接線風速の生じる半径 

Ｈｉ m 流入層高さ 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｗ m 固縛対象設備の幅 

Ｌ m 固縛対象設備の長さ 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

ρ kg/m3 空気密度 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｇ － ガスト影響係数 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

ＶＳＡＳ，Ｆ m/s 固縛対象設備が浮き上がりを開始する風速 

ＶＳＡＳ，Ｓ m/s 固縛対象設備が横滑りを開始する風速 

ＣＤＡ/ｍ m２/kg 空力パラメータ 

μＳ － 固縛対象設備と路面の静摩擦係数 

μｄ － 固縛対象設備と路面の動摩擦係数 

Ｘ mm 固縛装置の設計余長 

ＬＯＦ mm 固縛対象設備と固縛装置（アンカー点）のオフセット量 

ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ’ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

k N/m 連結材の等価剛性（＝ＥＲＰ・ＡＲＰ／ＬＲＰ） 

ＥＲＰ N/mm２ 連結材の弾性係数 

ＡＲＰ mm２ 連結材の断面積 

ＬＲＰ m 連結材の長さ 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＦＬ，ｍ kN 固縛対象設備に作用する保守的に設定した揚力 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 
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   b. 浮き上がり荷重 

(a) 浮き上がりを考慮する対象設備の選定 

 浮き上がりを考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛対象設備に対する浮き上

がり荷重の発生の有無により抽出する。 

(b) 浮き上がり荷重 

 固縛対象設備の浮き上がり時に発生する荷重ＰＶは，設計竜巻により当該固縛対象

設備に発生する鉛直力とする。 

 浮き上がり荷重は，固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて算出される

揚力が自重を上回る（＝空力パラメータから算出される揚力－自重 ＞ 0 ）場合に上

向きの力として固縛対象設備に作用する。 

 固縛対象設備に作用する揚力は，揚力係数の代わりに保守的な設定となる抗力係数

を用いることにより保守的に設定された揚力ＦＬ，ｍを用い，以下の式にて算出する。 

Ｆ
Ｌ，ｍ

＝
1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ 

ρ ：空気の密度   

Ｖ
ＳＡ ：固縛対象設備に作用する設計竜巻の最大水平風速   

Ｃ
Ｄ
Ａ：抗力係数と見付面積の積の平均値 

 保守的な揚力を空力パラメータＣＤＡ/ｍを用いた式に展開すると，浮き上がり荷

重ＰＶは次に示す式により算出する。 

Ｐ
Ｖ
＝Ｆ

Ｌ，ｍ
－ｍ・ｇ＝

1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ－ｍ・ｇ 

 ＝ｍ  1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
－ｇ  

 

 なお，空力パラメータの算出等については「東京工芸大学，“平成 21～22 年度原

子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査

研究”，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平成 23 年 2 月」に

基づき，以下のＣＤＡ/ｍとして算出する。 

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
＝

0.33  Ｃ
Ｄ１

Ａ
１
+Ｃ

Ｄ２
Ａ

２
+Ｃ

Ｄ３
Ａ

３
 

ｍ
 

   c. 横滑り荷重 

(a) 横滑りを考慮する対象設備の選定 

 横滑りを考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛対象設備が横滑りにより移動

した場合，外部事象防護対象施設及び他の重大事故等対処設備との間に障害物がない

ために衝突し，悪影響を及ぼす可能性がある固縛対象設備を抽出する。
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 固縛対象設備が保管される可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）又は可搬型

重大事故等対処設備保管場所（南側）においては，外部事象防護対象施設及び他の重

大事故等対処設備と互いに衝突する可能性があるため，全固縛対象設備を，横滑りを

考慮する対象設備として選定する。 

(b) 横滑りに伴い発生する荷重 

横滑りに伴い発生する荷重ＰＨは，設計竜巻の風圧力による荷重が当該固縛対象

設備に作用する水平力とし，「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷

重指針・同解説」に準拠して，次に示すとおりＷＷとする。 

Ｐ
Ｈ
＝Ｗ

Ｗ
=ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

  ：設計用速度圧 

  ：ガスト係数（＝1.0）  

  ：風力係数  

  ：受圧面積 （固縛対象設備の見付面積の最大値） 

ｑ＝
1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２ 

ρ   ：空気の密度    Ｖ
ＳＡ ：固縛対象設備に作用する最大水平風速   

   d. 動的荷重 

(a) 動的荷重を考慮する対象設備の選定 

 動的荷重を考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛装置の余長の有無により抽

出する。また，余長を有していても風荷重の方向によって横滑り等の移動をしない場

合もあり，当該ケースについては検討ケースとはしない。 

(b) 固縛装置作動に伴い発生する動的荷重 

固縛装置が作動（余長が展張）することで，固縛対象設備は急制動により停止し，

図 2-2 に示すように，固縛装置には，制動荷重の反力として動的荷重が発生する。 

制動荷重は，固縛対象設備が固縛装置作動直前に有していた速度ｖＳＡがΔt の間に 0

（＝停止）になったとし，固縛対象設備が損失した運動量と力積との関係によって算

出することができ，動的荷重も制動荷重の反力であるから同様に算出できる。 

固縛対象設備が停止したときには，連結材を弾性体として，弾性的な荷重が作用す

るモデルにて評価し，固縛対象設備が損失した運動量による制動荷重の反力が，動的

荷重として作用すると考え，以下の手順によって動的荷重を算出する。

Ｇ

Ｃ

ｑ

Ａ
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図 2-2 連結材の展張以後の固縛対象設備の概要モデル 

 

イ. 固縛対象設備の挙動開始風速の算出 

固縛対象設備が浮き上がり又は横滑りを始める時の風速を算出する。 

浮き上がり開始風速ＶＳＡＳ，Ｆは，浮き上がり荷重ＰＶが 0 となる時の風速であり，

以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｆ＝ 2・ｇ

ρ・
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ

 

横滑り開始風速ＶＳＡＳ，Ｓは，風圧力による荷重と静止摩擦力が釣り合った時の

風速であり，以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｓ＝ 2μs・ｇ

ρ・  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+μs

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
  

 μＳ ：固縛対象設備の静摩擦係数（＝0.44） 

    （道路構造令の記載数値を参考として，保守的に 20km/h の路面とタイ

ヤのすべり摩擦係数を静摩擦係数として設定） 

ロ. 固縛装置の余長がなくなる時点での終端速度の算定 

固縛対象設備が挙動を開始してから連結材（サイドロープ）が展張する時点での

固縛対象設備が持つ速度である終端速度ｖＳＡ，ＯＴを算出する。以下横滑りに対し

て，算定例を記載する。 

固縛対象設備が横滑りを始めた風速から最大風速となる風速を，設計竜巻の風速

分布曲線より，保守性を考慮して線形近似した以下の式を使用する。 

 Ｖ’
ＳＡ

＝ａｔ＋ｂ … ① 

Ｖ’ＳＡ：t 秒後に固縛対象設備が受ける竜巻の風速 

 ａ ：風速の近似式の定数 

 ｂ ：風速の近似式の定数（＝滑り出し風速） 

終端速度ｖＳＡ（＞0）

【サイドロープ展張時】 

固縛対象設備速度 

（ｖＳＡ＝0） 

制動荷重 

（急制動） 

動的荷重 

（制動の反力） 

【動的荷重作用時（展張後）】 
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停止している固縛対象設備が動き出し，設計余長分を移動した時の加速度ａＳＡ

を，荷重と加速度の関係から算出する。 

 ａ
ＳＡ

＝
Ｆ

ｍ
＝

Ｗ
Ｗ
-Ｆ

ｆｄ

ｍ
 

     ＝1

2
ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+  μｄ・

ＣDＡ
ｍ

 Ｖ’
ＳＡ

 ２ - μｄ・ｇ… ② 

 

 Ｆｆｄ ：固縛対象設備に作用する動摩擦力 

 μｄ ：固縛対象設備の動摩擦係数（＝0.29） 

    （道路構造令の記載数値を参考として，保守的に 120km/h の路面とタイ

ヤのすべり摩擦係数を動摩擦係数として設定） 

 

ここで，Ｋを以下に示すように置いて，②式のＶ’ＳＡに①式を代入し，ｔに対

する式として整理すると，③式となる。 

   Ｋ＝
1

2
ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+  μｄ・

ＣDＡ
ｍ

  
 ａ

ＳＡ
＝Ｋ・ａ

２
・ｔ

２
＋2Ｋ・ａ・ｂ・ｔ＋（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）… ③ 

固縛対象設備の速度ｖＳＡは，加速度ａＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮す

ることで④式となる。（初期条件ｔ＝0のとき，ｖＳＡ＝0） 

 ｖ
ＳＡ

＝  ａ
ＳＡ

ｄｔ 

    ＝
1

3
Ｋ・ａ

２
・ｔ

３
＋Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

２
 

            ＋（Ｋ・ｂ
２
－ μｄ・ｇ）t… ④ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡは，速度ｖＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮

すると以下の式となる。（初期条件ｔ＝0 のとき，ｘＳＡ＝0） 

 ｘ
ＳＡ

＝  ｖ
ＳＡ

ｄｔ 

    ＝
1

12
Ｋ・ａ

２
・ｔ

４
＋

1

3
Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

３
 

             ＋
1

2
（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）ｔ

２
… ⑤ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡが設計余長Ｘとなるケースとして，⑤式をｔにつ

いて解くと，滑り始めてから固縛装置が作動するまでの時間ｔⅰが算出できる。 

④式にｔⅰを代入することで，固縛装置が作動する時点での固縛対象設備の速度

として，終端速度ｖＳＡ，ＯＴが算出される。 
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ハ. 固縛装置に作用する動的荷重の算定 

固縛対象設備の停止時に，固縛装置に作用する動的荷重は，急制動による停止に

伴う動的荷重によって連結材に作用する張力に加え，風圧力及び動摩擦力による荷

重Ｆｉ’を静荷重として，動的荷重Ｆｉによる連結材に作用する張力に加算する。

固縛対象設備が有する運動量はｍｖＳＡである。固縛装置が作用し始めてΔｔの間

に停止したとすると，連結材に発生する動的荷重Ｆｉと運動量の関係は，⑥式に示

すとおりとなる。 

  Ｆ
ｉ

 t

0 (t)dt＝ｍ・ｖ
ＳＡ

 …⑥ 

連結材の等価剛性をｋとして，連結材に張力が作用し，固縛対象設備の速度が 0

になったとすると，振幅をＢとして，連結材の変位ｘＲＰは，⑦式で表される。 

 ｘ
ＲＰ

＝Ｂ・sin   ｋ

ｍ
・t  …⑦ 

また，フックの法則により連結材に発生する動的荷重Ｆｉは⑧式となる。 

 Ｆ
ｉ
(t)＝ｋ・ｘ

ＲＰ
＝ｋ・Ｂsin   ｋ

ｍ
・t  …⑧ 

  ｋ ：連結材の等価剛性 

 

⑧式を⑥式に代入して積分し，初期条件を考慮して，振幅について解くと⑨式と

なる。（初期条件：ｔ＝0 のときｖＳＡ=ｖＳＡ，ＯＴ，ｔ＝ΔｔのときｖＳＡ=0） 

 Ｂ＝ｖ
ＳＡ，ＯＴ

・ ｍ

ｋ
 …⑨ 

また，動的荷重Ｆｉは，⑧式の正弦関数が 1 のときに最大値（＝ｋ・Ｂ）となり，

連結材の変位も最大となる。その時間ｔｉ’は，以下の式となる。 

 ｔ
ｉ
’＝

π

２
・ ｍ

ｋ
 …⑩ 

さらに，風荷重と動摩擦力の差分による静荷重Ｆｉ’が作用する。 

固縛対象設備に作用する風速は，①式にｔｉを代入して算出する。 

なお，このとき，揚力が自重を上回る場合には，摩擦力は考慮しない。 

 Ｖ”
ＳＡ

＝ａ・ｔ
ｉ
＋ｂ  
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 Ｆ
ｉ
’＝Ｗ

Ｗ
-Ｆ

ｆｄ
 

    ＝
1

2
ｍ・ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+ μｄ・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
 Ｖ”

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｍ・ｇ  

固縛装置作動により固縛対象設備の急停止に伴う荷重は，動的荷重Ｆｉに加えて

静荷重Ｆｉ’を加算した荷重とし，動的荷重Ｐｉとする。 

 

 (3) 荷重の組合せ 

 固縛対象設備に作用する荷重は，常時作用荷重（Ｆｄ），風荷重による浮き上がり荷重

(ＰＶ)，横滑り荷重(ＰＨ)及び動的荷重(Ｐｉ)を考慮する。 

 この荷重及び荷重の組合せを表 2-6「固縛装置の荷重の組合せ」に示す。 

 

表 2-6 固縛装置の荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 設計荷重の選定 

 設計荷重の選定に当たっては，浮き上がりに伴い発生する荷重，横滑りに伴い発生する荷

重及び固縛装置が挙動を停止させることにより発生する動的荷重を考慮し，評価対象部位に

対してより厳しい荷重を設計荷重とする。 

  

強度評価の対象施設 評価内容 荷重の組合せ 

固縛装置 構造強度 

Ｆｄ＋ＰＶ 

又は 

Ｆｄ＋ＰＨ 

又は 

Ｆｄ＋Ｐｉ 

(固縛対象設備に作用する荷重) 
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3. 設計方針 

  固縛対象設備に風圧力による荷重が作用すると，固縛装置に風荷重に相当する荷重が伝わり，

浮き上がり荷重又は横滑り荷重が作用し，固縛対象設備は移動しようとする。連結材（サイドロ

ープ）に余長の有無により，移動が拘束される場合と連結材（サイドロープ）の展張までは移動

できる場合があるが，固縛装置を構成している連結材は，柔軟な挙動ができる部材を選定してい

るため，固縛対象設備に作用する荷重に伴い，連結材には引張荷重が伝達されることは同様であ

る。なお，連結材（サイドロープ）に余長を持たせた固縛装置は，固縛対象設備の移動に伴い連

結材が緊張状態になる前は，固縛装置に有意な荷重は発生しない。 

  以上により，固縛装置の強度設計においては，構成要素ごとに強度評価を実施する。 

  固縛装置は，表 2-2 に示す構成要素ごとに適切な裕度（安全率）を確保する定格荷重を定め，

固縛装置に作用する荷重以上の耐力を持つ構成要素を整理すると，連結材の余長の有無に違いは

あるが構成要素は同一で，強度評価の方法に関しても同じであり，表 3-1に示すとおりとする。 

  評価上最も裕度の小さい固縛装置の選定及びその固縛装置に対する強度評価について，Ⅴ-3-

別添-1-3-1「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。 

  「2.1 固縛対象設備の選定」にて選定された固縛対象設備について，固縛装置の対策目的及

び型式（構成要素の組合せ）を表 3-2 に示す。 

 

表 3-1 固縛装置の構成 

型式 連結材 固定材 基礎部（アンカーボルト） 

Ａ 
高強度繊維ロープ

（余長あり） 

フレノ・リンク

ボルト 
接着系アンカーボルト 

Ｂ 
高強度繊維ロープ

（余長なし） 

フレノ・リンク

ボルト 
接着系アンカーボルト 
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表
3
-
2 

固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
1/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
１
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

可
搬
型
代

替
注
水

大
型
ポ

ン
プ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
注
水

大
型
ポ

ン
プ
（

放
水
用

）
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
注
水

中
型
ポ

ン
プ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
低
圧

電
源
車
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

有
 

 

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

窒
素
供
給

装
置
 

台
 

車
両
搭
載

型
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

窒
素
供
給

装
置
用

電
源
車
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

注
記

 
＊

１
：

保
管

場
所

は
以

下
を
示

す
。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
 

 
 

 
 

 
 

 
＊

２
：

浮
き

上
が
り

は
生

じ
る

が
，

余
長

が
展
張

す
る

こ
と

は
な
い
た

め
，
固

縛
装

置
に

浮
き

上
が

り
荷
重

は
作

用
し

な
い

。
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表
3
-
2 

固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
2/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

以
外
 

ホ
イ
ー
ル

ロ
ー
ダ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

ホ
ー
ス
 

基
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
で

保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

無
 

 

台
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
を

ホ
ー
ス
 

展
張
車
に

積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

有
 

ホ
ー
ス
運

搬
の
 

運
用
性
を

考
慮
し

て
 

余
長
を
設

定
す
る

。
 

ホ
ー
ス
（

放
水
用

）
 

基
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
で

保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

台
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
を

ホ
ー
ス
 

展
張
車
に

積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

ホ
ー
ス
運

搬
の
 

運
用
性
を

考
慮
し

て
 

余
長
を
設

定
す
る

。
 

放
水
砲
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

泡
混

合
器

 
個
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

泡
消

火
薬

剤
容

器
（

大
型

ポ
ン

プ
用
）
 

個
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

注
記

 
＊

：
保

管
場

所
は

以
下

を
示
す

。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
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表
3
-
2 

固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
3/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
１
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

以
外
 

ケ
ー
ブ
ル
 

台
 

ケ
ー
ブ
ル

を
収
納

し
た
 

可
搬
型
ケ

ー
ブ
ル

運
搬
車

に
積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

無
 

 

可
搬

型
整

流
器
 

基
 

専
用
ラ
ッ

ク
に
収

納
し
て

保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
＊

２
 

○
＊

２
 

無
 

耐
震
設
計

に
お
い

て
 

保
管
状
態

を
考
慮

し
て

設
計
し
て

い
る
。
 

汚
濁

防
止

膜
 

台
 

汚
濁
防
止

膜
運
搬

車
の
荷

台
に
積
載

し
て
保

管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

小
型
船
舶
 

（
船
外
機

）
 

基
 

専
用
ラ
ッ

ク
に
収

納
し
て

保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
＊

２
 

○
＊

２
 

無
 

耐
震
設
計

に
お
い

て
 

保
管
状
態

を
考
慮

し
て

設
計
し
て

い
る
。
 

（
船
体
）
 

基
 

専
用
架
台

に
積
載

し
て
保

管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
＊

２
 

○
＊

２
 

無
 

注
記

 
＊

1：
保
管

場
所

は
以
下

を
示
す

。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
 

 
＊

2：
耐
震

設
計

に
よ

る
保
管

状
態
（

収
納

ラ
ッ

ク
等

）
で

竜
巻
の
風
荷

重
に

よ
っ

て
飛

散
し
な

い
場

合
に

は
，

固
縛

は
不
要

と
す

る
。
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4. 評価方針  

固縛装置の強度評価は，設計荷重が固縛装置に作用することにより，評価対象部位にかかる

荷重及び応力等が，「5. 許容限界」に示す許容限界に収まることを，「6. 強度評価方法」

に示す方法により確認する。 

固縛装置の強度評価においては，その構造を踏まえ，「2.3 荷重の及び荷重の組合せ」に示

す設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。 

 (1) 強度評価方針 

 固縛装置の強度評価フローを図 4-1 に示す。固縛装置の強度評価においては，その構造を

踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に固縛装置を構成して

いる連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）に作用する荷重，応力等が「5. 許容限

界」にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。強度評価においては，固縛対

象設備に作用する荷重算出のための風速や連結材の剛性等，又許容限界の設定おいて保守性

を考慮し，強度評価に対する信頼性を高めている。 

 なお，強度評価を行うことを基本とするが，耐震設計において固縛対象設備の保管状態を

考慮したうえで，耐震評価結果として機能維持が確認できている場合は，耐震評価結果より

も設計竜巻の風荷重が小さいことを確認することで，設計竜巻の風圧力による荷重によって

悪影響を及ぼすことがないと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 固縛装置の強度評価フロー 

 

 

設計竜巻の風圧力による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの選定 

固縛装置の各構成要素に作用する荷重及び応力計算 

設定する許容限界との比較 
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5. 許容限界  

固縛装置の許容限界は，「6.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに，評価

内容に応じて設定する。 

固縛装置に要求される機能は，竜巻により設計荷重を受けた固縛対象設備に浮き上がり又は

横滑りが発生した場合であってもその移動を制限し，外部事象防護対象施設や同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備に衝突することを防止すること（悪影響防止）である。そのため，

竜巻による固縛対象設備の浮き上がり又は横滑りによる移動を制限する際に，固縛装置に作用

する荷重に対して，固縛状態を維持することが求められる。そこで，固縛装置の許容限界とし

ては，終局耐力を適用し，許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な強度を有す

る設計とする。 

ただし，取替えが容易にできない基礎部（アンカーボルト）については，竜巻襲来時に永久

変形を生じさせないために，許容限界として降伏耐力又は短期許容応力度を適用することとす

る。なお，発電所敷地内に竜巻が発生した場合は，事象収束後，設備の損傷の有無及び竜巻の

規模を確認し，損傷が確認された場合の処置については，保安規定に定める。 

 

 (1) 連結材 

 固縛に必要となる連結材（メインロープ及びサイドロープ）については，設計竜巻による

荷重に対し，連結材の破断が生じない設計とする。 

 このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の引張強度を許容限界とする。 

 (2) 固定材 

   a. フレノ・リンクボルト 

     固定材のうち，フレノ・リンクボルトについては，設計竜巻による荷重に対し，フレ

ノ・リンクボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示の使用荷重及び安全係数によって，

使用荷重に対し安全係数を考慮した値を許容限界とする。 

   b. アンカープレート 

     固定材のうち，アンカープレートについては，設計竜巻による荷重に対し，鋼材の破断

が生じない設計とする。 

     このため，「鋼構造塑性設計指針」に基づく，部材の終局耐力を許容限界とする。 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

   a. 接着系アンカーボルト 

     基礎部（アンカーボルト）のうち，接着系アンカーボルトについては，設計竜巻による

荷重に対し，接着系アンカーボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく，短期許容応力度を許容限界と

する。 
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6. 強度評価方法 

6.1 記号の定義 

 (1) 強度評価の記号の定義 

連結材の強度評価に用いる記号を表 6-1，固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評

価に用いる記号を表 6-2 に示す。 

 

表 6-1 連結材の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ１ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ１ kN 連結材 1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｍ kN 連結材（メインロープ）1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｓ kN 連結材（サイドロープ）1 組当たりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着

面となす角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面と

なす角度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロ

ープ）が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（1/3） 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ２ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ２ kN フレノ・リンクボルト 1本当たりに作用する荷重 

Ｐ３ kN アンカープレート 1箇所あたりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面とな

す角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面となす角

度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロープ）

が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の見付面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｆ N/mm2 鋼材の基準強度 

σｙ N/mm2 検討対象部材の降伏応力度で，基準強度 F 値を 1.1 倍した値 

τｙ N/mm2 検討対象部材のせん断降伏応力度（τy=σy/√3） 

ｆｂ N/mm2 検討対象部材の短期許容曲げ応力度 

ｆｔ N/mm2 検討対象部材の短期許容引張応力度 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（2/3） 

記号 単位 定義 

ｈ mm ベースプレート板厚芯からのフレノ・リンクボルト芯までの高さ 

Ｌ１ mm 両端のアンカーボルト芯間距離 

ｄｔ mm ベースプレート端部から引張側アンカーボルト芯までの距離 

ＢＢ mm ベースプレートの幅 

Ｂｔ mm ベースプレートの厚さ 

ＢＺｐｙ mm ベースプレートの y軸まわりの塑性断面係数 

ＢＺｐｘ mm ベースプレートの x軸まわりの塑性断面係数 

ＢＡ mm ベースプレートの断面積 

ＢＭｙ kN・mm x 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｘ kN・mm y 方向検討荷重によるベースプレートの x 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｙ_ｚ kN・mm z 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｐｙ kN・mm ベースプレートの y軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＭｐｘ kN・mm ベースプレートの x軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＱｘ kN x 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｙ kN y 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｘ_ｚ kN z 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｐｘ kN x 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｙ kN y 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｚ kN z 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

Ａα － 
アンカーボルトのねじ部における断面積の低減を考慮した係数

(=0.75) 

ＡＡｅ mm2 アンカーボルトの有効断面積 

ｎ 本 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 

ｎ’ 本 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 

ＡＴＶ kN z 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力

ＡＴＨ kN 
x 又は y 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる

引張力 

φ１ － 
アンカーボルトの降伏引張力を決定する際の低減係数で，アンカ

ーボルトの降伏による場合は 1.0 

Ｆｃ N/mm2 アンカーボルトが定着するコンクリートの設計基準強度（＝40） 

ｓσｑａ N/mm2 接着系アンカーボルトの許容せん断応力度（＝0.7×ft） 

ＡＱ kN 検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力 

γ kN/m3 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（3/3） 

記号 単位 定義 

Ｑａ１ kN 
接着系アンカーボルトの検討において，アンカーボルトのせん断

強度により決定される許容せん断力 

Ｑａ２ kN 定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力 

φ２ － 
アンカーボルトの降伏せん断力を決定する際の低減係数で，コン

クリートの支圧による場合は 2/3 

ｃσｑａ N/mm2 基礎コンクリートの支圧強度で，0.5×√（Fc・Ec） 

Ｅｃ N/mm2 コンクリートのヤング係数で，3.35×10４×(γ/24)2×（Fc/60）1/3

Ａｑｃ mm2 せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積 

ＡＬ mm 接着系アンカーボルトにおいては，埋込長さ 

ＡＬｅ mm 接着系アンカーボルトの有効埋込長さ 

ＡＬｃｅ mm 接着系アンカーボルトの強度算定用埋込長さ 

Ａｄａ mm 接着系アンカーボルトの呼び径 

α１ 

α２ 

α３ 

－ 
接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトの

ピッチによる付着強度の低減係数 

Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３ mm 
接着系アンカーボルトのへりあき寸法又はアンカーボルトピッチ

の 1/2 

Ｐａ１ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの降伏により決

定される 1本当たりの許容引張力 

Ｐａ３ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの付着力により

決定される 1 本当たりの許容引張力 

φ３ － 
接着系アンカーボルトの許容引張力を決定する際の付着力による

低減係数(=2/3) 

τａ N/mm2 接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度 

τｂａｖｇ N/mm2 
接着系アンカーの基本平均付着強度で，カプセル式・有機系の場

合（=10√(Fc/21) 

Ｐａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容引張力 

Ｑａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容せん断力 

Ｑａ３ kN 定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度（＝0.31×√Fc） 
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6.2 評価対象部位 

   固縛装置の評価対象部位は，「2.2 固縛装置の構造」にて設定している構造に基づき，

「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計竜巻の風圧力の作用方向及び伝達過程を考慮し設

定する。 

 (1) 連結材 

    ・連結材本体（高強度繊維ロープ） 

    ※連結材に作用する荷重を，メーカ提示値の規格引張強度と比較するため，評価対象部

位は高強度繊維ロープ本体とする。 

    連結材の評価対象部位を図 6-1 に示す。 

 
（高強度繊維ロープφ30） 

図 6-1 連結材の評価対象部位 

 
 (2) 固定材 

   a. フレノ・リンクボルト 

     ・フレノ・リンクボルト本体 

    ※フレノ・リンクボルトに作用する荷重は，メーカ提示の使用荷重及び安全係数によ

って，使用荷重に対し安全係数を考慮した値と比較するため評価対象部位はフレ

ノ・リンクボルト本体とする。 

   b. アンカープレート 

     アンカープレートについては，ベースプレートを評価対象部位として設定する。 

     ・ベースプレート 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

    接着系アンカーボルトにより構成されるため，評価対象部位として設定する。 

・接着系アンカーボルト 

 

   固定材（フレノ・リンクボルト及びアンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の

評価対象部位を図 6-2 に示す。  

径 30mm 

長さ 

268



 

28 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3 
R
7
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位 

 

6.3 評価方法 

 (1) 連結材の評価方法 

    連結材に作用する荷重が，固縛装置の箇所数×連結材 1 組当たりの許容限界を超えないこ

とを確認するため，連結材 1 組当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑り

の荷重状態に対して算定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

   a. 浮き上がり時 

     設計竜巻の風荷重による揚力が固縛対象設備に作用して浮き上がる状態を考える。固縛

対象設備が浮き上がった場合には，両側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ）で

抵抗することから連結材に作用する荷重を以下の式により算定する。浮き上がり時の評価

モデルの概要図を図 6-3 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，浮き上がり時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

，
Ｐ

2
 ＝

Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

（ｎ
１
・sinθＶ１  2 より） 

 

  

接着系アンカーボルト 

フレノ・リンクボルト 

フレノ・リンクボルト取付部 
フレノ・リンク 
ボルト取付部 
（ねじ加工） 

接着系 

アンカーボルト 
ベースプレート 
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図 6-3 浮き上がり時の連結材の評価モデルの概要図 

 

   b. 横滑り時 

設計竜巻による風荷重が固縛対象設備に作用して横滑りする状態を考え，連結材に作用

する荷重は算定するが，横滑りの方向により連結材に作用する荷重状態が異なるため、横

滑り方向に対して，荷重を算定する。 

    (a) 側面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が側面方向（進行方向直角方向）に横滑りした場合には，固縛装置は片

側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ））のみで抵抗することとなるから，連

結材の検討用荷重Ｐ１は以下の式により算定する。横滑り時（側面方向）の評価モデル

の概要図を図 6-4 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，側面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ・

1

cosθＶ２

，
Ｐ

2
 ＝Ｐ・

1

cosθＶ２

（cosθＶ２  1< 2 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 横滑り時（側面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 

※ 浮き上がりが発生しない 
（余長が展張しない）場合は 

Ｐ=ＰＶ=Ｐｉ＝0 θＶ１ 

固縛 

対象設備 
連結材（サイドロープ） 

（浮き上がり荷重作用時 
：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＶ，Ｐｉ）/Ｎ  

揚力（ＦＬ，Ｍ）

P１,Ｓ 

連結材（サイドロープ） 
（浮き上がり荷重作用時 

：展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ P１,ｍ 

P１,Ｓ 

θＶ２ 

固縛 

対象設備 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：未展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 
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    (b) 正面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が正面方向（進行方向）に横滑りした場合には，両側に配置した固縛装

置（連結材（サイドロープ））で抵抗することから，連結材の検討用荷重Ｐ１は以下の

式により算定する。横滑り時（正面方向）の評価モデルの概要図を図 6-5 に示す。 

      連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大

きい荷重を，正面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＨ

・
1

cosθＶ２

，
Ｐ

ｎ
１

・
1

tanθＨ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 横滑り時（正面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 
 (2) 固定材の評価方法 

   a. フレノ・リンクボルトの評価方法 

     フレノ・リンクボルトに作用する荷重も連結材と同様に，固縛装置の箇所数×フレノ・

リンクボルト 1 本当たりの許容限界を超えないことを確認するため，フレノ・リンクボル

ト 1 本当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑りの荷重状態に対して算

定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

     なお，フレノ・リンクボルトは連結材のうちサイドロープと同一の作用線上に配置され

ることから，連結材のサイドロープの荷重を検討用荷重Ｐ２とする。 

     また，荷重の評価モデルは連結材と同様である。 

     (a) 浮き上がり時 

       浮き上がり時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定する。 

θＨ 

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

連結材 
（メインロープ） 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 

θＨ 

θＶ２ 

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 
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 Ｐ
２
＝

Ｐ

ｎ
２

・
1

sinθＶ１

 

     (b) 横滑り時 

      イ. 側面方向の横滑り時 

        側面方向の横滑り時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定

する。  Ｐ2＝Ｐ・
1

cosθＶ２

 

      ロ. 正面方向の横滑り時 

        正面方向の横滑り時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定

する。 

 Ｐ2＝ Ｐ

ｎ
２

・
1

cosθＨ

・
1

cosθＶ２

 

   b. アンカープレートの評価方法 

     (a) 計算モデル 

   アンカープレートは，フレノ・リンクボルトを介して荷重を受けるため，フレノ・

リンクボルトの角度により，図 6-6 に示すｘ，ｙ，ｚ方向にフレノ・リンクボルトに

作用する荷重Ｐ２の分力として，検討用荷重Ｐ３が作用する。 

   アンカープレートの評価は，浮き上がり及び横滑りの荷重状態を考慮して，作用す

る方向の検討用荷重に対して部材断面に生ずる荷重等を算定し，評価を行う。 

   なお，フレノ・リンクボルトはボルト芯を軸として回転し，アンカープレートの仕

様も含めて，ｘ方向とｙ方向は同一の評価条件となり，ｘ，ｙ方向は同じ検討モデル

となるため，以降ではｘ方向に作用する場合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 アンカープレートの計算モデルの概要図 

x 

y 

z 

(a) ｘ方向 (b) ｙ方向 (c) ｚ方向 

Ｐ３(ｚ) 
Ｐ３（ｙ） 

Ｐ３（ｘ）(Ｐ３（ｙ）) 

Ｐ２  

Ｐ３（ｘ） 

Ｐ３（ｚ） 
z 

x 
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(b) 計算方法 

 イ．ｘ（ｙ）方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｘ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 6-7 に示す。前述のとおり，ｘ方向とｙ方向の計算モデ

ルは同一条件であるため，ｘ方向のモデルにて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-7 ｘ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙは，以

下の式により算定する。 

ＢＭ
ｙ
＝Ｐ

３
・

ｈ

2
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱｘは，以下の式により算定

する。 

ＢＱ
ｘ
＝

 ＢＭ
ｙ

Ｌ
１

２

 

 

ｈ

Ｐ３ ＝Ｐ２・cosθＶ１(θＶ２) 

 (＝Ｐ２・cosθＶ２・cosθＨ) 

(＝Ｐ２・cosθＶ２・sinθＨ) 

Ｌ１ 

ＢＭｙ=Ｐ３・ｈ/２ 

ＢＱｘ=ＢＭｙ/（Ｌ１/２） 
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    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｘは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｙ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 ロ．ｚ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｚ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 6-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-8 ｚ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙ_ｚは，

以下の式により算定する。 

BＭｙ_z＝Ｐ
３
・

Ｌ
１

4
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

 

ｈ

Ｐ３＝Ｐ２・sinθＶ１(θＶ２)

Ｌ１ 

ＢＭｙ_ｚ=Ｐ３・Ｌ１/４ 

ＢＱｘ_ｚ=Ｐ３/２ 
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   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱＸは，以下の式により算定

する。 

BＱｘ_z
＝

Ｐ
３

2
 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｚは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｚ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価方法 

   a. 接着系アンカーボルトの評価方法 

(a) 計算モデル 

   接着系アンカーボルトもアンカープレートの評価と同様に，浮き上がり及び横滑り

の荷重状態を考慮して，作用する方向の検討用荷重に対してアンカーボルトに生ずる

荷重等を算定し，評価を行う。 

(b) 引張に関する検討 

   接着系アンカーボルトの降伏引張耐力に関する検討は以下による。 

   アンカーボルトの有効断面積ＡＡｅは，以下の式により算定する。 

   ＡＡ
ｅ
＝ Ａα・

π・ｄ
ａ
 ２

4
 

   ｚ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力ＡＴＶは，

以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｖ
＝

Ｐ
３

ｎ
 

   ｘ又はｙ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力  

ＡＴＨは，以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｈ
＝

Ｐ
３
・ｈ

 
7
8 ｄｔ・ｎ’

 

   アンカーボルトの降伏により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ１は，以下の

式により算定する。 

Ｐ
ａ１

＝φ
１
・ｆ

ｔ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 
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   アンカーボルトの付着力により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ３は，以下

の式により算定する。 

Ｐ
ａ３

＝φ
３
・τａ・π・ Ａｄ

ａ
・ ＡＬ

ｃｅ
・10-3 

   接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度τａは以下の式により算定する。 

τａ＝α１・α２・α３・τｂａｖｇ 

   接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着

強度の低減係数は以下の式により算定する。 

αｎ：0.5・（Ｃ
ｎ
/ ＡＬ

ｃｅ
）＋0.5 

    ＡＬ
ｅ

＝ ＡＬ－ｄ
ａ
 

    ＡＬ
ｃｅ

＝ ＡＬ
ｅ

－2・ｄ
ａ

 

   ここで， 

  （Ｃｎ/ＡＬｃｅ）≧1.0 の場合は，（Ｃｎ/ＡＬｃｅ）=1.0 

ＡＬｅ ≧10ｄａの場合は， ＡＬｅ=10ｄａとする。 

   アンカーボルトの許容耐力Ｐａは，以下の式により算定する。 

Ｐａ＝min  Ｐ
ａ１

，Ｐａ３  
(c) せん断に関する検討 

   検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力ＡＱは，以下の

式により算定する。 

ＡＱ＝
Ｐ

３

ｎ
 

   アンカーボルトのせん断強度により決定される許容せん断力Ｑａ１は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ１

＝φ
１
・ ｓσ

ｑａ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

  定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力Ｑａ２は，以下の式により算

定する。 

 Ｑ
ａ２

＝φ
2
・ cσｑａ

・ ＡＡ
ｅ
・10-3 

  せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積Ａｑｃは，アンカーボルトのへりあ

き寸法をｃとすると以下の式により算定する。 

 Ａ
ｑｃ

＝0.5・π・ｃ
２
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   定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力Ｑａ３は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ３

＝φ
３
・ cσｔ

・ Ａ
ｑｃ

・10-3 

  アンカーボルトの許容せん断力Ｑａは，以下の式により算定する。 

 Ｑａ＝min  Ｑ
ａ１

，Ｑａ２，Ｑａ３  
(d) 引張とせん断を同時に受ける場合に関する検討 

   コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトとしての引張力とせん断力の組合せ力

に対する検定は，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき，以下の式によって行

う。 

   ＡＴ
Ｈ

+  ＡＴ
Ｖ

Ｐ
ａ

 ２＋   ＡＱ  

Ｑ
ａ

 ２ １ 
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7. 適用規格  

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・日本工業規格（ＪＩＳ） 

・鋼構造設計規準‐許容応力度設計法‐（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・鋼構造塑性設計指針（（社）日本建築学会，2010 改定） 

・建築基準法及び同施行令 

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004 改定） 

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定） 

278



 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3-
1
 
R
6 

Ⅴ-3-別添 1-3-1 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書

279



 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3-
1
 
R
6 

目次 

 
1. 概要                                                                                1 
2. 基本方針                                                                            1 

2.1 位置                                                                             1 
2.2 構造装置全体の構造概要                                                           3 
2.3 固縛装置構成要素の構造概要                                                       3 
2.4 評価方針                                                                         5 
2.5 適用規格                                                                         5 

3. 強度評価方法                                                                        6 
3.1 記号の定義                                                                       6 
3.2 評価対象部位                                                                    12 
3.3 荷重及び荷重の組合せ                                                            13 
3.4 許容限界                                                                        18 
3.5 評価方法                                                                        19 

4. 評価条件                                                                           28 
4.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価条件                                              28 

5. 評価結果                                                                           31 
5.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価結果                                              31 

 
  

280



 

1 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3-
1
 
R
6 

1. 概要 

  本資料は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に示すと

おり，固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備（以下「固縛対象設備」という。）の固

縛装置が，竜巻襲来時においても，固縛構成要素が，設計竜巻による荷重とこれを組み合わせる

荷重（以下「設計荷重」という。）が固縛対象設備に作用した場合であっても，固縛状態を維持

するために必要な構造強度を有するよう，作用する荷重が許容限界以下であることを確認するも

のである。 

 

2. 基本方針 

  固縛装置は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「3. 

設計方針」に示すとおり，固縛対象設備の構造によって連結材の余長の有無に違いはあるが，固

縛装置の構成要素の組合せは，表 2-1 に示す１つである。  

  当該固縛装置に対して，強度評価を行い，固縛状態を維持し，必要な構造強度を有しているこ

とを確認する。 

なお，固縛対象設備の設置される固縛装置の強度評価の結果，許容限界に対する裕度が最も低

い固縛装置は，「可搬型代替注水中型ポンプ」に設置する固縛装置であり，本資料においては，

可搬型代替注水中型ポンプを固縛対象設備とした評価を示す。 

 

表 2-1 固縛装置の構成 

固縛対象設備 連結材 固定材 
基礎部 

（アンカーボルト） 

対象の 

固縛対象 

設備数 

車両型 

高強度繊維 

ロープ 

（余長あり） フレノ・リンク

ボルト 
接着系アンカーボルト

7 

車両型以外 

高強度繊維 

ロープ 

（余長なし）

10 

 

2.1 位置 

 屋外に設置する重大事故等対処設備は，Ⅴ-1-1-2-3-4「竜巻防護に関する屋外重大事故等対

処設備の設計方針」の「2. 設計の基本方針」のとおり，位置的分散等を考慮した保管として

おり，固縛対象設備も同様であり，それぞれ可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び

可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）に設置しており，これらの固縛装置も同じ場所に

設置する。 

固縛装置の設置位置図を図 2-1 に示す。 
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図 2-1 固縛装置の設置位置図

282



3 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3-
1
 
R
6

 2.2 構造装置全体の構造概要 

 固縛対象設備の固縛装置の構造は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の

強度計算の方針」の「2.2 固縛装置の構造」を踏まえて設定する。 

固縛対象設備の固縛装置は，連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）から構成される。 

(1) 固縛装置全体の構造概要

固縛装置は，連結材（高強度繊維ロープ）を固定材であるフレノ・リンクボルト及びアン

カープレートと接続し，固定材と基礎部を接着系アンカーボルトで固定する構造である。可

搬型代替注水中型ポンプに設置する固縛装置の概要を図 2-2 に示す。 

図 2-2 可搬型代替注水中型ポンプの固縛装置の概要図 

2.3 固縛装置構成要素の構造概要 

 固縛対象設備の固縛装置の構成要素は，連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）であ

り，固縛対象設備に作用する荷重が連結材から固定材へ伝達し，基礎部（アンカーボルト）に

より支持する構造となる。 

連結材の概要を図 2-3 に，固定材のうちフレノ・リンクボルトの概要図を図 2-4 に，固定材

のうちアンカープレート及び基礎部（アンカーボルト）の概要図を図 2-5 に示す。 

連結材

（メインロープ）

連結材

（サイドロープ

（余長有））

固定材

（正面図）（側面図）

（上面図）

アンカープレート

フレノ・リンクボルト

接着系アンカーボルト

（固定材詳細図）

8.260 

3.430  

2.490  

基礎部

可搬型代替注水中型ポンプ

（固縛対象設備）

基礎

（単位 m） 
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（高強度繊維ロープφ30mm(被覆部) 

                  φ22mm（被覆無し部）） 

 

図 2-3 連結材の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フレノ・リンクボルト(A-48L)） 

 

図 2-4 フレノ・リンクボルトの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の概要図

呼び径 30mm 

長さ 

フレノ・リンク 
ボルト取付部 
（ねじ加工） 

接着系 

アンカーボルト 

ベースプレート 200 200 

5
50

 

550 

2
75

 

2
00

 
2
00

 
7
5 

7
5 

550 

75 75 

110 220 220 

2
75

 

8
6 

3
6 

有
効

埋
込

長
 

2
76

 

275 275 

200 200 

550 

75 75 

（単位 mm） 

（単位 mm） 
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2.4 評価方針  

固縛装置の強度評価は，設計荷重が固縛装置に作用することにより評価対象部位に生ずる荷

重及び応力等が，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の

「5. 許容限界」に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」

に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。 

固縛装置の強度評価において，その構造を踏まえ，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設

備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計荷重の作用方

向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。 

 (1) 強度評価方針 

固縛装置の強度評価フローを図 2-6 に示す。固縛装置の強度評価においては，その構造を

踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に，固縛装置を構成し

ている連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）に作用する荷重等が「3.4 許容限界」

にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6 固縛装置の強度評価フロー 

 

2.5 適用規格  

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・日本工業規格（ＪＩＳ） 

・鋼構造設計規準‐許容応力度設計法‐（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・鋼構造塑性設計指針（（社）日本建築学会，2010 改定） 

・建築基準法及び同施行令 

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004 改定） 

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定） 
  

設計竜巻の風圧力による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの選定 

固縛装置の各構成要素に作用する荷重及び応力計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

 (1) 強度評価の記号の定義 

固縛対象設備に作用する荷重の評価に用いる記号を表 3-1，連結材の強度評価に用いる記

号を表 3-2，固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号を表 3-3 に示す。 

 

表 3-1 固縛対象設備に作用する荷重の算出に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

Ｒｍ m 最大接線風速の生じる半径 

Ｈｉ m 流入層高さ 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｗ m 固縛対象設備の幅 

Ｌ m 固縛対象設備の長さ 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

ρ kg/m3 空気密度 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｇ － ガスト影響係数 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

ＶＳＡＳ，Ｆ m/s 固縛対象設備が浮き上がりを開始する風速 

ＶＳＡＳ，Ｓ m/s 固縛対象設備が横滑りを開始する風速 

ＣＤＡ/ｍ m２/kg 空力パラメータ 

μＳ － 固縛対象設備と路面の静摩擦係数 

μｄ － 固縛対象設備と路面の動摩擦係数 

Ｘ mm 固縛装置の設計余長 

ＬＯＦ mm 固縛対象設備と固縛装置（アンカー点）のオフセット量 

ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ’ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 
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表 3-1 荷重の算出に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

k N/m 連結材の等価剛性（＝ＥＲＰ・ＡＲＰ／ＬＲＰ） 

ＥＲＰ N/mm２ 連結材の弾性係数 

ＡＲＰ mm２ 連結材の断面積 

ＬＲＰ m 連結材の長さ 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＦＬ，ｍ kN 固縛対象設備に作用する保守的に設定した揚力 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 

 

 

  

287



 

8 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3-
1
 
R
6 

表 3-2 連結材の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ１ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ１ kN 連結材 1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｍ kN 連結材（メインロープ）1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｓ kN 連結材（サイドロープ）1 組当たりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着

面となす角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面と

なす角度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロ

ープ）が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（1/3） 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する動的荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ２ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ２ kN フレノ・リンクボルト 1本当たりに作用する荷重 

Ｐ３ kN アンカープレート 1箇所あたりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面とな

す角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面となす角

度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロープ）

が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の見付面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｆ N/mm2 鋼材の基準強度 

σｙ N/mm2 検討対象部材の降伏応力度で，基準強度 F 値を 1.1 倍した値 

τｙ N/mm2 検討対象部材のせん断降伏応力度（τy=σy/√3） 

ｆｂ N/mm2 検討対象部材の短期許容曲げ応力度 

ｆｔ N/mm2 検討対象部材の短期許容引張応力度 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（2/3） 

記号 単位 定義 

ｈ mm ベースプレート板厚芯からのフレノ・リンクボルト芯までの高さ 

Ｌ１ mm 両端のアンカーボルト芯間距離 

ｄｔ mm ベースプレート端部から引張側アンカーボルト芯までの距離 

ＢＢ mm ベースプレートの幅 

Ｂｔ mm ベースプレートの厚さ 

ＢＺｐｙ mm３ ベースプレートの y軸まわりの塑性断面係数 

ＢＺｐｘ mm３ ベースプレートの x軸まわりの塑性断面係数 

ＢＡ mm２ ベースプレートの断面積 

ＢＭｙ kN・mm x 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｘ kN・mm y 方向検討荷重によるベースプレートの x 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｙ_ｚ kN・mm z 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｐｙ kN・mm ベースプレートの y軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＭｐｘ kN・mm ベースプレートの x軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＱｘ kN x 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｙ kN y 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｘ_ｚ kN z 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｐｘ kN x 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｙ kN y 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｚ kN z 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

Ａα － 
アンカーボルトのねじ部における断面積の低減を考慮した係数

(=0.75) 

ＡＡｅ mm2 アンカーボルトの有効断面積 

ｎ 本 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 

ｎ’ 本 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 

ＡＴＶ kN z 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力

ＡＴＨ kN 
x 又は y 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる

引張力 

φ１ － 
アンカーボルトの降伏引張力を決定する際の低減係数で，アンカ

ーボルトの降伏による場合は 1.0 

Ｆｃ N/mm2 アンカーボルトが定着するコンクリートの設計基準強度 

ｓσｑａ N/mm2 接着系アンカーボルトの許容せん断応力度（＝0.7×ft） 

ＡＱ kN 検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力 

γ kN/m3 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（3/3） 

記号 単位 定義 

Ｑａ１ kN 
接着系アンカーボルトの検討において，アンカーボルトのせん断

強度により決定される許容せん断力 

Ｑａ２ kN 定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力 

φ２ － 
アンカーボルトの降伏せん断力を決定する際の低減係数で，コン

クリートの支圧による場合は 2/3 

ｃσｑａ N/mm2 基礎コンクリートの支圧強度で，0.5×√（Fc・Ec） 

Ｅｃ N/mm2 コンクリートのヤング係数で，3.35×10４×(γ/24)2×（Fc/60）1/3

Ａｑｃ mm2 せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積 

ＡＬ mm 接着系アンカーボルトにおいては，埋込長さ 

ＡＬｅ mm 接着系アンカーボルトの有効埋込長さ 

ＡＬｃｅ mm 接着系アンカーボルトの強度算定用埋込長さ 

Ａｄａ mm 接着系アンカーボルトの呼び径 

α１ 

α２ 

α３ 

－ 
接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトの

ピッチによる付着強度の低減係数 

Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３ mm 
接着系アンカーボルトのへりあき寸法又はアンカーボルトピッチ

の 1/2 

Ｐａ１ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの降伏により決

定される 1本当たりの許容引張力 

Ｐａ３ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの付着力により

決定される 1 本当たりの許容引張力 

φ３ － 
接着系アンカーボルトの許容引張力を決定する際の付着力による

低減係数(=2/3) 

τａ N/mm2 接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度 

τｂａｖｇ N/mm2 
接着系アンカーの基本平均付着強度で，カプセル式・有機系の場

合（=10√(Fc/21) 

Ｐａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容引張力 

Ｑａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容せん断力 

Ｑａ３ kN 定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度（＝0.31×√Fc） 
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3.2 評価対象部位 

   固縛装置の評価対象部位は，「2.2 固縛装置の構造」にて設定している構造に基づき，

「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計竜巻の風圧力の作用方向及び伝達過程を考慮し設

定する。 

 (1) 連結材 

    ・連結材本体（高強度繊維ロープ） 

    ※連結材に作用する荷重を，メーカ提示値の規格引張強度と比較するため，評価対象部

位は連結材本体とする。 

    連結材の評価対象部位を図 3-1 に示す。 

 
（高強度繊維ロープφ30mm(被覆部) 

                  φ22mm（被覆無し部）） 

 

図 3-1 連結材の評価対象部位 

 
 (2) 固定材 

   a. フレノ・リンクボルト 

     ・フレノ・リンクボルト本体 

    ※フレノ・リンクボルトに作用する荷重は，メーカ提示の使用荷重及び安全係数によ

って，使用荷重に対し安全係数を考慮した値と比較するため評価対象部位はフレ

ノ・リンクボルト本体とする。 

    フレノ・リンクボルトの評価対象部位を図 3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（フレノ・リンクボルト(A-48L)） 

 

図 3-2 フレノ・リンクボルトの評価対象部位 

呼び径 30mm 

長さ 

（単位 mm） 
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   b. アンカープレート 

     アンカープレートについては，ベースプレートを評価対象部位として設定する。 

     ・ベースプレート 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

    基礎部（アンカーボルト）は，接着系アンカーボルトを評価対象部位として設定する。 

・接着系アンカーボルト 

 

   固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位を図 3-3 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

   強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固

縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の

組合せを用いる。 

 (1) 荷重の設定 

    強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。 

   a. 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

  常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重とする。 

b. 風圧力による荷重（ＷＷ） 

  風圧力による荷重は，固縛対象設備に発生し，連結材，固定材（フレノ・リンクボルト

及びアンカープレート）を介して基礎（アンカーボルト）に作用する。 

  Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3(1) 

荷重の種類」に示すように，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として設

定され，これにより固縛対象設備は横滑りを生じるような力を受けるが，鉛直方向に対し

フレノ・リンク 
ボルト取付部 
（ねじ加工） 

接着系 

アンカーボルト 

ベースプレート 200 200 

5
50

 

550 

2
75

 

2
00

 
2
00

 
7
5 

7
5 

550 

75 75 

110 220 220 

2
75

 

8
6 

3
6 

有
効

埋
込

長
 

2
76

 

275 275 

200 200 

550 

75 75 

（単位 mm） 
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ても，風圧力により固縛対象設備に揚力が発生し，浮き上がりが生じるような力を受ける

ため，鉛直方向の荷重についても考慮した設計とする。 

(a) 竜巻の風圧力による荷重 

 Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 

荷重及び荷重の組合せ」に基づき，荷重を選定する。 

イ. 浮き上がり荷重 

  固縛対象設備の浮き上がり時に発生する荷重ＰＶは，設計竜巻により当該固縛対

象設備に発生する鉛直力とする。 

 浮き上がり荷重は，固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて算出され

る揚力が自重を上回る（＝空力パラメータから算出される揚力－自重 ＞ 0 ）場合

に上向きの力として固縛対象設備に作用する。 

 固縛対象設備に作用する揚力は，揚力係数の代わりに保守的な設定となる抗力係

数を用いることにより保守的に設定された揚力ＦＬ，ｍを用い，空力パラメータＣＤ

Ａ/ｍを用いた式に展開し，浮き上がり荷重ＰＶは次に示すとおり算出する。 

Ｐ
Ｖ
＝Ｆ

Ｌ，ｍ
－ｍ・ｇ＝

1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ－ｍ・ｇ 

 ＝ｍ  1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
－ｇ  

 

 なお，空力パラメータの算出等については「東京工芸大学，“平成 21～22 年度原

子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査

研究”，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平成 23 年 2 月」に

基づき，以下のＣＤＡ/ｍとして算出する。 

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
＝

0.33  Ｃ
Ｄ１

Ａ
１
+Ｃ

Ｄ２
Ａ

２
+Ｃ

Ｄ３
Ａ

３
 

ｍ
 

 

ロ. 横滑り荷重 

横滑りに伴い発生する荷重ＰＨは，設計竜巻の風圧力による荷重が当該固縛対象

設備に作用する水平力とし，「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷

重指針・同解説」に準拠して，次に示すとおりＷＷとする。 

Ｐ
Ｈ
＝Ｗ

Ｗ
＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

ハ. 動的荷重 

  連結材（サイドロープ）に余長を有する固縛装置が作動（余長が展張）する時に

固縛対象設備の急停止に伴い固縛装置に発生する動的荷重Ｐｉは，Ⅴ-3-別添 1-3

「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3(2)d. 動的荷重」

に基づき，以下によって算出する。 
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(イ) 固縛対象設備の挙動開始風速の算出 

固縛対象設備が浮き上がり又は横滑りを始める時の風速を算出する。 

浮き上がり開始風速ＶＳＡＳ，Ｆは，浮き上がり荷重ＰＶが 0 となる時の風速であ

り，以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｆ＝ 2・ｇ

ρ・
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ

 

横滑り開始風速ＶＳＡＳ，Ｓは，風圧力による荷重と静止摩擦力が釣り合った時

の風速であり，以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｓ＝ 2μs・ｇ

ρ・  ＧＣＡ

ｍ
+μs

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
  

(ロ) 固縛装置の余長がなくなる時点での終端速度の算定 

固縛対象設備が挙動を開始してから連結材（サイドロープ）が展張する時点

での固縛対象設備が持つ速度である終端速度ｖＳＡ，ＯＴを算出する。以下算出は

横滑りを例に記載する。 

固縛対象設備が横滑りを始めた風速から最大風速となる風速を，設計竜巻の

風速分布曲線より，保守性を考慮して線形近似した以下の式を使用する。 

Ｖ’
ＳＡ

＝ａｔ＋ｂ … ① 

Ｖ’ＳＡ：t 秒後に固縛対象設備が受ける竜巻の風速 

 ａ ：風速の近似式の定数 

 ｂ ：風速の近似式の定数（＝滑り出し風速） 

 

停止している固縛対象設備が動き出し，設計余長分を移動した時の加速度ａ

ＳＡを，荷重と加速度の関係から算出する。 

 ａ
ＳＡ

＝
Ｆ

ｍ
＝

Ｗ
Ｗ
-Ｆ

ｆｄ

ｍ
 

     ＝
1

2
ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+  μｄ・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
 Ｖ’

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｇ… ② 

  Ｆｆｄ ：固縛対象設備に作用する動摩擦力 

ここで，Ｋを以下に示すように置いて，②式のＶ’ＳＡに①式を代入し，ｔに

対する式として整理すると，③式となる。 

 Ｋ＝
1

2
ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+  μｄ・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
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 ａ
ＳＡ

＝Ｋ・ａ
２
・ｔ

２
＋2Ｋ・ａ・ｂ・ｔ＋（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）… ③ 

 固縛対象設備の速度ｖＳＡは，加速度ａＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮

することで④式となる。（初期条件ｔ＝0 のとき，ｖＳＡ＝0） 

 ｖ
ＳＡ

＝  ａ
ＳＡ

ｄｔ 

      ＝
1

3
Ｋ・ａ

２
・ｔ

３
＋Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

２
 

               ＋（Ｋ・ｂ
２
－ μｄ・ｇ）t… ④ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡは，速度ｖＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考

慮すると以下の式となる。（初期条件ｔ＝0のとき，ｘＳＡ＝0） 

 ｘ
ＳＡ

＝  ｖ
ＳＡ

ｄｔ 

    ＝
1

12
Ｋ・ａ

２
・ｔ

４
＋

1

3
Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

３
 

             ＋
1

2
（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）ｔ

２
… ⑤ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡが設計余長Ｘとなる時として，⑤式をｔについ

て解くと，滑り始めてから固縛装置が作動するまでの時間ｔⅰが算出できる。 

④式にｔⅰを代入することで，固縛装置が作動する時点での固縛対象設備の

速度として，終端速度ｖＳＡ，ＯＴが算出される。 

(ハ) 固縛装置に作用する動的荷重の算定 

固縛対象設備の停止時に，固縛装置に作用する動的荷重は，急制動による停

止に伴う動的荷重によって連結材に作用する張力に加え，風圧力及び動摩擦力

による荷重Ｆｉ’を静荷重として，動的荷重Ｆｉによる連結材に作用する張力に

加算する。固縛対象設備が有する運動量はｍｖＳＡである。固縛装置が作用し始

めてΔｔの間に停止したとすると，連結材に発生する動的荷重Ｆｉと運動量の

関係は，⑥式のとおりとなる。 

   Ｆ
ｉ

 t

0

(t)dt＝m・v
SA
 …⑥ 

連結材の等価剛性をｋとして，連結材に張力が作用し，固縛対象設備の速度が 0

になったとすると，振幅をＢとして，連結材の変位ｘＲＰは，⑦式で表される。 

また，フックの法則により連結材に発生する動的荷重Ｆｉは⑧式となる。 

 ｘ
ＲＰ

＝Ｂsin   ｋ

ｍ
・t  …⑦ 
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 Ｆ
ｉ
(t)＝ｋ・ｘ

ＲＰ
＝ｋ・Ｂsin   ｋ

ｍ
・t  …⑧ 

 

次に，⑧式を⑥式に代入して積分し，初期条件を考慮して，振幅について解

くと⑨式となる。（初期条件：ｔ＝0のときｖＳＡ=ｖＳＡ，ＯＴ，ｔ＝Δｔのときｖ

ＳＡ=0） 

 Ｂ＝ｖ
ＳＡ，ＯＴ

・ ｍ

ｋ
 …⑨ 

また，動的荷重Ｆｉは，⑧式の正弦関数が1のときに最大値（＝ｋ・Ｂ）とな

り，連結材の変位も最大となるその時間ｔｉ’は，以下の式となる。 

 ｔ
ｉ
’＝

π

２
・ ｍ

ｋ
 …⑩ 

さらに，風荷重と動摩擦力の差分による静荷重Ｆｉ’が作用する。 

固縛対象設備に作用する風速は，①式にｔｉを代入して算出する。 

なお，このとき，揚力が自重を上回る場合には，摩擦力は考慮しない。 

 Ｖ”
ＳＡ

＝ａ・ｔ
ｉ
＋ｂ 

 Ｆ
ｉ
’＝Ｗ

Ｗ
-Ｆ

ｍ
 

    ＝
1

2
ｍ・ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+ μｄ・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
 Ｖ”

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｍ・ｇ 

固縛装置作動により固縛対象設備の急停止に伴う荷重は，動的荷重Ｆｉに加

えて静荷重Ｆｉ’を加算した荷重とし，動的荷重Ｐｉとする。 

 

 (2) 荷重の組合せ 

    Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及

び荷重の組合せ」に示す，常時作用荷重（Ｆｄ），風荷重による浮き上がり荷重(ＰＶ)，横

滑り荷重(ＰＨ)及び動的荷重(Ｐｉ)を考慮する。 

    この荷重及び荷重の組合せを表 3 4 に示す。 
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表 3-4 固縛装置の荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 固縛対象設備に考慮する荷重の組合せ 

    「2.基本方針」に記載したとおり，「3.3(1) 荷重設定」，「3.3(2) 荷重の組合せ」に

基づき評価した結果，最も裕度の低い固縛装置を有する可搬型代替注水中型ポンプに対して

考慮する荷重を表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 可搬型代替注水中型ポンプに考慮する荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 許容限界 

   固縛装置の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の

方針」の「5. 許容限界」に示すとおり，「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象

部位ごとに，評価内容に応じて設定する。評価においては，許容限界以下であることを確認す

る。 

 (1) 連結材 

 固縛に必要となる連結材（高強度繊維ロープ）については，設計竜巻による荷重に対し，

連結材の破断が生じない設計とする。 

 このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の規格引張強度を許容限界とする。 

 (2) 固定材 

   a. フレノ・リンクボルト 

     固定材のうち，フレノ・リンクボルトについては，設計竜巻による荷重に対し，フレ

ノ・リンクボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示の使用荷重及び安全係数によって，

使用荷重に対し安全係数を考慮した値を許容限界とする。 

強度評価の対象施設 評価内容 荷重の組合せ 

固縛装置 構造強度 

Ｆｄ＋ＰＶ 

又は 

Ｆｄ＋ＰＨ 

又は 

Ｆｄ＋Ｐｉ 

(固縛対象設備に作用する荷重) 

固縛対象設備 固縛装置の構成 荷重の組合せ 

可搬型代替注水

中型ポンプ 

フレノ・リンクボルト 

＋ 

アンカープレート 

＋ 

接着系アンカーボルト 

Ｆｄ＋動的荷重Ｐⅰ 

 

（側面方向の横滑り） 
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   b. アンカープレート 

     固定材のうち，アンカープレートについては，設計竜巻による荷重に対し，鋼材の破断

が生じない設計とする。 

     このため，「鋼構造塑性設計指針」に基づく，部材の終局耐力を許容限界とする。 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

   a. 接着系アンカーボルト 

     基礎部（アンカーボルト）のうち，接着系アンカーボルトについては，設計竜巻による

荷重に対し，接着系アンカーボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく，短期許容応力度を許容限界と

する。 

 

3.5 評価方法 

 (1) 連結材の評価方法 

    連結材に作用する荷重が，固縛装置の箇所数×連結材 1 組当たりの許容限界を超えないこ

とを確認するため，連結材 1 組当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑り

の荷重状態に対して算定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

   a. 浮き上がり時 

     設計竜巻の風荷重による揚力が固縛対象設備に作用して浮き上がる状態を考える。固縛

対象設備が浮き上がった場合には，両側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ）で

抵抗することから連結材に作用する荷重を以下の式により算定する。浮き上がり時の評価

モデルの概要図を図 3-4 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，浮き上がり時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

，
Ｐ

2
 ＝

Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

（ｎ
１
・sinθＶ１  2 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 浮き上がり時の連結材の評価モデルの概要図 

 

※ 浮き上がりが発生しない 
（余長が展張しない）場合は 

Ｐ=ＰＶ=Ｐｉ＝0 θＶ１ 

固縛 

対象設備 
連結材（サイドロープ） 

（浮き上がり荷重作用時 
：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＶ，Ｐｉ）/Ｎ  

揚力（ＦＬ，Ｍ）

P１,Ｓ 

連結材（サイドロープ） 
（浮き上がり荷重作用時 

：展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ P１,ｍ 

P１,Ｓ 
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   b. 横滑り時 

設計竜巻による風荷重が固縛対象設備に作用して横滑りする状態を考え，連結材に作用

する荷重は算定するが，横滑りの方向により連結材に作用する荷重状態が異なるため、横

滑り方向に対して，荷重を算定する。 

    (a) 側面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が側面方向（進行方向直角方向）に横滑りした場合には，固縛装置は片

側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ））のみで抵抗することとなるから，連

結材の検討用荷重Ｐ１は以下の式により算定する。横滑り時（側面方向）の評価モデル

の概要図を図 3-5 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，側面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ・

1

cosθＶ２

，
Ｐ

2
 ＝Ｐ・

1

cosθＶ２

（cosθＶ２  1< 2 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 横滑り時（側面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 

    (b) 正面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が正面方向（進行方向）に横滑りした場合には，両側に配置した固縛装

置（連結材（サイドロープ））で抵抗することから，連結材の検討用荷重Ｐ１は以下の

式により算定する。横滑り時（正面方向）の評価モデルの概要図を図 3-6 に示す。 

      連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大

きい荷重を，正面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＨ

・
1

cosθＶ２

，
Ｐ

ｎ
１

・
1

tanθＨ

  
  

θＶ２ 

固縛 

対象設備 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：未展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 
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図 3-6 横滑り時（正面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 
 (2) 固定材の評価方法 

   a. フレノ・リンクボルトの評価方法 

     フレノ・リンクボルトに作用する荷重も連結材と同様に，固縛装置の箇所数×フレノ・

リンクボルト 1 本当たりの許容限界を超えないことを確認するため，フレノ・リンクボル

ト 1 本当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑りの荷重状態に対して算

定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

     なお，フレノ・リンクボルトは連結材のうちサイドロープと同一の作用線上に配置され

ることから，連結材のサイドロープの荷重を検討用荷重Ｐ２とする。 

     また，荷重の評価モデルは連結材と同様である。 

    (a) 浮き上がり時 

      浮き上がり時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定する。 

  Ｐ
２
＝

Ｐ

ｎ
２

・
1

sinθＶ１

 

    (b) 横滑り時 

      イ. 側面方向の横滑り時 

        側面方向の横滑り時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定

する。  Ｐ2＝Ｐ・
1

cosθＶ２

 

      ロ. 正面方向の横滑り時 

        正面方向の横滑り時のフレノ・リンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定

する。 

θＨ 

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

連結材 
（メインロープ） 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 

θＨ 

θＶ２ 

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 
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 Ｐ2＝ Ｐ

ｎ
２

・
1

cosθＨ

・
1

cosθＶ２

 

   b. アンカープレートの評価方法 

     (a) 計算モデル 

  アンカープレートは，フレノ・リンクボルトを介して荷重を受けるため，フレノ・

リンクボルトの角度により，図 3-7 に示すｘ，ｙ，ｚ方向にフレノ・リンクボルトに

作用する荷重Ｐ２の分力として，検討用荷重Ｐ３が作用する。 

   アンカープレートの評価は，浮き上がり及び横滑りの荷重状態を考慮して，作用す

る方向の検討用荷重に対して部材断面に生ずる荷重等を算定し，評価を行う。 

   なお，フレノ・リンクボルトはボルト芯を軸として回転し，アンカープレートの仕

様も含めて，ｘ方向とｙ方向は同一の評価条件となり，ｘ，ｙ方向は同じ検討モデル

となるため，以降ではｘ方向に作用する場合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 アンカープレートの計算モデルの概要図 

 

(b) 計算方法 

 イ．ｘ（ｙ）方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｘ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 3-8 に示す。前述のとおり，ｘ方向とｙ方向の計算モデ

ルは同一条件であるため，ｘ方向のモデルにて示す。 

  

x 

y 

z 

(a) ｘ方向 (b) ｙ方向 (c) ｚ方向 

Ｐ３(ｚ) Ｐ３（ｙ） 

Ｐ３（ｘ）(Ｐ３（ｙ）) 

Ｐ２  

Ｐ３（ｘ） 

Ｐ３（ｚ） 
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図 3-8 ｘ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙは，以

下の式により算定する。 

ＢＭ
ｙ
＝Ｐ

３
・

ｈ

2
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱｘは，以下の式により算定

する。 

ＢＱ
ｘ
＝

 ＢＭ
ｙ

Ｌ
１

２

 

 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｘは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

ｈ

Ｐ３ ＝Ｐ２・cosθＶ１(θＶ２) 

 (＝Ｐ２・cosθＶ２・cosθＨ) 

(＝Ｐ２・cosθＶ２・sinθＨ) 

Ｌ１ 

ＢＭｙ=Ｐ３・ｈ/２ 

ＢＱｘ=ＢＭｙ/（Ｌ１/２） 
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  ＢＱ
ｐｙ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 ロ．ｚ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｚ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 3-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 ｚ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙ_ｚは，

以下の式により算定する。 

BＭｙ_z＝Ｐ
３
・

Ｌ
１

4
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱＸは，以下の式により算定

する。 

ｈ

Ｐ３＝Ｐ２・sinθＶ１(θＶ２)

Ｌ１ 

ＢＭｙ_ｚ=Ｐ３・Ｌ１/４ 

ＢＱｘ_ｚ=Ｐ３/２ 
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BＱｘ_z
＝

Ｐ
３

2
 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｚは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｚ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価方法 

   a. 接着系アンカーボルトの評価方法 

(a) 計算モデル 

   接着系アンカーボルトもアンカープレートの評価と同様に，浮き上がり及び横滑り

の荷重状態を考慮して，作用する方向の検討用荷重に対してアンカーボルトに生ずる

荷重等を算定し，評価を行う。 

(b) 引張に関する検討 

   接着系アンカーボルトの降伏引張耐力に関する検討は以下による。 

   アンカーボルトの有効断面積ＡＡｅは，以下の式により算定する。 

   ＡＡ
ｅ
＝ Ａα・

π・ｄ
ａ
 ２

4
 

   ｚ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力ＡＴＶは，

以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｖ
＝

Ｐ
３

ｎ
 

   ｘ又はｙ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力  

ＡＴＨは，以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｈ
＝

Ｐ
３
・ｈ

 
7
8 ｄｔ・ｎ’

 

   アンカーボルトの降伏により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ１は，以下の

式により算定する。 

Ｐ
ａ１

＝φ
１
・ｆ

ｔ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

   アンカーボルトの付着力により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ３は，以下

の式により算定する。 
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Ｐ
ａ３

＝φ
３
・τａ・π・ Ａｄ

ａ
・ ＡＬ

ｃｅ
・10-3 

   接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度τａは以下の式により算定する。 

τａ＝α１・α２・α３・τｂａｖｇ 

   接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着

強度の低減係数は以下の式により算定する。 

αｎ：0.5・（Ｃ
ｎ
/ ＡＬ

ｃｅ
）＋0.5 

    ＡＬ
ｅ

＝ ＡＬ－ｄ
ａ
 

    ＡＬ
ｃｅ

＝ ＡＬ
ｅ

－2・ｄ
ａ

 

   ここで， 

  （Ｃｎ/ＡＬｃｅ）≧1.0 の場合は，（Ｃｎ/ＡＬｃｅ）=1.0 

ＡＬｅ ≧10ｄａの場合は， ＡＬｅ=10ｄａとする。 

   アンカーボルトの許容耐力Ｐａは，以下の式により算定する。 

Ｐａ＝min  Ｐ
ａ１

，Ｐａ３  
(c) せん断に関する検討 

   検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力ＡＱは，以下の

式により算定する。 

ＡＱ＝
Ｐ

３

ｎ
 

   アンカーボルトのせん断強度により決定される許容せん断力Ｑａ１は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ１

＝φ
１
・ ｓσ

ｑａ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

  定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力Ｑａ２は，以下の式により算

定する。 

 Ｑ
ａ２

＝φ
2
・ cσｑａ

・ ＡＡ
ｅ
・10-3 

  せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積Ａｑｃは，アンカーボルトのへりあ

き寸法をｃとすると以下の式により算定する。 

 Ａ
ｑｃ

＝0.5・π・ｃ
２
 

   定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力Ｑａ３は，以下の式に

より算定する。 
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 Ｑ
ａ３

＝φ
３
・ cσｔ

・ Ａ
ｑｃ

・10-3 

  アンカーボルトの許容せん断力Ｑａは，以下の式により算定する。 

 Ｑａ＝min  Ｑ
ａ１

，Ｑａ２，Ｑａ３  
(d) 引張とせん断を同時に受ける場合に関する検討 

   コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトとしての引張力とせん断力の組合せ力

に対する検定は，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき，以下の式によって行

う。 

   ＡＴ
Ｈ

+  ＡＴ
Ｖ

Ｐ
ａ

 ２＋   ＡＱ  

Ｑ
ａ

 ２ １ 
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4. 評価条件 

  評価に用いる寸法は，公称値を使用する。 

4.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価条件 

   可搬型代替注水中型ポンプの評価条件を， 表 4-1～表 4-8 に示す。 

 

表 4-1 評価条件 

固縛対象設備 
ＶＤ 

(m/s) 

ＶＲｍ 

(m/s) 

Ｒｍ 

(m) 

Ｈｉ 

(m) 

ρ 

(kg/m3) 

ｇ 

(m/s2) 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
100 85 30 15 1.22 9.80665 

 

表 4-2 評価条件（固縛対象設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

固縛対象設備 
Ｂ 

(m) 

Ｌ 

(m) 

Ｈ 

(m) 

ｍ 

(m) 

μＳ 

（-） 

μｄ 

（-） 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
2.490 8.260 3.430 14800 0.44 0.29 

ＣＤ１ 

(-) 

ＣＤ２ 

(-) 

ＣＤ３ 

(-) 

Ａ１ 

(m2) 

Ａ２ 

(m2) 

Ａ３ 

(m2) 

Ｇ 

(-) 

Ｃ 

(-) 

2.0 2.0 2.0 8.541 20.567 28.332 1.0 1.2 

ＶＳＡ 

(m/s) 

ＶＳＡＳ，Ｆ

(m/s) 

ＶＳＡＳ，Ｓ 

(m/s) 

側面 正面 

88.1 79.0 45.4 62.2 
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表 4-3 評価条件（固縛装置） 

固縛対象設備 
Ｎ 

(箇所) 

Ｘ 

(mm) 

ＬＯＦ 

(m) 

θＶ１ 

(°) 

θＶ２ 

(°) 

θＨ 

(°) 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
5 600 900 60.6 35.0 53.2 

 

表 4-4 評価条件（連結材） 

評価対象 仕様 
ＡＲＰ 

(mm2) 

ＥＲＰ 

(N/mm2) 

ＬＲＰ 

(m) 

ｎ１ 

（個） 

連結材 高強度繊維ロープ 380.13 15785 6.551 2 

 

表 4-5 評価条件（固定材のうちフレノ・リンクボルト） 

評価対象 仕様 型式 

ｎ２ 

（個） 

固定材 フレノ・リンクボルト A-48L 2 

 

表 4-6 評価条件（固定材のうちアンカープレート） 

評価対象 評価部位 材質 

Ｆ 

（N/mm2）

ＢＢ 

(mm) 

Ｂｔ 

(mm) 

固定材 アンカープレート SN490B 325 550 36 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

ｄｔ 

(mm) 

ｎ２ 

（個） 

132 400 475 2 
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表 4-7 評価条件（基礎部（アンカーボルト）） 

評価対象 評価部位 材質 

Ｆ 

（N/mm2）

ｆｂ 

(N/mm2) 

ｆｔ 

(N/mm2) 

基礎部 

（アンカーボルト）

接着系 

アンカーボルト 
SNR490B 325 325 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-8 評価条件（固縛対象設備に作用する荷重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄａ 

(mm) 

ｎ２ 

（個） 

Ａｎ 

（本） 

Ａｎ’ 

（本） 

ＡＬ 

（mm） 

Ａａ 

（mm） 

ｃ 

（mm） 

24 2 8 3 300 200 400 

α１ 

(-) 

α２ 

(-) 

α３ 

(-) 

ＦＣ

(N/mm2) 

γ

(kN/m3) 

1.0 0.76 0.76 40 24.5 

固縛対象設備 
ＰＶ 

(kN) 

ＰＨ 

(kN) 

Ｐⅰ 

(kN) 

側面 正面 側面 正面 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
35.0 161.0 48.5 724.7 873.6 
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5. 評価結果 

5.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価結果 

  (1) 連結材の評価結果 

    連結材の評価結果を表 5-1 に示す。連結材に作用する荷重は許容限界以下であり，固縛状

態を維持するために必要な構造強度を有している。 

 

表 5-1 連結材の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

作用荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度 

連結材 
動的荷重 

（側面方向 横滑り）  
177.0 250 1.41 

 

 (2) 固定材の評価結果 

   a. フレノ・リンクボルト 

     固定材のうちフレノ・リンクボルトの評価結果を表 5-2 に示す。フレノ・リンクボルト

に作用する荷重は許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有し

ている。 

 

表 5-2 固定材（フレノ・リンクボルト）の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

作用荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度 

フレノ・リンク 

ボルト 

動的荷重 

（側面方向 横滑り） 
177.0 735 4.15 
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   b. アンカープレート 

     固定材のうちアンカープレートの評価結果を表 5-3 に示す。アンカープレートに作用す

る荷重は許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有している。 

 

表 5-3 固定材（アンカープレート）の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

曲げモーメント 

(kN・mm) 

許容限界 

(kN・mm) 

アンカー 

プレート 

動的荷重 

（側面方向 横滑り） 
19714.1 63617.4 

 

 

 

 

 

 

 

注） ＊：最小裕度のみ記載    

 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価結果 

    基礎部（アンカーボルト）の評価結果を表 5-4 に示す。アンカーボルトに作用する荷重は

許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有している。 

 

表 5-4 基礎部（アンカーボルト）の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

引張力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

接着系 

アンカーボルト 

動的荷重 

（側面方向 横滑り） 
28.1 90.5 

 

せん断力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

引張力 

＋ 

せん断力 

許容限界 裕度＊ 

18.2 77.0 0.152 1.0 3.22 

注） ＊：最小裕度のみ記載      

 

せん断力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度＊ 

 

98.6 4078.8 3.22 
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